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県民サービス憲章

私たち県職員は，県民全体の奉仕者としての

自覚と責任を持ち，最少の経費で最大の効果を

めざし，県民本位のサービスに徹します。

また，絶えずサービスの改善に努めます。

１ 迅速で的確なサービス

２ 親切でわかりやすいサービス

３ 公平・公正なサービス
（平成１５年７月１日制定）

大綱の一部改定について

平成１８年３月に策定した「第４次行財政改革大綱」及び「財政集中改革プラン」（推

進期間：平成１８～２０年度）に基づき，全庁一丸となって行財政改革に取り組んでい

るところでありますが，推進事項や数値目標については，その達成状況等を踏まえ，毎

年度見直しをしていくこととしております。

今回、茨城県行財政改革推進懇談会のご意見等をいただきながら、推進事項の追加及

び内容修正等を行ないました。下線部が修正箇所である。 （平成１９年３月２日決定）



第４次茨城県行財政改革大綱の策定にあたって

これまで，本県では，平成７年以降３次にわたって行財政改革大綱を

策定し，組織機構の簡素化や職員数の大幅な削減，公共事業の縮減・重

点化，事務事業の徹底した見直し，職員の意識改革など，さまざまな改

革に取り組んでまいりました。

しかしながら，三位一体の改革において，平成１６年度から平成１８

年度までの３年間で，地方交付税と臨時財政対策債に地方税を合わせた

一般財源が５００億円を超える減となるなど，本県財政は三年前に第３

次行財政改革大綱を策定した時には予想もできなかったような厳しい状

況にあります。

また，国・地方の構造改革や市町村合併の大幅な進展など県行政を取

り巻く社会経済情勢は急激に様変わりしており，仕事の進め方や業務の

あり方などを真に県民の視点に立って根底から見直し，さらなる徹底し

た改革に取り組んでいく必要があります。

このため，今般，県議会並びに茨城県行財政改革推進懇談会，さらに

は県民の皆様の幅広いご意見等を踏まえ，平成１８年度から平成２０年

度までを推進期間とする「第４次茨城県行財政改革大綱」を策定し、『県

民の視点に立った，質が高く，効率的な県民サービスの提供』をめざし

「財政構造改革」，「出資団体改革」，「県庁改革」，「分権改革」の４つの

改革プログラムに取り組んでいくこととしました。

今後は，本大綱に基づき，全庁一丸となって，改革を着実に推進しな

がら，企業誘致の推進や最先端の科学技術拠点づくり等の「産業大県づ

くり」などの取り組みを通し，「人が輝く 元気で住みよい いばらき」

の実現に向け全力を挙げて努力をしてまいりますので，県議会をはじめ

県民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

平成１８年３月

茨城県知事 橋本 昌
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第１ さらなる「改革」の必要性と取り組み方向

１ これまでの取り組み

○ 本県においては，これまで「茨城県行政改革大綱」(平成７年１２月策定），

「茨城県行財政改革大綱」(平成１０年３月策定），そして「茨城県第三次行

財政改革大綱」(平成１５年３月策定)に基づき，徹底した行財政改革に全庁一

丸となって取り組んできました。

○ この間，平成１７年度までの１０年間で一般行政部門で９３４名，教育部門

では１,３７４名の職員数を削減してきました。組織機構については，福祉部

と衛生部の統合，畜産関係出先機関の再編など本庁部局や出先機関の再編・統

合を進めてきたところです。

また，歳出抑制や歳入確保に向けた対策では，人件費の抑制や公共事業費の

削減，県有未利用地の売却促進などに取り組んできました。

○ さらには，「県民サービス憲章」を作成するなどして職員の意識改革を図り，

常に県民の視点に立って仕事の進め方や業務の見直しを行ってきました。

２ 第三次大綱策定後の社会経済情勢変化

しかしながら，第三次大綱策定後，本県行政を取りまく社会経済情勢は以下の

とおり大きく様変わりしており，これまでの県のあり方を根本から見直し，今後，

県の果たしていくべき役割，国や市町村さらには民間との関わり方などについて，

あらためて問い直さなければならない状況になっています。

１） 加速化する国の構造改革

国においては，我が国経済・社会に残る非効率な部分を取り除き，技術革新

や新事業に挑戦できる社会，国民が安全で，安心して暮らせる社会の再生に向

け聖域なき構造改革を進めており，「民間にできることは民間に」，「地方にで

きることは地方に」の考えの下，小さくて効率的な政府の構築に向け，規制緩

和や民間活力の活用など「知恵と工夫の競争による地域の活性化」策が次々と

打ち出されるなど新しいシステムづくりが進められています。

２）「三位一体の改革」による地方税財政制度の改革

平成１６年度から平成１８年度において，国庫補助負担金，地方交付税，税

源移譲を含む税源配分のあり方を一体的に改革し，各地方自治体が自らの判断

と財源で行政サービスや地域づくりに取り組める仕組みに改めていく，いわゆ

る三位一体の改革が進められています。
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これまでに，国から地方への３兆円規模の税源移譲は実現しましたが，国民

健康保険に導入された都道府県調整交付金は配分に当たっての県の裁量の余地

がほとんどないこと，義務教育費国庫負担金や児童扶養手当，児童手当などは

国庫負担率が引き下げられたにすぎないなど，地方の自由度が高まったとは言

えない結果となりました。また，地方交付税につきましても，平成１６年度か

ら平成１８年度までの３年間に５.１兆円という大幅な削減が行われるなど，

改革全体としては地方分権の実現を目指した当初の目標とはほど遠い結果とな

っています。

３） 市町村合併の大幅な進展

国においては，基礎自治体である市町村の行財政基盤を強化するため，平成

１１年７月に合併特例法を改正し，合併特例債の創設や地方交付税の額の算定

の特例を拡充するなどの措置を講じ，市町村合併（いわゆる平成の大合併）を

推進してきたところです。

このような中，本県では市町村合併特例交付金や新市町村づくり支援事業，

合併市町村幹線道路緊急整備支援事業など独自の合併支援策を講じ，平成１８

年３月末時点における県内市町村数は８５から４４市町村（３２市１０町２村）

へと概ね半分になる見込みであり，住民に身近な基礎自治体の姿が大きく変わ

っていくことになります。

４） 職員の大量退職時代が間もなく到来

我が国の社会経済に大きな影響を及ぼしてきた団塊の世代が間もなく社会の

第一線から退くこととなります。

本県においては，平成１８年度から平成２２年度までの５年間に知事部局職

員の約３割にあたる１,８００人程度の職員が退職することとなり，今後の県

行政の運営のあり方などについても大きな影響を及ぼすことになります。

※団塊の世代: 昭和２２年～２４年のベビーブームの間に生まれた世代。

５） 極めて厳しい財政状況

バブル経済崩壊後の景気低迷による県税収入の落ち込みや三位一体の改革に

よる地方交付税の削減による収入の減を県債の発行により補ってきたことや，

地方税の政策減税の補てんのために平成６年度以降減税補てん債を発行してき

たこと，さらには平成１３年度以降，従来，地方交付税総額の不足を国が借り

入れて交付していたものを，その１／２については各地方公共団体が臨時財政

対策債を発行する制度に改められたこと，また，国の経済対策に歩調を合わせ

て公共投資の追加を行うとともに，道路などの社会資本整備の積極的な推進の

ためなどに県債(借金)を大量に発行し続けた結果，平成１７年度末の県債残高

は１兆６,８０１億円（最終補正予算後）にまで膨れあがる見込みであり，ま

た，家計の貯金にあたる一般財源基金も県税や地方交付税などの収入の減少を

補うために取り崩しを続けたため枯渇寸前となっています。
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さらには，今後，医療・福祉関係の経費や職員の退職手当の増大が見込まれ

るほか，平成１６年度から平成１８年度までの３年間で５.１兆円も削減され

た地方交付税は，平成１９年度以降においてもさらなる削減が危惧されるなど，

本県財政はこれまでにも増して厳しい状況となっています。

３ 改革の理念と視点

○ こうした社会経済情勢の変化を踏まえながら，一歩間違えば財政再建団体へ

転落しかねない危機的な財政状況を克服し，将来に亘って持続可能で健全な財

政構造を確立し，必要な行政サービスを安定的に提供できるよう，一層徹底し

た行財政改革に取り組んでいく必要があります。

○ また，行財政改革にあたっては，単に減量化を目的とするのではなく，県の

行政サービスは県民の負担（税金）がもとになっていることを肝に銘じながら，

『県民サービス憲章』に掲げた精神に基づき「一層質の高いサービスの提供」

に努めていく必要があります。

このことは，３００万県民の夢と希望に満ちあふれた「人が輝く 元気で住

みよい いばらきづくり」を進めていくうえでの基礎となる取り組みであり，

全ての行財政運営の原点に置かれるべきものであると考えます。

このため，改革の基本理念を

『県民の視点に立った，質が高く，効率的な県民サービスの提供』とします。

この理念のもと，次の３つを基本的な視点としながら改革に取り組みます。

１ 限られた資源の有効活用

地域のニーズを十分考慮に入れながら，本格的な分権型社会において県の果

たすべき役割を明確化し，「あれもこれも」から「あれかこれか」，すなわち

地域経済，地域社会の活性化を図ることができ，かつ「茨城らしさ」が出せる

ような施策を選択し，限られた行財政資源を重点的・効果的に活用することを

徹底し，常に最少の経費で最大の効果を上げられるように努めていきます。

２ スピードとチャレンジ精神

加速度を増して変化していく社会経済情勢に的確に対処し，県民ニーズにス

ピード感をもって対応していくため，県庁全体が有機的かつ，迅速・機敏に連

携しあう機動的な組織となるよう総合力を高めていくとともに，組織の基礎と

なる職員一人ひとりが常に現状に満足しない旺盛な探求心と仕事に対する強い

責任感をもって，何事にも積極果敢に取り組んでいきます。
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３ さまざまな主体との連携・協働

多様化・高度化する住民ニーズに行政のみで対応していこうとする従来の考

え方は，もはや限界にきています。

公共サービスを担う新たな主体として県民やＮＰＯ，地域コミュニティなど

の自主的・自立的な活動が県内各地で活発化していることから，これら多様な

主体と連携・協働していくことはもちろんのこと，より良い公共サービスの提

供に向けて官民が競争しあうシステムの活用など，それぞれが持てる力を最大

限に活かして，地域全体で公共サービスを展開していく新しい自治体経営を進

めていきます。

４ ３年間に『４つの改革プログラム』を進めます

毎年の巨額な財源不足や県債残高が１兆６,８０１億円にのぼるなど県財政

は破綻寸前であり，これをいかに克服し財政健全化を図っていくかが県政の最

重要課題であります。

このため，「財政構造改革」を改革の柱のトップに据え，「出資団体改革」，

「県庁改革」，「分権改革」の４つの改革プログラムに平成１８年度から２０

年度までの３か年で取り組んでいきます。

５ 推進状況の点検及び公表等

抜本的な行財政改革を進めるにあたっては，事務事業の整理・縮小等は避け

られず，関係する県民の皆様の生活にある程度の影響が出たり，場合によって

は，相当の痛みを伴うことも考えられます。

従って，それらに配慮しながら，県議会と執行部が車の両輪となって適切に

対応していくとともに，県民の皆様の理解と協力を得ながら，その参画と協働

により改革を進めていくことが重要であります。

このため，毎年度達成状況などをわかりやすく公表し，県議会や県民の皆様

からの意見を頂きながら改革を着実に推進していきます。

なお，推進事項や数値目標（平成２０年度まで）等については，計画策定

(ＰＬＡＮ)・実施(ＤＯ)・評価(ＣＨＥＣＫ)・新たな計画策定(ＡＣＴＩＯＮ)

というマネジメントサイクルに基づき，毎年度ローリングを行い不断の点検を

していきます。
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第２ 改革のプログラム

本県財政は，財政再建団体への転落をも想定せざるを得ない危機的状
況に瀕していることから，これを回避するとともに，新たな県民ニーズ
に的確に対応するため，持続可能で健全な財政構造を確立する必要があ
ります。

（１）財政健全化目標

財政再建団体への転落回避

○ 県財政は危機的な状況にあることから，当面はあらゆる手段を講じ，
財政再建団体への転落を回避し，財政の健全化を進めます。

※財政再建団体：実質収支の赤字額が一定規模を超えた場合（標準財政規模の５％
以上とされ，本県の場合，平成１７年度の標準財政規模が約
５,２５６億円のため，２６３億円以上），法律に基づき国の管理下
において財政の立て直しを行うこととなり，本県の自主的・自立的
な行財政運営が制限されることになります。

○ このため，平成１２年度から１４年度の「財政再建期間」，平成１５
年度から１７年度の「財政構造改革期間」に引き続いて，平成１８年度
から２０年度を「集中改革期間」と位置付け，「財政収支見通し」を作
成のうえ，財政健全化の具体的方策とその目標額を掲げた「財政集中改
革プラン」を別途作成します。

（平成１８年度から実施：財政課）

○ 「財政収支見通し」については，県税収入の動向や地方税財政制度の
改正の状況等を踏まえて，毎年度見直しを行います。また，財政運営の
状況について，広報紙，インターネット等を通じて，わかりやすく公表
します。

（平成１０年度から実施：財政課）

１ 財 政 構 造 改 革

○ 財政再建団体への転落を回避し，財政の健全化を進めます。
○ 中長期的に持続可能で健全な財政構造の確立を目指し，県債残高を
減少に転じさせることを目指します。

○ 将来の世代に過大な借金を負担させない財政運営を行う観点から，
できる限り早期にプライマリーバランスの黒字化を目指します。

１ 財政構造改革
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県債残高の圧縮

● 中長期的に持続可能で健全な財政構造を確立するため，歳入・歳出両
面にわたり徹底した改革を進めることで県債の新規発行額を抑制するこ
とにより，経済成長が今後も安定的に推移していくという前提のもと，
これまで増加してきた県債残高を本計画期間中に減少に転じさせること
を目指します。

【参考】平成１８年度末県債残高見込み(９月補正予算後) １兆７,２４３億円

【目 標】
本計画期間中に県債残高を減少に転じさせることを目指す

プライマリーバランスの黒字化（中期的な財政健全化目標）

○ 将来の世代に過大な借金を負担させない財政運営を行う観点から，歳
入・歳出両面にわたり徹底した財政構造の改革を実施することにより，
平成２２年度を目途に一般財源基金からの繰入に頼らずにプライマリー
バランスの黒字化を目指します。

＊プライマリーバランス：過去の借金(県債)の元利償還金を除く歳出（現在の行政サービスに

必要な歳出）が，県債を除いた県税収入などの歳入（今の世代が負

担している歳入）で賄えているかどうかを示す財政収支のことです。

プライマリーバランスが黒字化すれば，徐々に借金を減少させるこ

とができます。

【目 標】
平成２２年度を目途に，一般財源基金からの繰入に頼らずにプライマリーバ
ランスを黒字化させることを目指す

【これまでの取り組み】
プライマリーバランスの推移

（単位：億円）

年度 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰﾊﾞﾗﾝｽ △161 △484 △453 △52 185 △81 294

（基金繰入等除く） △161 △623 △454 △84 127 △298 △93

※ 平成１３年度から１７年度までは決算，平成１８年度は最終補正後予
算，平成１９年度は当初予算による。

※ 「（基金繰入等除く）」は，一般財源基金からの繰入，県債管理基金の
繰替運用等を除いた額である。

※ 平成１７年度決算では，一般財源基金からの繰入を除いても黒字とな
っていますが，これは県税収入が当初の見込みより大きく増加したため
にプライマリーバランスが改善し，一時的に黒字となったものです。
また，平成１８年度は，９月補正において土地開発公社経営健全化の

ための貸付金の財源に充てるための県債を臨時的に約２２６億円発行し
ているため，プライマリーバランスは大きく悪化しています。
平成１９年度当初予算でも，一般財源基金からの繰入等を除いたプラ

イマリーバランスは赤字となっており，平成１７年度決算で黒字になっ
ていても，財政構造的にはプライマリーバランスの黒字化が達成された
とは言えません。

１ 財政構造改革
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（２）歳出改革

ア 人件費の抑制

① 職員数の削減

＊「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」では，事務・事業の再編・整理，

廃止・統合や民間委託等の推進などの事項について，平成１７年度を起点とし，おおむね平成

２１年度までの具体的な取組を住民にわかりやすく明示した計画の公表が求められています。

特に，定員管理については，平成２２年４月１日における明確な数値目標を掲げることとさ

れています。

定員適正化の基本的な考え方

● これまでの定員シーリング方式（一律削減再配分方式）だけでは，円
滑な行政運営に支障を来す恐れもあることから，次のような事務事業の
抜本的な見直しを行い，職員数を削減します。

（平成１８年度から実施：人事課，企業局，教育庁，警察本部）

＜事務事業の抜本的な見直し＞

民間委託化 「民間にできることは民間に」の考え方を徹底し，県で行わな
ければならない事務以外の事務について委託化を進める。

指定管理者制度の 直営の公の施設について，積極的に導入を図る。
導入等 市場化テストについても国の動向を見ながら導入の検討を進め

る。

再任用短時間職員 窓口業務や入力業務等の定型的な業務のほか，検査業務や相談
・嘱託職員の活用 業務等専門知識を有する業務に活用する。

市町村への権限移 合併の進展に伴い，市町村の規模拡大や行財政基盤が強化され
譲 ることを踏まえ，住民に身近な事務はできるだけ基礎自治体で

ある市町村で行われるよう，住民サービスの向上につながる権
限移譲を積極的に進める。

組織の再編統合 ＩＴ化（電子申請）や市町村合併の進展を踏まえ，効率的な業
務の執行や専門性の確保・向上の観点から，組織の再編・統合
を進める。

事務事業の見直し 行政として対応すべき必要性や費用対効果，経費負担のあり方
等について検証し，不要不急の事務事業の見直しを行う。

○ 平成１８年度以降急増する職員の大量退職や，国の「地方公共団体に
おける行政改革の推進のための新たな指針」において示された一層の職
員数の削減に対応するため，事務の内容や手法について再点検を行い，
事務処理の抜本的な見直しを行います。

○ 定員管理の適正化計画については，各部門ごとの現状と特性を踏まえ，
平成２２年４月１日現在における県職員総数（教育，警察部門を含む）
の適正な目標値を設定し，引き続き職員数を削減します。

○ 職員数の適正化や給与制度の見直しなどを進めることにより，人件費
総額を抑制します。

○ 職員数の状況や職員の給与・勤務時間等について，毎年，定期的にわ
かりやすい方法で公表します。
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各部門における職員数の削減

● 一般行政部門については，「定員適正化の基本的な考え方」に基づき，
平成１８年度からの５年間で１０％の職員数の削減を図ります。

（平成１８年度から実施：人事課）

○ 教職員については，児童・生徒数の減少や県立学校の統廃合の進捗を
踏まえ，適正に配置します。

（平成１８年度から実施：教育庁）

○ 警察官については，治安情勢を踏まえ適正に配置します。
（平成１８年度から実施：警察本部）

● 学校以外の教育部門，警察官以外の警察部門及び公営企業等の会計部
門については，一般行政部門と同様，定員適正化の基本的な考え方に基
づき，職員数の削減を図ります。

（平成１８年度から実施：人事課，企業局，教育庁，警察本部）

【目 標】
（単位：人）

平成17度 平成22年度 増 減

一般行政部門 5,767 5,190 ▲ 577(▲10.0%)

教 育 部 門 23,944 23,128 ▲ 816(▲ 3.4%)

学 校 23,241 22,495 ▲ 746(▲ 3.2%)

学 校 以 外 703 633 ▲ 70(▲10.0%)

警 察 部 門 5,013 5,185 172( 3.4%)

警 察 官 4,450 4,636 186( 4.2%)

警察官以外 563 549 ▲ 14(▲ 2.5%)

公 営 企 業 等 会 計 部 門 1,502 1,432 ▲ 70(▲ 4.7%)

計 36,226 34,935 ▲ 1,291(▲ 3.6%)

※教育部門の学校 ：教員，事務職員等の計

※教育部門の学校以外：教育庁，図書館，美術館，博物館の職員等の計

※公営企業等会計部門：病院，大学，企業局，特別会計の職員等の計

【これまでの取り組み】
（単位：人）

平成７年度 平成18年度 増 減

一般行政部門 6,701 5,689 ▲ 1,012(▲15.1%)

教 育 部 門 25,318 23,797 ▲ 1,521(▲ 6.0%)

警 察 部 門 4,338 5,076 738( 17.0%)

公 営 企 業 等 会 計 部 門 1,431 1,450 19( 1.3%)

計 37,788 36,012 ▲ 1,776(▲ 4.7%)

※公営企業等会計部門:病院，大学，企業局，特別会計の職員等の計

旧定員適正化計画の実績

■一般行政部門 ・目標：H10～19年度の10年間に約1,000人を削減
・実績：H10～18年度 ▲ 923人(92.3%)

※スリム度：全国第９位
職員１人当たり負担人口：525.3人（全国平均467人）

■教育部門 ・目標：H10～19年度の10年間に約1,370人を削減
・実績：H10～18年度 ▲1,466人(107%)
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② 給与構造改革等

職員給与等の適正化・見直し

● 年功的な給与上昇の抑制，枠外昇給制度の廃止，地域手当の導入など，
職員の給与制度・構造の見直しを進めます。

＊給与構造改革：H18からH22年度まで逐次・段階的実施。①全給料表の水準引下げ(平均約５%)，

②地域手当新設(全県一律３%を段階的支給。H18年度は約0.5%），③在職中
の貢献度をより的確に反映した退職手当制度へ見直し(H18.4)

○ 初任給基準の見直し，現業職員の給与水準の見直し，通勤手当の見直
しなど，給与制度の一層の適正化を進めます。

● 日当，海外出張時の支度料など旅費の見直しを進めます。
（平成１８年度から実施：人事課）

能力・勤務実績に応じた給与処遇

○ 昇給・昇格判定への勤務評定の反映方法の見直し，勤勉手当の成績率
の活用など，能力，勤務実績に応じた給与処遇の実現を図ります。

（平成１８年度から実施：人事課）

【これまでの取り組み】

人件費等の削減，給与制度の見直し等
１ 給与カット

①特別職給与，議員報酬カット（H11.10.1～H18.3.31）
□H11.10～H18.3
・知事，議長：▲１０％ ・その他：▲３～５％

②一般職員給与カット（H12.4.1～H13.9.30）
□管理職手当16%以上の職員：▲３.５％
□その他の職員：▲２.５％

③管理職手当カット（H13.11.1～H18.3.31）：▲１０％

２ 給料水準等の引下げ
①給料表のベースダウン
□H14～17年度までの間で、単純累計▲３.３９％

②期末・勤勉手当の支給月数の引下げ
□H11～H17年度までの間で，年間支給月数▲０.８０月分

３ 退職手当支給率等の引下げ
①支給月数の引下げ 最高支給月数62.7→59.28（▲３.４２月分）
②長期勤続を理由とした退職時特別昇給の廃止（H17.1）

４ その他改正事項
①55歳昇給停止制度導入（H17.4）
②給料の調整額・特殊勤務手当の見直し（H17.4） など

【目 標】
職員定数削減，給与制度・構造の見直しにより１００億円程度削減

※その他

○ 特別職の給与カット及び管理職手当のカットについては，平成１８年
度以降も引き続き実施します。

● 厳しい財政状況に鑑み，平成１９年度から当面２年間，３．５～５％
の一般職員の給与カット(給料月額，ボーナス(期末・勤勉手当)等)を実
施します。
併せて，特別職の給与カット，管理職手当のカットについては，カッ

ト率を引き上げ，カット対象職員も拡大して実施します。
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イ 公債費負担の抑制（平準化）

県債発行額の抑制

○ 今後の公債費負担の抑制を図るとともに，県債残高の圧縮に向けて，
次の目標のもとに，県債の新規発行額を抑制します。

【目 標】
・公共投資に充てるための県債の新規発行額を毎年度，前年度以下に抑制

・行政改革推進債の新規発行額を抑制

・計画期間中に県債の新規発行額を元金償還額以内に抑制

＊ 公共投資に充てるための県債とは，教育施設や道路，公園などを建設する際の財
源として発行する建設地方債（国の制度改正によって発行額が左右される臨時財政
対策債と減税補てん債を除く）です。

・臨時財政対策債：地方財政計画上の収支不足を補てんするため，地方交付税の代
わりとして発行する県債。

・減税補てん債 ：国が政策的に実施した減税による地方税収の減額分を補てんす
るために発行する県債。

・行政改革推進債：行財政改革の取り組みにより将来の財政負担の軽減が見込まれ
る範囲内において発行が許可される県債。公共投資に充当。
（平成１８年度新設）

・財政健全化債 ：行財政改革により発生する将来の効果額の範囲内で発行が許可
される県債。公共投資に充当。（平成１７年度まで）

【これまでの取り組み】

行財政改革大綱策定（平成１０年３月）以降，公共投資に充てるための県債
の新規発行額は，前年度以下に抑制してきています。

公共投資に充てた県債の対前年度伸率の推移(当初予算)
（単位：％）

年度 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

対前年度伸率 △ 2.8 △ 1.1 △ 6.2 △ 2.6 △10.7 △14.0 △ 7.0 △6.6

金利負担の軽減

○ これまで，金利負担の軽減を図る観点から，10年債に比べてより金利
の低い５年債の発行割合を大幅に引き上げてきましたが，引き続き，現
在，銀行等引受債のうち概ね１：１の割合で発行している５年債と10年
債の発行を継続します。

（平成１５年度から実施：財政課）

【これまでの取り組み】
５年債の発行実績（銀行等引受債（一般会計）に占める割合
・平成１５年度 ４６６億円（４８.９％）
・平成１６年度 ６０３億円（４９.０％）
・平成１７年度 ４５１億円（４８.９％）

○ 金利負担の軽減や県債発行額の抑制などにより，公債費負担の抑
制に努めます。

１ 財政構造改革
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○ 本県の財政状況や行財政改革への取組状況等について市場関係者を対
象とした説明会を開催し，本県債の市場での評価を高めることにより，
資金調達コストの軽減を図ります。

（平成１５年度から実施：財政課）

【これまでの取り組み】
ＩＲ説明会の実施
・平成１６年 ３月２３日（水戸），平成１６年１０月２２日（東京）
・平成１７年１０月２５日（東京）
・平成１８年１０月３０日（東京）

＊ＩＲ（【Investor Relations】の略）

資金調達などのために，県債，社債等の発行体が銀行・証券会社等機関投資

家に対して行う広報活動。

大好きいばらき県民債の発行

○ 県民の行政への参加意欲を高め，地方債の個人消化を通じた資金調達
手法の多様化を進める観点から，債券市場の動向等を勘案しながら，大
好きいばらき県民債の発行額を増額します。

（平成１８年度から実施：財政課）

【目 標】
毎年度５０億円程度発行

【これまでの取り組み】
大好きいばらき県民債の発行実績
・平成１６年度発行額 ５０億円

第１回発行３０億円（平成１６年１１月）
第２回発行２０億円（平成１７年４月，市町村との共同発行）

・平成１７年度発行額 ５０億円
第１回発行３０億円（平成１７年１１月）
第２回発行２０億円（平成１８年４月，市町村との共同発行）

・平成１８年度（予定）５０億円
第１回発行３０億円（平成１８年１１月）
第２回発行（予定）２０億円（平成１９年４月，市町村との共同発行）

償還期間の長期化

○ 世代間の負担の適正化及び公債費負担の平準化を図るため，公共施設
の耐用年数に応じて，一部の地方債について最大６０年までの償還期間
の設定を検討します。

（平成１８年度から検討：財政課）
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ウ 公共投資の縮減・重点化

公共投資の縮減・重点化等

○ 公共投資については，地域経済や雇用に与える影響に配慮しつつ，国
の公共投資予算や地方財政計画の状況を踏まえるとともに，県債残高の
動向にも配意しつつ，その縮減・重点化を図ります。

● 公共投資の重点化に当たっては，「産業大県」づくりのための基盤整
備や，県民の生活や安全に関連した事業へ重点化します。

（平成１８年度から実施：財政課）

【目 標】
公共投資の縮減・重点化により３年間で１０％以上削減

● 平成１７年３月に策定した「茨城県公共事業コスト構造改革プログラ
ム」に基づき総合的なコスト縮減を図ります。

（平成１７年度から実施：検査指導課）

【目 標】
平成１４年度と比較して１５％の総合コスト縮減率の達成
［茨城県公共事業コスト構造改革プログラム（H17.3策定）］
（対象期間：平成１６年度～平成２０年度）

【これまでの取り組み】
公共工事のコスト縮減
・平成14年度の標準的な公共工事コストに対し：

平成16年度実績：2.1％(約２０億円)の縮減効果
平成17年度実績：3.6％(約２９億円)の縮減効果

● 入札・契約制度については，公共工事の品質の確保及び総合的なコス
トの縮減を図るため総合評価方式の拡大に努めるとともに，競争性・透
明性の更なる向上を図るため条件付き一般競争入札の拡大や談合等を防
止するための入札手続きの改善に努めます。

（平成１８年度から実施：監理課）

公共事業に係る各種評価の推進

○ 「公共事業等事前評価」により，事業採択前の段階で，その必要性や
効果等を的確に把握評価し，政策の適切な選択を進めるとともに，行政
の透明性の確保や説明責任の向上を図ります。

（平成１５年度から実施：政策審議室）

【これまでの取り組み】
公共事業等事前評価の実施状況
・県が事業主体となる総事業費１０億円以上の事業が対象
・平成１５年度：９事業 ・平成１６年度：２事業 ・平成１７年度：１事業

○ 「公共事業再評価」により，一定期間を経過した事業を対象に社会情
勢の変化等を踏まえた評価を実施し，休止又は中止を含めた見直しを行
います。

（平成１０年度から実施：政策審議室）

○ 地域経済の動向や国における公共投資の状況等を踏まえ，公共投資
の縮減・重点化等に努めます。
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【これまでの取り組み】
公共事業再評価の実施状況
・２３３事業を対象に実施（H10年度～H18年度）
・８事業を中止（緒川総合開発事業，大谷原川総合開発事業等），１事業を休
止，１８事業で事業内容等を見直し。

● 公共事業の一層の有効性を高めるため，事業完了後の効果等を評価す
る「事後評価制度」について検討を進めます。

（平成１８年度から検討：政策審議室）

エ 大規模建設事業等の見直し

大規模建設事業の見直し

○ 総事業費５億円以上の大規模建設事業については，緊急性及び事業効
果等を十分検討し，既に事業に着手している施設については，施設規模
の縮小を検討するなど，事業費の節約を図ります。また，構想中の事業
については，原則として本計画期間中は新規着工を凍結します。

（平成１５年度から実施：財政課）

【対象事業】
総事業費５億円以上の大規模建設事業
＊参考資料６６頁「大規模建設事業一覧」

【これまでの取り組み】
大規模建設事業に係る歳出の削減額（当初予算ベース）
・平成１７年度：約 ４３百万円
・平成１８年度：約１０８百万円

大規模イベントの見直し

○ 開催事業費１億円以上の大規模イベントを対象に，先催都道府県の実
施内容にとらわれることなく，事業費の抑制を図ります。

（平成１５年度から実施：財政課）

○ イベントの計画立案段階において，費用対効果の検証を徹底するとと
もに，関係団体などとの協力体制を検討するなど，徹底したコスト縮減
に努めます。 （平成１５年度から実施：財政課）

【対象事業】
開催事業費１億円以上の大規模イベント事業
＊参考資料６７頁「大規模イベント一覧」

【これまでの取り組み】
大規模イベントに係る歳出の削減額（当初予算ベース）
・平成１７年度：約４２百万円
・平成１８年度：約９１百万円

○ 大規模建設事業等については，新規着工の凍結，事業実施年度の
先送り，事業規模の縮小等を行います。
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オ 事務事業の見直し

事務事業再構築

○ 全ての事業について，ゼロベースの視点に立った見直しを行い，スク
ラップ・アンド・ビルドの徹底を図る観点から，事務事業再構築を推進
します。

● 見直しに当たっては，歳出の削減，施策の重点化につながるような実
質的な見直しを行ないます。

● 財源不足の解消を図るため，今後の税収や地方交付税改革の動向等を
踏まえて，毎年度，厳しいシーリングの設定を行います。

（平成１８年度から実施：財政課）

【これまでの取り組み】
平成１９年度予算要求における事務事業再構築の考え方
○事 業 本 数：平成１８年度当初予算の本数未満
○見直し削減率（シーリング）
・投 資 的 経 費：△８％
・一 般 行 政 費：△８％（うち経常的な経費△１５％）

県単補助金の見直し

● 市町村合併の進展による市町村の財政基盤の安定などを考慮し，市町
村に対する県単補助金については，終期の設定など，必要な見直しを行
います。また，存続するものについても，統合補助金化を進めます。

（平成１８年度から実施：財政課）

○ 市町村以外に対する県単補助金についても，過去の経緯にとらわれる
ことなく，県民ニーズに適合しなくなってきたものについては休・廃止
するとともに，それ以外のものについても補助対象経費，補助率の見直
しなどを行います。

【目 標】
県単補助金を１０％以上縮減
［平成１７年度県単補助金総額：５４２億円(当初予算)］

【これまでの取り組み】
・平成１８年度における補助金の削減額：約９億円

● 福利厚生事業，特に職員の互助団体に対する援助に当たっては，県民
の理解が得られるものとなるよう事業内容を精査し，適切に実施します。

（平成１８年度から実施：財政課，職員課）
【これまでの取り組み】
職員互助会に対する補助金の削減額(当初予算ベース)
・平成１７年度：132,178千円 → 平成１８年度：77,041千円 (▲41.7％)

○ 全ての事務事業について，聖域を設けず抜本的な見直しを行い，
歳出の削減に努めます。
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維持管理経費・内部管理経費の見直し

○ 県有施設の維持管理経費については，指定管理者制度の導入など民間
ノウハウの積極的な活用を図り，削減に努めます。

【目 標】
施設の維持管理経費を１５％以上縮減
［平成１７年度維持管理経費：１６６億円(当初予算）］

【これまでの取り組み】
維持管理経費の削減額（当初予算ベース）
・平成１７年度削減額：約４億円
・平成１８年度削減額：約７億円

指定管理者制度の導入

● 老朽化の進む職員住宅を計画的に再編(廃止)して，維持管理経費を節
減するとともに，職員住宅跡地の処分により歳入増を図ります。

（平成１６年度から実施：財政課，職員課）

【目 標】
職員住宅１３棟（７８戸）を再編(廃止)
［平成16～20年度に４５棟(394戸)のうち２２棟(120戸)を再編(廃止)］

【これまでの取り組み】
職員住宅の再編（廃止）
・平成１６年度：５棟（２１戸）廃止 ・平成１７年度：４棟（２１戸）廃止
・平成１８年度：２棟（１２戸）廃止

○ 県有施設のエネルギー消費量を抑制し，庁舎管理に係るコスト削減を
図るＥＳＣＯ事業の対象施設の普及拡大に取り組みます。

＊ＥＳＣＯ（エスコ【Energy Service Company】の略）事業

ビルや工場の設備を省エネルギー化し，そのための費用も省エネルギーによる節約効果

によって賄う事業。

（平成１７年度から実施：企画課）

【これまでの取り組み】
ＥＳＣＯ事業の導入
・平成１７年度から，県立医療大学及び付属病院で導入
・導入前（Ｈ14～１６年度までの平均使用量）１６７，４９５千円 ⇒ 導入後１２７，４２０千円

（４０，０７５千円の光熱水費の削減）

● 総務事務の集約化及び外部委託については，本県の実情を踏まえ，他
県のように人員削減効果が期待できる見直しのあり方について検討しま
す。

（平成１８年度から検討：人事課）
＊総務事務の集約化：給与，旅費等の庶務事務を一元管理。

● 公用車の管理業務経費の削減を図るためリースバック方式による公用
車のリース化の導入を検討します。

＊リースバック方式：既に利用している公用車をリース会社が買い取り，改めて県にリース

する方法。

（平成１８年度から検討：総務部）



- 16 - １ 財政構造改革

カ 企業会計・特別会計の見直し

企業会計繰出金の抑制

● 病院会計については，県立病院事業に地方公営企業法の全部を適用し
た上で，新たに設置される病院事業管理者のもと，抜本的な経営改善に
努め，一般会計からの繰出金を抑制します。

（平成１８年度から実施：病院局）

＊地方公営企業法全部適用：病院事業管理者のもと，職員の任免，給与の決定等ができる。

○ 水道用水供給事業，工業用水道事業及び地域振興事業における経営の
健全化，効率化を進めていくため，中長期的な視点に立った中期経営計
画（第２期：平成１７年度～平成２１年度）に基づき，より一層計画性，
透明性の高い企業経営を推進し，一般会計からの繰出金を抑制します。

（平成１５年度から実施：財政課，企業局）

特別会計繰出金の抑制

○ 港湾事業会計については，採算性の向上を図り，一般会計からの繰出
金の抑制に努めるとともに，造成用地の早期売却等を進めます。また，
建設中の港湾に係る過去の建設元金・利子の償還に当たっては，県債を
活用することにより，一般会計からの繰出金の増を招かないようにしま
す。

（平成１７年度から実施：財政課，港湾課）

○ 流域下水道事業特別会計については，受益者負担の適正化の観点から，
市町村に資本費に係る負担を求めるほか，借入金償還の平準化のため，
下水道事業債の元金償還について県債の活用を図ります。また，企業的
経営により事業の効率化や費用負担の明確化を図るため，地方公営企業
法の財務適用を検討します。

（平成１５年度から実施：財政課，下水道課）

【目 標】
企業会計・特別会計繰出金を１０％以上縮減
［平成１７年度繰出金総額：２１７億円（当初予算）］

【これまでの取り組み】
企業会計・特別会計繰出金の削減額（当初予算ベース）
・平成１７年度：約１９億円
・平成１８年度：約１３億円

＊企業会計:地方公営企業法を適用し，企業会計方式により県が経営する事業会計。

水道事業，工業用水事業，鹿島臨海都市計画下水道事業など

＊特別会計:特定の事業を行う場合または特定の収入をもって特定の歳出にあてる事業会計。

鹿島臨海工業地帯造成事業，港湾事業，土地区画整理事業，流域下水道事業など

○ 企業会計及び特別会計で実施している公営企業等については，独立
採算性の確保の観点から，経営健全化計画等に基づく事業の効率化や
経費の徹底した見直し，受益者負担の適正化などを行うことにより，
一般会計からの繰出金を抑制します。
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（３）歳入の確保

県税徴収率の向上・課税の適正化

● 県税収入の確保を図るため，現在，全国平均を下回っている徴収率を，
計画期間中に全国上位水準まで引き上げることを目標とします。（目標
達成後，さらに全国トップクラスの徴収率を目指します。）

徴収率の推移

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17
茨城県 96.2% 95.8% 95.4% 95.4% 94.6% 94.9% 95.4% 95.8%
全国平均 96.2% 96.0% 96.2% 96.2% 95.9% 96.1% 96.5% 96.9%

● 業務運営と徴収体制を抜本的に見直したうえで，税目ごとの特性に応
じた対策を実施し，滞納整理・脱税対策を強力に推進します。

● 県税滞納額の８割近くを占める個人県民税，自動車税及び軽油引取税
の徴収率向上に，重点的に取り組みます。

● 県税務徴収職員の市町村への派遣や市町村職員との相互交流，茨城租
税債権管理機構のさらなる有効活用，自動車税初期整理の集中的実施，
納期内納付のＰＲ強化，自動車等の差押・公売，脱税行為の取締り強化
を通じた不正軽油対策などを行います。

● コンビニ納税など納税者が納税しやすい環境整備と，県への申請等に
係る納税証明書の添付義務範囲を拡大するなど，自主納税の促進に取り
組み，徴収率の向上を図ります。

（平成１８年度から実施：税務課）

【目 標】
県税徴収率を全国上位水準まで引き上げる
（平成16年度の本県徴収率９５．４％を全国上位水準９７.０％以上に引き上げ）

【これまでの取り組み】
滞納額の縮減
・平成１５年度： 約９.９億円（滞納額１５６.３億円 ⇒ １４６.４億円）
・平成１６年度： 約４.５億円（滞納額１４６.４億円 ⇒ １４１.９億円）

・平成１７年度： 約12．7億円 （滞納額１４１.９億円 ⇒ １２９．２億円）

課税自主権の活用

○ 行政課題に対応した本県に相応しい独自課税の可能性について，研究
を進めていきます。

● 森林や霞ヶ浦など，本県の自然環境を保全するための新たな税制の導
入に向けて，検討を進めます。

（平成１８年度から検討：総務部，生活環境部，農林水産部）

○ 県税については，税負担の公平性はもとより，税源移譲の実効性
を一層高めるためにも，県税徴収率の向上や課税の適正化に努める
とともに，法定外税や超過課税など課税自主権の活用を図ります。

○ 受益者負担の適正化の観点から，使用料・手数料等の見直しを行
います。

○ 有料広告等の積極的な導入により，広告収入等の確保に努めます。
○ 県有未利用地については，引き続き，売却処分等を推進します。
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● 平成２０年度末に課税期間が終了する核燃料等取扱税について，期間
の延長や内容の見直しについて検討を行います。

（平成１８年度から検討：税務課）
【これまでの取り組み】

○法人県民税の超過課税の実施期間の延長（H18.2.1から５年間）

○核燃料等取扱税の税率引上げ，課税客体の拡充及び課税期間の更新
（H16年度から５年間）

課税自主権の活用による税収額 （単位：億円）
年度 H13 H14 H15 H16 H17

法人県民税の超過課税 18.7 13.2 16.5 18.6 20.9
核 燃 料 等 取 扱 税 9.2 14.1 15.7 15.0 19.6

受益者負担の適正化

○ 現在，段階的に進めている高齢者入館料の減免措置の見直しについて
は，高齢化の進展等を踏まえ，計画どおり進めていきます。

（平成１５年度から実施：財政課，所管課）

● これまで徴収していなかった県立看護専門学校の入学料について，県
内の民間・国立の看護師養成所や他の県立教育施設との均衡を図るた
め，平成１９年度から徴収します。

（平成１９年度から実施：財政課，医療対策課）

【これまでの取り組み】
○有料の県立施設について，平成１５年度から高齢者に係る減免対象年齢
を段階的に引き上げ

○産業技術専門学院及び農業大学校の授業料等の徴収
・入学試験手数料 ２,２００円（H15.4.1～）
・入学料 ５,６５０円（H16.4.1～）
・授業料 年１１１,６００円（H16.4.1～）

年１１５,２００円（H17.4.1～）

広告収入等の確保

● 平成１４年度から行っている県広報紙（ひばり，フォトいばらき）に
おける有料広告に加え，庁舎や美術館などの公共施設にも広告スペース
を見出し，有料広告の積極的な導入に努め，広告収入等を確保します。

（平成１８年度から検討：財政課）

【これまでの取り組み】
県広報紙における有料広告掲載による収入実績
・平成１５年度：１２,５０５千円
・平成１６年度：１２,０７５千円
・平成１７年度：１２,９４５千円

● 県ホームページにバナー広告を導入し，新たな収入源を確保します。
（平成１９年度から実施：広報広聴課）

県有未利用地の処分推進

● 県有未利用地の有効活用や処分を一層効果的に行えるよう総括的な管
理を強化するとともに，購入者の利便性を高める現地説明会の休日開催
や新聞広告，チラシ配布などの売却物件ＰＲを引き続き充実し，未利用
地の全庁的な処分を進めていきます。

（平成１０年度から実施：管財課）
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【目 標】
県有未利用地の売却で１０億円程度→２０億円程度を確保

※平成１８年度売却実績（約８．７億円：平成１９年１月現在）を踏まえ目標数値を上乗せ

（平成１９年３月）

【これまでの取り組み】
県有未利用地の売却実績（単位：億円）

年度 H13 H14 H15 H16 H17
売却件数 13 15 30 37 24
売却金額 4.3 3.7 18.7 6.5 5.7

収入未済額の縮減

● 公平な負担と財源確保を図る観点から、収入未済額の縮減とその発生
防止に向けた取り組みを全庁的に推進します。

（平成１８年度から実施:行財政改革・地方分権推進室，
財政課，関係全所管課）

（４）予算編成・予算執行の改革

改革いばらき特別枠の設定

● 予算要求におけるシーリングの設定を引き続き厳しく行うとともに，
「改革いばらき特別枠」の増額により，限られた財源の重点配分を行い，
施策の重点化を目指します。

（平成１８年度から実施：財政課）

【これまでの取り組み】
平成１９年度の改革いばらき特別枠
・総 額 ４０億円（平成１８年度は２０億円）
・テーマ ①活力あるいばらきづくり

②住みよいいばらきづくり
③人が輝くいばらきづくり
④知事が特に認めるもの（重要政策の部局課題事業）

政策評価等の有効な活用

○ 政策評価や出資団体等の経営評価，公共事業の事前評価，発生主義会
計手法などを有効に活用して，事業の費用対効果の検証を行います。

● 政策評価等の結果をより一層予算編成に反映させていきます。
（平成１８年度から実施：財政課）

予算執行における節約の奨励

○ 職員のコスト意識を高めるため，創意工夫により予算執行額を節約し
た場合には，節約額のうちの一定額を翌年度に活用できるような，節約
奨励の仕組みを取り入れます。

（平成１７年度から実施：財政課）

○ 新たな県民ニーズに的確に対応し，重要な政策課題に取り組むため，
スクラップ・アンド・ビルドを徹底し，限られた財源の重点配分がで
きるよう，予算編成面，予算執行面での改革を進めます。
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（５）「産業大県」づくりのための取組み

県税の優遇措置等による企業誘致の促進

○ 県税の課税免除や工業用水道料金の軽減などの優遇措置を講じること
により企業誘致を促進し，税源の涵養を図ります。

（平成１５年度から実施：政策審議室，税務課，企業局）

産学官の力を結集させた最先端科学技術拠点の形成

○ 「つくば・東海・日立地域」を中心に，研究機関の横の連携や国内外
の研究者の交流を促進し，多様な新産業を創出する最先端科学技術拠点
を形成します。
特に大強度陽子加速器（Ｊ－ＰＡＲＣ）の中性子やつくばの放射光の

産業利用を積極的に推進することにより，新世代材料や医薬品の開発な
どに係る先端産業の創出，集積を図ります。

（平成１６年度から実施：企画部，商工労働部）

戦略分野産業の育成

● 我が国経済の将来を支える有望な分野であって，県内の中小企業にと
って経済的な波及効果が大きい産業分野，例えば，バイオ，ナノテク，
半導体産業，ロボット，自動車関連の機械産業などを戦略分野に位置付
け，各種の施策を集中的に実施することにより，関連する企業の育成・
集積を図り，日本をリードする産業として育成します。

（平成１６年度から実施：商工労働部）

競争力のある商工業の育成

○ 金融支援の充実・強化を図るとともに，中小企業の新分野進出や販路
拡大，企業間の連携を支援するなど中小企業を育成します。

（商工労働部）

サービス産業の創出・育成

● 健康福祉サービス，育児，家事代行等の生活支援サービス，財務，デ
ザイン等の企業向けのビジネス支援サービスなど，今後成長が見込まれ，
かつ雇用創出効果も高いサービス産業の創出・育成に努めます。

（平成１６年度から実施：商工労働部）

茨城農業改革の推進

○ 茨城農業改革を進め，農産物の品質向上や生産性の向上等を図るとと
もに，農産物のイメージアップやブランド化等により販売促進を図りま
す。

（平成１５年度から実施：農林水産部）

○ 県内経済を活性化し，税源の涵養を図るため，科学技術やものづ
くり技術など本県の強みを活かし，新産業や成長産業の創出・育成
を進めるとともに，県独自の政策的な税の優遇措置や新規立地企業
に対する工業用水道料金の軽減措置等を講じ企業誘致を促進します。
さらには，本県農産物のブランド化等を引き続き推進します。
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社会経済情勢が大きく変化し，県行政の役割について見直しが求め
られる中で，出資団体等についてもその存在意義や県が引き続き関与
する必要性について再検証を進めることが必要となっています。
このため，県議会の「県出資団体等調査特別委員会(平成 17 年 6 月

設置）」の提言や出資団体等に対する点検・評価結果等を踏まえ，再
編統合等の改革を進める団体を整理するとともに，その他の団体につ
いては自己責任による健全な経営を推進することにより，県民サービ
スの向上に寄与できるよう経営体質の改善を進めます。

＊ 出資団体等とは，県が出資をしている団体及び出資団体以外の団体であって，県が人
的・財政的援助を継続的に行っている団体。

＊ 参考資料６６頁「出資団体等の概要」

（１）再編統合等の推進

団体・事業の統廃合 （ ）内は所管課

対 象 団 体 名 推 進 内 容

(財)茨城県水産振興事業団 ○ 平成１８年度を目途に(財)茨城県水産振興事
（漁政課） 業団を廃止し，その業務を(財)茨城県栽培漁業

(財)茨城県栽培漁業協会 協会に統合します。
（水産振興課） 〈取り組み状況〉平成１８年７月２５日統合完了

(株)ひたちなか都市開発 ○ ひたちなか地区の都市づくりと港湾の振
（ひたちなか整備課） 興を一体化し，より効果的かつ総合的なひた

茨城港湾(株) ちなか地区の振興・発展を推進するため，平
（港湾課） 成１９年度を目途に株主の理解と協力を得

て，両社の合併を進めます。
〈取り組み状況〉
臨時株主総会等において平成１９年４月合併が
承認

(株)メディアパークつくば ○ 当法人はメディアパークシティ整備構想
（つくば地域振興課） の事業主体として設立したが，同構想につい

て検討会を設置し，平成１８年度中に見直し
を進め，その結果を踏まえ，他の株主や関係
自治体とも協議のうえ法人の存廃について決
定します。

２ 出資団体改革

○ 設立目的の達成などにより，存在意義や存続の必要性が薄れている
団体については廃止します。

○ 類似団体との統合等により効率的な運営を図ることができる団体に
ついては，団体間の統合や業務部門の統合などを進めます。

○ 事業内容が民間と競合している団体については事業のあり方を抜本
的に見直すとともに，県の関与を縮小します。

２ 出資団体改革
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対 象 団 体 名 推 進 内 容

(財)茨城県勤労者余暇活用事業団 ○ 余暇活用センター「やみぞ」については，
（労働政策課） 当面，中期経営改善計画に基づく債務超過の

解消を優先課題としますが，経営改善が進ま
ない場合は財団及び施設運営のあり方につい
て抜本的な見直しを検討します。

(財)茨城県労働者信用基金協会 ○ 平成１８年度以降，公益法人制度改革の動向
（労働政策課） を受けて，全国団体である(社)日本労働者信用

基金協会と各県の労働者信用基金協会は，統合
を含む組織見直しを行うこととなるので，本県
でも組織のあり方について検討します。

組織・事業の抜本的見直し

対 象 団 体 名 推 進 内 容

茨城県住宅供給公社 ○ 改革工程表に沿って、今後１０年間は保有土
（住宅課） 地の処分に全力を尽くし，処分の目途がたった

時点で，自主解散の手続きを進めます。

茨城県土地開発公社 ○ 法人格は残すものの，平成２０年度を目途に
（都市計画課，つくば地域振興課） (財)茨城県開発公社と全面的な一体化を図りま

す。
〈取り組み状況〉
平成１８年４月に「高速道路課」を廃止し、
「公共用地課」へ統合。新線関連部を二課体制
から一課体制へ縮小。

○ 公共用地の先行取得は，緊急性が高く，短期
的，集中的に事業推進を図る必要があり，計画
的に買い戻される箇所に限定します。

○ 代替地の取得は，確実に処分できる箇所に限
定します。

(財)茨城県開発公社 ○ 法人格は残すものの，平成２０年度を目途
（事業推進課） に茨城県土地開発公社と全面的に一体化を図

ります。
〈取り組み状況〉
平成１８年４月に「産業用地課」と「建設課」
を統合し、「用地建設課」を新設。

【砂沼サンンビーチ】
○ 将来的には，他団体への移管や，移管で
きない場合の廃止も含め，施設運営のあり
方について，地元団体の意向も十分に踏ま
えながら検討していきます。

【ワープステーション江戸】
○ 今後の経営状況を踏まえ，ロケ事業の映
像関連会社への委託や，施設の貸付・譲渡
も含めた施設運営のあり方について，地元
団体の意向も十分に踏まえながら検討して
いきます。

(財)グリーンふるさと振興機構 ○ 当面，５年間は存続させることとします
（地域計画課） が，平成１８年度以降の業務については，政

策目標を設定した上で，①地場産業の振興，
②グリーンツーリズムの推進，③交流居住の
推進に重点化した事業に取り組み，改めて，
５年後に存廃を含めた再点検を行います。
〈取り組み状況〉
平成１８年１０月から旅行業参入

２ 出資団体改革
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対 象 団 体 名 推 進 内 容

(社福)茨城県社会福祉事業団 ○ 国の制度改正等事業団を取り巻く環境変
（障害福祉課） 化や指定管理者制度への移行を踏まえ，組織

・事業のあり方や給与制度等について抜本的
な見直しを図ります。
また，県の財政的支援についても，政策

的な経費を除き，今後５年間で計画的に縮減
を図ります。

○ 知的障害児(者)総合援護施設である｢あす
なろの郷｣の役割や規模について，平成１８
年度に策定する「県障害福祉計画」の検討と
併せ，研究会などを設置し具体的な見直しを
行います。

(財)茨城県看護教育財団 ○ 平成１８年度中に検討委員会等を設置し，
（医療対策課） 民間への委譲を含めた今後の学校運営のあり

方を検討します。

(財)いばらき腎バンク ○ 組織として常勤役員が不在であること，
（薬務課） また，県の職員が団体職員を兼務しているこ

とから，平成１９年度を目途に事務局を他団
体に移管します。

(財)茨城県農林振興公社 ○ ３団体の組織の統合又は管理部門の一元
（農政企画課） 化について，その効果・問題点，さらには今

(社)茨城県穀物改良協会 後の県の関与のあり方について検討していき
（農産課） ます。

(社)園芸いばらき振興協会
（園芸流通課）

(社)茨城県ふるさとづくり推進セン ○ 平成１７年度に設置した「組織体制検討
ター 委員会」の意見を踏まえ，市町村主体の運営

（農村環境課） となるよう体制を再構築するとともに，平成
１９年度以降，県の人的・財政的援助を縮小
します。

茨城県道路公社 ○ 全体的な公社経営改革を検討する組織を設置し、中
(道路建設課) 長期的な公社経営のあり方，組織体制の見直し，今後

の事業展開等についての改革方針の策定・検討を行な
っていきます。

(財)茨城県教育財団 ○ 青少年教育施設については，指定管理者として，民
(教育庁総務課) 間事業者との比較で優位性を確保するために，人件費

の削減を含めた効率的な運営を進めていきます。
○ 埋蔵文化財発掘事業については，民間事業者の活用
方法の検討や，臨時的任用職員の採用など，引き続き
効率化に努めていきます。
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民間と競合している団体の見直し

対 象 団 体 名 推 進 内 容

(社)茨城県公害防止協会 ○ 事業内容が，民間事業者と競合している
（環境政策課） ため，環境保全に関する普及啓発活動等の公

益事業の充実を図ることにより団体の公益性
を高めます。

○ 県の人的・財政的援助は縮小します。

(財)茨城県建設技術公社 ○ 民間事業者への委託にそぐわない積算業
（検査指導課） 務などの発注者補完業務を除いて，民間事業

者の活動を阻害しないよう努めるとともに，
収益事業と公益事業のあり方を抜本的に見直
します。

【これまでの取り組み】
・団 体 の 廃 止 数 （ 統 合 を 含 む ）：１１団体（H10 ～ 17 年度）
・県関与（人的・財政的関与）の廃止： ８団体（H10 ～ 17 年度）

（２）経営の健全化

ア 経営の自立化の促進

経営責任の明確化と目標管理制度の導入

● 出資団体等の適切な業務執行や内部統制を確保するため，経営の意思
決定と業務執行機能を分離するなど役割と責任の明確化が図れるよう指
導します。

（平成１８年度から実施：出資団体指導室）

● 代表者が非常勤の団体については，事業内容等を踏まえながら，可能
な限り代表者の常勤化を図り，意思決定の自律化や迅速化を図ります。

（平成１８年度から実施：出資団体指導室）
【これまでの取り組み】
・（財）グリーンふるさと振興機構理事長（平成 18 年 4 月 1 日）常勤化
・（株）つくば研究支援センター代表取締役（平成 18 年 6 月 26 日）常勤化

● 経営責任の明確化を図るため，団体自らが「経営目標」を設定し，成
果や費用対効果の視点から達成度を評価する「目標管理」制度を導入し，
より効率的な事業推進を図るとともに，その結果についてもインターネ
ット等を通じ公表します。

（平成１８年度から実施：出資団体指導室）

○ 団体運営におけるガバナンス（管理運営のあり方）の強化を図る
とともに，経営責任の明確化や経営内容に関する透明性・公正性の
向上を図ります。

○ 経営環境の変化に柔軟に対応できるよう団体の事務事業の必要性
や効率性を点検するとともに，自己責任による黒字基調の健全な経
営を促進します。

○ 役職員について民間人を含む幅広い人材の登用を進めるとともに，
プロパー職員の資質の向上を図ります。

○ 特に，累積損失を抱えるなど経営が深刻化している団体について
は，問題解決を先送りすることなく抜本的な対応を図ります。
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経営状況に応じた組織のスリム化等

○ 経営環境の変化に柔軟に対応できるよう，職員数については，業務量
の変動に応じた効率的かつ弾力的な配置に努め，新たな業務への対応に
ついても，既存事業の見直しや事務処理方法の改善，また，嘱託職員，
人材派遣等の活用などにより，新規増員を抑制します。
また，今後，経営状況や職員の業績が適正に反映されるよう給与体系

のあり方について，見直しを図ります。
（平成１５年度から実施：人事課，出資団体指導室）

役職員への民間人の登用等

○ 民間の経営ノウハウを積極的に活用して組織の活性化を図る観点か
ら，特に商法法人において，業務に精通した有能な民間人を登用するよ
う努めます。

（平成１５年度から実施：出資団体指導室）

○ プロパー職員の活性化，人材の育成を図るため，団体間の共同研修の
充実や人事交流の促進を図ります。

（平成１５年度から実施：出資団体指導室）
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指定管理者制度への適切な対応

● 平成１８年度から「公の施設」の管理について指定管理者制度が導入
されることから，引き続き施設管理を行うことになった団体や今後公募
が予定される施設の管理団体においては，管理コストの低減や組織のス
リム化，さらには企画力やサービスの質の向上を図るための体質改善に
努め，県民サービスの向上に努めるよう指導します。

（平成１８年度から実施：出資団体指導室）

イ 個別団体の経営健全化に向けた事業展開等

対 象 団 体 名 推 進 内 容

茨城県住宅供給公社 ○ 減損会計導入に伴い，平成１７年度決算は約４６０億円の
（再掲） 債務超過に陥る見込みです。

○ 民間金融機関からの借入金について，県が全額損失補償を
していることから，県として債務超過解消のための支援策を
取りまとめ，抜本的対策を進めます。
〈取り組み状況〉
１０年間で債務超過を解消するための支援策を実施
（平成１８年９月）
・補助金：4,611 百万円 ・貸付金：36,990 百万円

【保有土地の処分促進等】
○ 分譲中団地（平成 16 年度末：10 団地）については，
平成１７年度～２１年度までの５年間を集中的な処分推
進期間とし，この間に完売を目指します。
そのため，団地ごとに，立地特性や在庫数等を踏まえ，

民間事業者（主にハウスメーカー）との共同事業を主と
した販売戦略を確立し，分譲促進を図ります。

○ 事業凍結中の団地（平成 16 年度末：6 団地）につい
ては，住宅計画戸数を下方修正（半数程度）するととも
に，各団地の立地特性を踏まえ，業務系用地を取り入れ
大ロット又は街区ごとの処分を導入し，平成２６年度ま
での向う１０年間で処分を推進します。

○ その他の小規模保有地等については，地元市町村にお
ける公共・公益的活用の意向を確認し，平成２１年度ま
でに地元市町村への処分を推進します。
なお，活用の予定がない場合には，公募等により民間

への処分を推進します。

【ケア付き高齢者賃貸住宅事業】
○ 当面，平成１９年度末までに，入居率 85 ％を目指し
ます。

【特定優良賃貸住宅事業】
○ 当面，平成１９年度末までに，入居率 70 ％を目指し
ます。
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対 象 団 体 名 推 進 内 容

茨城県土地開発公社 ○ 減損会計導入に伴い，平成１７年度決算は約９８億円の債
（再掲） 務超過に陥る見込みです。

○ 金融機関からの借入金について，県が全額債務保証をして
いることから，国の土地開発公社経営健全化対策を前提とし
た県の支援対策を進めます。
〈取り組み状況〉
１０年間で債務超過を解消するための支援策及び公社保有土
地に係る長期貸付を実施（平成１８年９月）
・補助金：972 百万円 ・貸付金：26,882 百万円
（うち国の健全化対策を前提とした公社保有土地に関する
長期貸付金 22,593 百万円）

【長期保有代替地等の処分促進】
○ 市街化区域内の住宅用地等として利用可能な土地につ
いては，今後５年間を目途に入札等により処分を進めま
す。

○ 市街化調整区域内の代替地については，代替地の情報
を地元市町等へ広く提供しながら，公共事業用地又はそ
の代替地として処分を進めます。

○ ひたちなか地区や土浦市瀧田地区の造成地について
は，地区の土地利用計画に沿いながら，今後１０年間を
目途に売却処分を進めます。
なお，売却までの間，地区の活性化や土地の有効利用

を図る観点から，需要に応じて賃貸も行います。

(財)茨城県開発公社 【工業団地保有地の処分促進】
（再掲） ○ 第六次基本計画（平成 18 年度～ 22 年度）において，

新たな分譲目標を設定します。
また，期間中は優遇税制等の企業誘致優遇策や企業ニ

ーズに対応した多様な分譲手法を活用し，県と一体とな
った積極的な誘致活動を展開します。

○ 「茨城県工業団地健全化基本方針」に基づく事業の進
行管理を実施します（造成工事先送り措置の継続など）。

○ 金利負担の軽減を図るため，低金利の資金調達を進め
ます。

【いこいの村涸沼】
○ 平成１８年度から宿泊施設の経営にノウハウを有する
職員が国民宿舎「鵜の岬」といこいの村涸沼を一元的に
管理するなど経営体制を強化するとともに，より一層Ｐ
Ｒ活動を強化して集客に努め，経営改善を図ります。

鹿島都市開発(株) ○ 「中期経営計画（平成 17 年度～ 21 年度）」に基づき，
（事業推進課） 全社を挙げて経営の健全化を図ります。

【ホテル事業】
○ 中期経営計画で定めたコンセプト「大切にします，お
客様の声」に基づき，顧客満足の向上を目指して，利用
客へのきめ細かなサービスの実施や新たな宿泊パックの
開発などにより，売上拡大への取組みを強化します。

【施設管理部門】
○ 安定した受注を確保するため，各種資格の取得などに
より一層の技術力の向上を図るとともに，再委託費の圧
縮等によるコスト削減を進め，競争力の一層の強化を図
ります。
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対 象 団 体 名 推 進 内 容

(株)ひたちなかテク ○ 減損会計を適用することにより，減価償却費が減少して
ノセンター いくことから，平成１８年度決算では経常損益で黒字化を

（産業政策課） 達成します。

○ 当社売上の７割をテナント収入が占めることから，引き
続き入居率の維持・向上に努め，テナント収入増を図りま
す。

○ 今後は，「展示スペース」，「応接室」，「福利厚生施設」
等について，その利用状況を精査のうえ，ベンチャー企業
等の入居施設として転用を図りながら，テナント事業の収
益を拡大し，単年度黒字基調をさらに高めます。

(株)いばらきＩＴ人 ○ 「中期経営計画（平成 16 年度～ 18 年度）」に基づき，
材開発センター 入居率が７割程度に留まっているテナント事業について，

（産業技術課） 県企業立地推進本部と協力し，首都圏で空室情報をＰＲす
るなど，テナントの入居率向上を図ります。

○ 研修事業の付加価値を高め，新たに研修受講者向けの職
業紹介事業を実施することにより，利用者増加による売上
増を図ります。

○ 情報通信企業におけるＩＴ技術者に対するニーズが増大
していることから，そこへの就職を目指す若年未就職者を
対象として，受講後の情報通信産業への派遣を前提とした
研修事業を拡大することで収益増を図ります。

○ 筑波大学や茨城大学と連携して実施されている高度なＩ
Ｔ人材育成教育で得られたカリキュラム等のノウハウを，
情報通信企業向けの新人や中堅のＩＴ技術者のスキルアッ
プ研修事業に活用し，売上拡大を図ります。

鹿島共同再資源化セ ○ 今後，より一層の処理量の拡大及び高付加価値品の受注
ンター(株) による売上高の増加を図るとともに，焼却費用の低減や設

（廃棄物対策課） 備維持費の圧縮を行い，平成２２年度の単年度黒字化目標
の前倒しに努めます。

つくば国際貨物ター ○ 「第四次中期経営計画（平成 17 年度～ 19 年度）」に基
ミナル(株) づき，新規顧客の開拓や既存顧客からの受注拡大により営

（中小企業課） 業収入の増加を図るとともに，業務委託費などの経費抑制
に努めることにより安定的な黒字経営を継続し，累積損失
の解消に努めます。

(株)茨城県中央食肉 ○ 「経営改善５ヵ年計画（平成 15 年度～ 19 年度）に基づ
公社 き，と畜頭数の拡大，市場取扱量及び部分肉取扱量の拡大，

（畜産課） 出荷奨励金支払率の引下げや内臓販売単価の値上げによる
増収を図るとともに，経費の節減等を実施し，単年度黒字
の継続，計画的な累積欠損金の縮小に努めます。

【目 標】
単年度赤字団体数を約３０％（５団体程度）削減
（平成１６年度決算赤字団体数１８団体 ⇒ １３団体程度）

【これまでの取り組み】
単年度赤字団体数の削減
・平成１３年度決算：２９団体 ⇒ 平成１７年度決算：２１団体
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（３）県関与の見直し

ア 人的・財政的関与の見直し

人的関与の見直し

○ 自立的で責任ある経営体制の確立を図る観点から，知事・副知事の団
体代表兼職については，可能な限り廃止します。

（平成１４年度から実施：出資団体指導室）

【目 標】
知事・副知事の団体代表兼職団体数を約３０％（５団体程度）削減
（平成１７年度末代表兼職団体数１７団体 ⇒ １２団体程度）

【これまでの取り組み】
知事・副知事の団体代表兼職団体数
・平成１４年度：２４団体 ⇒ 平成１８年度：１５団体（H18.12 月）

○ 県退職者の常勤役員への就任については，団体の要請を踏まえつつ，
その知識や経験が業務遂行上特に必要とされる場合に限ります。

（平成１５年度から実施：人事課）

【これまでの取り組み】
県退職者派遣数
・平成１４年度末：７５人 ⇒ 平成１８年度：６８人（H18.7 月）

○ 県職員の派遣については，県と団体との役割分担及び団体の自立的経
営を促進する観点から縮減を進めます。

（平成１５年度から実施：人事課）

【目 標】
県職員派遣数を約１５％（６０人程度）削減
（平成１７年度県職員派遣数３７５人 ⇒ ３１５人程度）

【これまでの取り組み】
県職員派遣数
・平成１４年度：４２６人 ⇒ 平成１８年度：３２３人（H18.4 月）

○ 出資団体等が自己責任による自立的な経営を推進できるよう，県の
人的・財政的関与や支援の範囲を明確にするとともに，県の指導監督
については，今後必要とされる事項について重点的に行います。

２ 出資団体改革
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財政的関与の見直し

○ 補助金等については，事業の必要性，妥当性及び効果等の観点から抜
本的な見直しを行い，限られた財源の効果的な配分を進めるとともに，
県の財政負担の縮減を図ります。

（平成１５年度から実施：財政課）

【目 標】
補助金等を１０％以上削減
（平成１７年度補助金等の額：２８８億円）

【これまでの取り組み】
補助金等の削減（当初予算ベース）
・平成１４年度：約３５８億円 ⇒ 平成１８年度：約２９９億円

イ 指導監督のあり方

条例に基づく指導

○ 「県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条例」に
基づき，毎年実施している経営の点検・評価（経営評価システム）によ
る効率的な事業運営を指導するとともに，団体のあり方や県の関与等に
ついて不断の見直しを図ります。

（平成１５年度から実施：出資団体指導室）

新規設立の凍結

○ 新規の出資団体の設立については，当面，原則的に凍結することとし，
新規の行政ニーズへの対応が生じた場合には，需要調査等を厳しく吟味
するとともに，類似の業務を行う既存の団体の活用を図ることを基本と
します。

（平成１５年度から実施：出資団体指導室）

【これまでの取り組み】
・専管組織の設置

平成 14 年 10 月 1 日，総務部に出資団体指導室を設置
・条例の制定

「県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条例」
（平成 15 年 4 月 1 日施行）を制定

・経営評価システムの整備
平成 14 年 8 月 1 日，経営評価システムの運用を開始(平成 15 年度本格実施）
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危機的な財政状況や市町村合併の進展，さらには国の構造改革の進
展など県行政を取りまく状況変化に機敏に対応し，複雑・多様化する
行政ニーズに的確に対応していくためには，これまで以上に簡素で効
率的な行政運営を進めていくことが求められています。
このため，職員一人ひとりが県民全体の奉仕者であるという原点に

立ち戻って，「県民サービス憲章」に掲げる精神にのっとり，県民満
足度を高めるサービスの提供に努めるよう，さらなる改革を進めてい
きます。

（１）県民本位の行政サービス

ア 満足度の高いサービス提供

県民サービス向上運動の推進

○ 前例踏襲や先送り体質からの脱却を図るために，各職場での対話を通
した職員の気づきによる意識改革を進めるとともに，時間・費用に対す
るコスト意識の徹底を図りながら，県民の視点に立って行政サービス活
動全般について常に点検・評価し，県民本位の良質なサービスを提供す
るため「県民サービス向上運動」を進めます。

（平成１５年度から実施：行財政改革・地方分権推進室）

【全庁的に進める主な取り組み】
・ホスピタリティ（応対，接遇）の向上

窓口・電話での応対の改善，記名票の着用，見やすい職員配置図の掲
示，庁内案内表示の改善などを進めます。

・「あいさつ・声かけ運動」の実施
「あいさつ，声かけ」を通じた県民サービスの向上，職員間の連携強
化を進めます。

・「県民ご意見ボックス」によるサービス改善の徹底
県が提供するサービスについて，広く県民から評価，意見をいただき，
その情報を職員が共有しサービスを継続して改善します。

・行政情報ネットワークによる情報交換
各職場での優れた取り組み事例や意識改革に関する事例などの情報を
共有しながらサービス向上を進めます。

３ 県 庁 改 革

○ 県民に満足していただける質の高いサービスを提供するため，職員
の意識改革を図りながら，全庁的なサービス向上運動に取り組みます。

３ 県庁改革
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【各職場の創意・工夫で進める主な取り組み】
・「一職場一改善運動」の実施

各職場ごとに事務処理のスピードアップ，コスト削減，制度の見直し
など，一つ以上の具体的な仕事の進め方の改善や仕事の内容の見直し
に取り組みます。

・県民サービス指針の作成・公表
相談業務，許認可事務等を行っている窓口では，提供するサービスの
具体的な内容や事務処理の標準的な時間，県民からの意見等への対応
方法などを内容とする「県民サービス指針」を作成，公表します。

【これまでの取り組み】
・県民サービス憲章の制定（H15.7.1）
・一職場一改善運動，あいさつ・声かけ運動の実施（H16年度～）

昼休み時間の窓口開庁

● 昼休み時間でも相談業務や許認可事務などに対応できるよう，全庁的
な窓口開設を進めます。

（平成１８年度から実施：人事課，相談業務等を行う全課所）

【これまでの取り組み】
・文化・体育施設の開園日の増，開園時間の延長

自然博物館，近代美術館，図書館，笠松運動公園など（H12年度～）

・県パスポートセンター（三の丸庁舎内）での休日窓口開庁
日曜日も旅券の交付を実施（H16年度～）

・いばらき就職支援センター（中央センター）での休日等窓口開庁
平日は夜間まで，土曜日・日曜日も開庁

ユニバーサルデザインの推進(高齢社会等に対応した生活環境等の整備）

● 急速に進む高齢化，国際化などの社会変化にあわせ，高齢者など多様
な人に対応したサービスの向上等を進めるため「いばらきユニバーサル
デザイン推進指針」を策定し，県の施策全体を見直していきます。

（平成１８年度から実施：厚生総務課，全課所）

＊ユニバーサルデザイン

「年齢や性別，国籍，障害の有無等に関わらず誰もが快適に利用しやすいよう，まち，も

の，環境等を整備する」という考え方。

主な取り組み 概 要

サービスの向上 高齢者，障害者，外国籍県民等多様な人々へのきめ細
かな接遇方法を職員が学習し，実践することによるサ
ービスの向上を図ります。

情報発信力の強化 紙や電子媒体の文字の大きさ，色調等の見やすさへの
配慮を徹底し，対外的な情報発信力を強化します。

県関連施設の整備 桜の郷，つくばエクスプレス沿線などのまちづくりに
ユニバーサルデザインを積極的に導入し，誰もが暮ら
しやすいまちのモデルを示します。

３ 県庁改革
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イ 情報発信と県民の声の県政への反映

いばらきブランドの確立

● メロンなどの農産物や，先進性を象徴する「つくば」など本県が有す
る優れた地域資源について，個々のブランド力の向上や地域が一体とな
った取り組み，地域の特性を活かした新たな商品の開発などを支援し，
地域資源のブランド化を進めるとともに，ターゲットの明確化や各種メ
ディアと連携した戦略的な情報発信を行い，全国的な認知度や評価を高
め「いばらきブランド」の確立を図ります。

（平成１７年度から実施：企画部，商工労働部，農林水産部）

【これまでの取り組み】

・テレビを活用した情報発信(観光テレビＣＭ放映、観光情報番組放映)

・新聞・雑誌による情報発信(旅行雑誌への広告掲載等)
・ラジオやインターネットを活用した情報発信(観光webCM配信，ＢＡＹ－ＦＭラジオ
による観光PR等)，観光キャンペーンの実施など

情報公開の推進

○ 県民が県の情報をより入手しやすくなるよう，積極的な情報公開を進
めていきます。

● 県民ニーズの高い行政情報を，インターネットを活用して公開できる
よう検討します。

（平成１８年度から検討：広報広聴課，総務課）

○ 個人情報や試験問題等を取り扱う審議会を除き，審議会の公開や審議
内容，結果などのホームページへの掲載等を進めます。

（平成１５年度から実施：行財政改革・地方分権推進室，所管課）

【これまでの取り組み】
・情報公開条例の制定（H12改正）
・行政文書，資料の写しをとる際の利用料金の引き下げ(H15.4)
・知事交際費をホームページで公開(H15.4)
・インターネットによる開示請求制度の導入(H16.5)
・審議会公開，審議内容等の公表 (個人情報等を扱う審議会を除く33審議会)

○ 躍進する「新しい茨城の姿」や実力と魅力を兼ね備えた「いばらき
ブランド」を全国に発信し，本県のイメージアップや認知度の向上を
図ります。

○ 県民の県政への関心を高めるために，県民への到達度の高い・分か
りやすい県政情報の発信に努めます。

○ 職員一人ひとりが広報マンとしての自覚を持ち，全庁一丸となって
積極的かつ効果的な広報活動を展開します。

○ 直接県民の声を伺う機会を増やすとともに，より県民の意見が県政
に反映される仕組みを充実していきます。
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多様な広報媒体の活用と職員による情報発信の強化

○ 広報紙，新聞，テレビ，ラジオ，インターネットなど，各種広報媒体
を活用するほか，ＮＨＫ県域デジタルテレビ放送をはじめ，新聞折り込
みの情報誌やタウン誌など，各種メディアへのパブリシティ活動を一層
強化し，県民との情報共有を高めていきます。

○ 職員一人ひとりが広報マンとしての自覚を持ち，名刺や電子メール等
に，ロゴマークや県政情報などを表示して「いばらき情報」をＰＲする
ととももに，部局間連携を強化しながら県として一体的な広報活動を展
開し，県政情報の迅速かつ確実な伝達を進めます。

○ トップセールス，在京メディアへの売り込み，首都圏における情報発
信拠点である「いばらき情報ステーション」や市販情報誌の活用，全国
的イベントの開催，フィルムコミッションの推進など様々な手段を活用
した県外向けの情報発信に取り組みます。

（平成１７年度から実施：広報広聴課，所管課）

【目 標】
県ホームページへのアクセス数年間５００万件

メルマガいばらき登録読者数４,６００人

【これまでの取り組み】
県ホームページへのアクセス数
・平成１５年度：４４４万件

・平成１６年度：３８０万件

・平成１７年度：４０９万件

インターネットメールマガジン「メルマガいばらき」登録読者数
・平成１５年度：３,０３６人

・平成１６年度：３,５１０人

・平成１７年度：３,９４１人

県内でのロケーション実施状況等
・平成１５年度 作品数：122，撮影日数：394日，相談件数325件

・平成１６年度 作品数：188，撮影日数：579日，相談件数589件

・平成１７年度 作品数：272，撮影日数：632日，相談件数697件

県民と知事との対話の充実

○ 知事が一般公募による参加者から直接意見を伺う「知事と語ろう『明
日の茨城』」などについては，これまでの地方総合事務所単位での開催
から地域の中心となる市単位で実施するなど充実を図ります。

（平成１８年度から実施：広報広聴課）

【これまでの取り組み】
知事と語ろう『明日の茨城』開催状況
・平成１６年度：日立市（参加者101人），県庁（参加者73人）

・平成１７年度：神栖町（参加者121人），つくば市（参加者108人）

・平成１８年度：ひたちなか市（参加者106人），北茨城市（参加者95人），土

浦市（参加者66人），守谷市（参加者60人），筑西市（参加

者106人），古河市（参加者73人），鉾田市（参加者66人），

鹿嶋市（参加者64人）
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県政への県民意見の反映の充実

○ 県の主要な事業計画等について，インターネット等を通じて計画作成
時から情報を公表し，県民からの意見を県の意思決定に反映させるよう
継続して進めます。

（平成１４年度から実施：広報広聴課，所管課）

【これまでの取り組み】
県民意見の募集状況
・平成１５年度：百里飛行場ターミナルビル基本構想等９件
・平成１６年度：茨城県個人情報の保護に関する条例改正等６件
・平成１７年度：新しい県総合計画「中間とりまとめ」等６件
・平成１８年度：茨城県ＮＰＯ懇談会「中間とりまとめ」等５件

● 「知事と語ろう『明日の茨城』」の参加者の発言内容，「明日の茨城
を考える女性フォーラム」，「明日の地域づくり委員会」の委員による
政策提言に対する行政施策への反映状況について，県のホームページ等
を通じて広く県民に公開します。

（平成１８年度から実施：広報広聴課）

県政出前講座の一層の充実

○ 新規の施策や社会的に関心が高まっているテーマなど，既存のメニュ
ー以外でも積極的に対応するとともに，メニュー内容を随時更新します。

○ 各講座で使用する資料はホームページから事前に閲覧できるようにし
たり，テーマに関係する機関等のホームページへのリンクを設定します。

（平成１７年度から実施：政策審議室）

＊県政出前講座

県が重点的に取り組んでいる施策等を県職員が集会や職場などに伺って直接説明。

【目 標】
県政出前講座を年間２００件実施

【これまでの取り組み】
県政出前講座のテーマ数及び年度別実施件数
・平成１６年度：１８４テーマ，５７件

・平成１７年度：１８９テーマ，５８件

・平成１８年度：１９４テーマ，７２件（Ｈ１９．１末）

コスト情報の提供

○ 行政活動に係るコストについて，県民にわかりやすく周知するため，
県全体の行政活動に要する経費や会館など主要な公共施設ごとの運営経
費などを示した行政コスト計算書を作成，公表します。また，各公共施
設のコストについては，窓口においても公表します。

（平成１８年度から実施：財政課，所管課所）

【これまでの取り組み】
行政コスト計算書を公表した公共施設（自然博物館，カシマサッカースタジアム等）数
・平成１６年度：３５施設

・平成１７年度：４０施設

・平成１８年度：３９施設
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ウ 簡素で効率的な電子県庁の構築・推進

業務・システム最適化（ＥＡ）の推進

● 県民サービスの向上と簡素で効率的な行政運営を実現できるよう，全
庁的な行政情報システムの見直し方針を策定し，対象業務の具体的見直
し及びシステムの再構築（業務・システム最適化計画）を進めるととも
に情報システム調達の適正化を推進します。

（平成１８年度から実施：情報政策課）

＊ＥＡ（Ｅnterprise Architecture：業務・システム最適化手法）

社会環境や情報技術の変化に素早く対応できるよう，業務やシステムを改善する仕組み。

組織全体として業務プロセスや情報システムの構造，利用する技術などを整理・体系化する

もの。

＊行政情報システム

財務会計オンラインシステムや防災情報システムなどの情報ネットワークシステム

【目 標】
行政情報システム３１のうち１０システム程度について「業務・システム最
適化計画」を策定

県民向け行政情報システムの整備・充実

○ 電子申請・届出システムの対象となる手続数の充実をはじめ，公金の
納付や税務申告の電子化など県民向けの電子化サービスについては，県
ＩＴ戦略指針，ＩＴ戦略アクションプランに基づき推進します。

（平成１８年度から実施：情報政策課，所管課）
＊茨城県ＩＴ戦略指針，ＩＴ戦略プラン

本県におけるＩＴ政策の基本目標，基本方針，具体的方策などをまとめたもの。

■電子申請・届出システム

インターネットにより，自宅や会社などから，２４時間３６５日申請・届出など

の手続を行うことができるワンストップサービスを実現するシステム

【目 標】
県行政手続２,４１０のうち１,０４４手続

→２,４２７のうち１,０６１手続をオンライン化
[申請・届出等手続オンライン化実施計画]
※実施計画の改定（１８年５月）に合わせ目標値を上乗せ（平成１９年３月）

【これまでの取り組み】
・県手続運用開始(H16.5)，市町村手続運用開始（H16.7)
・県の２４６手続，市町村の４１手続をオンライン化（H18.3末）

○ 電子県庁を全庁的に推進するためのリーダーシップを発揮できる体制
を整備し，業務の抜本的な見直しと合わせた行政情報システムの再構築
に取り組みます。

○ 電子県庁の推進に伴い，システム管理・監査基準の策定など，情報セ
キュリティ対策に万全を期します。

○ 日常生活に身近な市町村の電子自治体化を促進するとともに，市町村
や民間サービス事業者等と連携した手続きのワンストップ化の実現に取
り組みます。
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■公共施設予約システム

インターネットにより，県及び市町村のスポーツ施設などの空き情報を検索し，

予約・利用申込みができるシステム

【目 標】
対象施設数を６５０に拡大

全予約数のうちシステム利用による予約割合３０％以上

【これまでの取り組み】
・「いばらきスポーツ施設予約システム」運用開始(H15.10)
・１６１公園５７２施設で５６,４４８件の予約（H16年度）

（窓口・電話等を含む総予約数２８７,６３４件の約２０％）

・１６９公園５９３施設で６８,０４０件の予約（H17年度）
（窓口・電話等を含む総予約数２８７,２８５件の約２４％）

■建設ＣＡＬＳ/ＥＣ（公共事業支援統合情報システム）

公共事業の設計，入札等各プロセスで発生する情報を電子化し，関係者間での情

報の交換・共有などを目的とするシステム

＊ＣＡＬＳ/ＥＣ（キャルス・イーシー）

（【Continuous Acquisition and Life-cycle Support/Electoronic Commerce】の略）

【目 標】
請負工事
２５０万円を超える請負工事を電子入札で実施

測量，設計等業務委託
１００万円を超える業務委託を電子入札で実施（随意契約を除く）

【これまでの取り組み】
・２億円以上の請負工事で運用開始（H16.1)
・５千万円以上の請負工事，５００万円以上の業務委託に拡大（H16年度)

・３千万円以上の請負工事，１００万円を超える業務委託に拡大（H17年度）

・１千万円以上の請負工事に拡大（H18年度）

■電子調達システムの整備

物品等競争入札参加資格申請，入札等の実施，入札情報公表等の一連のプロセス

を電子的に処理し，競争性の確保，業務の効率化などを図るシステム

【目 標】
平成２１年度本格稼働

■電子納付（マルチペイメント）システムの運用

インターネットにより，いつでも手数料等の公金納付を可能とするシステム

【目 標】
県の窓口納付件数のうち電子納付が可能となる割合９０％

【これまでの取り組み】
行政財産使用料、児童措置費負担金などで運用開始（平成１８年３月末）
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■県税の電子申告，電子納税システムの整備

インターネットにより，法人事業税などの申告や自動車税などの納税を可能とす

るシステム

【目 標】
電子申告
自動車税，自動車取得税の２税目を追加（平成１８年度内運用開始）

※上記２税目については、平成１９年１月～一部運用開始済

電子納税
１２税目で利用可能

平成１８年度から順次運用開始

県民税，事業税，不動産取得税，県たばこ税，ゴルフ場利用税，

自動車税，鉱区税，固定資産税，核燃料等取扱税，自動車取得税，

軽油引取税，狩猟税

※自動車税，自動車取得税については、平成１９年１月～一部運用開始済

【これまでの取り組み】
電子申告システム
・法人県民税，法人事業税で運用開始(H18.1)

全庁的なＩＴガバナンス体制の構築

● 業務・システムの最適化を全庁的に推進するため，全庁的なＩＴ推進
と個別システム開発・運用管理に関する横断的な指導・調整を行う体制
（ＣＩＯ，ＣＩＯ補佐官）を整備します。

（平成１８年度から実施：人事課，情報政策課）

＊ＣＩＯ（【Chief Information Officer】の略：情報化統括責任者）

情報システム導入面からの業務改善，行政サービス向上の成果に最終的責任を持つ最適化

事業管理オフィスの最終責任者。

＊ＣＩＯ補佐官

ＣＩＯを補佐し，業務・システム最適化の具体的内容を責任を持って立案し，その実行に

ついてＣＩＯを専門的見地から補佐する役割を担う。

情報セキュリティポリシー運用・監督体制の充実

● 現行の情報セキュリティポリシー及び関連規程の見直しを行います。

＊情報セキュリティーポリシー

県の所掌する情報を，どのような脅威から,どのようにして守るのか，県の基本的な考え

方や組織体制，各種対策を明文化したもの。

【これまでの取り組み】
・情報セキュリティ基本方針を定める規程の策定（H15.3)
・情報セキュリティ10ヶ条（ＩＴ時代の職員心得）決定（H15.6)

● 業務・システムの最適化と一体となった情報セキュリティポリシーの
運用，情報セキュリティ監査体制の充実，職員研修の体系的な実施など，
情報セキュリティ対策の充実・強化を進めます。

（平成１８年度から実施：情報政策課）
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市町村や民間との連携推進

● 県と市町村が共同でサービス提供を行う情報システムの開発を推進す
ることにより，県民に身近な市町村の電子自治体化を促進し，県民の利
便性の向上を図ります。

（平成１８年度から実施：情報政策課）

【目 標】
県・市町村共同で３システム程度を開発・整備

【これまでの取り組み】
・県，市町村と共同でシステム開発等を進めるため「いばらき電子自治体連
絡会議」を設置(H14.5)

・いばらきブロードバンドネットワーク，スポーツ施設予約システムなど７
システムを整備
①いばらきブロードバンドネットワーク(H15.4運用開始)

②公共施設(スポーツ施設)予約システム(H15.10運用開始)

③図書館情報ネットワーク(H16.4運用開始)

④生涯学習情報提供システム(H16.4運用開始)

⑤電子申請・届出システム(H16.5運用開始)

⑥原子力防災情報ネットワーク(H16.6運用開始)

⑦教育情報ネットワーク(H17.4運用開始)

● 県民の利便性の向上を図る観点から，政府の検討状況等を踏まえ，行
政機関（県・市町村等）と民間企業等が提供するサービスの申請手続き
を一元化した官民連携ポータルサイトの構築を実現します。

＊官民連携ポータルサイト

インターネットを活用し行政機関と民間企業等が提供するサービスを連携させ，引越し

や結婚，出産などのライフイベントに応じた各種申請・申込手続を一元的に行うことを可

能とするもの。

（平成１８年度から検討：情報政策課）

住民基本台帳カードの普及促進

● 電子県庁の基盤となる住民基本台帳カードの普及を一層図ります。
（平成１５年度から実施：市町村課）

エ 規制の廃止・緩和，行政手続の簡素化の推進

県条例等に基づく規制の廃止・緩和，行政手続の簡素化

○ 県条例等に基づく規制や手続を総点検し，各種規制の廃止・緩和，申
請書類の記入項目や添付書類の削減，押印の見直しなどを進めます。

（平成１４年度から実施：行財政改革・地方分権推進室，所管課）

○ 各種申請などでの県民の利便性の向上や手続の簡素化，事業活動の
活性化を図るため，各種の規制，手続などを毎年度点検し，規制緩和，
行政手続の簡素化を進めます。

○ より迅速な行政サービスを提供するため，法令等に基づく許認可等
に必要な事務処理期間を点検し，期間短縮を進めます。
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【目 標】
１６条例等３４事務について規制を廃止・緩和(H17年度末以降)
※総点検結果を踏まえ、目標値(１６条例等３５事務)に修正(平成１９年３月)

＊参考資料７１頁「廃止・緩和する規制」

１０規則等１６事務について行政手続を簡素化(H17年度末以降)

※総点検結果を踏まえ、目標値(９規則等１２事務)に修正(平成１９年３月)

＊参考資料７８頁「簡素化する行政手続」

【これまでの取り組み】
・規制の廃止・緩和：５０条例等１１７事務で実施（H19.1末）
・行政手続の簡素化：５１規則等 ７３事務で実施（H19.1末）

○ 住民基本台帳ネットワークシステムにより，住民票の添付が不要となる
事務について，利用件数の増加を図ります。

（平成１４年度から実施：市町村課，所管課）

【目 標】
住民基本台帳ネットワークシステムが利用可能な事務における利用件数：
８０,０００件→ １２０，０００件
［茨城県ＩＴ戦略指針，茨城県ＩＴ戦略プラン］
※当初目標を達成（平成１７年度に112,518件）したため目標上乗せ（平成１９年３月）

【これまでの取り組み】
住民基本台帳ネットワークシステム利用件数
・平成１６年度：４３,３８０件 ・平成１７年度：１１２,５１８件

■法に基づく事務（⑯３１,１８７件、⑰３７，２３１件）

①恩給に関する事務

②旅券事務（新規発給など）

③職業能力訓練指導員の免許，職業訓練指導員試験の実施

④建設業の許可事務

⑤宅地建物取引業の免許，宅地建物取引主任者資格登録事務

⑥家畜商登録関係事務

⑦電気工事士免状交付事務

⑧大規模小売店舗立地法届出事務

⑨危険物取扱者，消防設備士免状交付，試験の実施

■県条例に基づく事務（⑯１２,１９３件、⑰７５，２８７件）

①県税の賦課徴収

②農地転用等に関する事務

③農業改良資金貸付事務

④漁業の免許，許可事務

⑤漁船登録，許可事務

⑥県退職年金等に関する事務

事務処理期間の短縮

● 法令，条例等に基づく許認可等の手続を総点検し，標準事務処理期間
の短縮を進めます。

（平成１７年度から実施：総務課，行財政改革・地方分権推進室，所管課）
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（２）職員の意識改革，組織の活性化

新たな人事評価制度の導入

● 業務の遂行過程で発揮された能力や，業務の成果として顕れた業績を
評価する新たな人事評価制度を導入します。

● 被評定者の範囲を管理職まで拡大するとともに，評価項目に事務事業
の見直しや権限移譲などの行財政改革への取り組みを評価する視点を取
り入れます。

● 評価に当たっては，本人の自己評価に加え，評価者との面談を実施し，
評価の効果を高めるとともに，職員からの苦情相談を受ける窓口を設置
します。

これまでの取り組み】
・平成１８年１２月から管理職を対象に一部試行開始。

● 勤務実績が良好でない職員に対しては，研修や人事上の取扱いを明確
にした一連の対応プログラムを策定し，適切な人事管理を徹底します。

（平成１８年度から実施：人事課）

職員のやる気を高める仕組みの充実

○ 各部局・課所において毎年度重点的に取り組む目標を明確にし，職員
が一丸となって目標達成に向けて業務を遂行し，成果をあげられるよう
「目標チャレンジ制度」に取り組みます。

（平成１５年度から実施：行財政改革・地方分権推進室）

【これまでの取り組み】
・平成１５年度：フィルムコミッション活動の推進等（部局重点目標５４）
・平成１６年度：用地取得率のアップの取組等（部局重点目標４５）
・平成１７年度：県営取手競輪場事業の収益の確保等（部局重点目標４４）

○ 職員が業務に意欲的に取り組むよう職員提案制度を継続して実施し，
優れた施策提案については予算化や提案者を担当課所へ優先配置しま
す。

（平成１５年度から実施：行財政改革・地方分権推進室，人事課，財政課）

【これまでの取り組み】
・平成１５年度：提案件数150件（施策：76件，業務改善：74件）

「おもしろ理科先生派遣隊創設事業」などを施策化
・平成１６年度：提案件数247件（施策：130件，業務改善：117件）

「スクールサポーター制度創設事業」などを施策化
・平成１７年度：提案件数357件（施策：262件，業務改善：95件）

「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）普及事業などを施策化

○ 職員の「やる気」を引き出し，能力を十分に発揮させるため，勤務
実績等を的確に把握する新たな人事評価制度を確立するとともに，目
標管理，提案型の派遣研修制度の創設などにより職員の改革意欲を高
め，組織の活性化を図ります。
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○ 職員が自ら従事したい業務を具体的に提案する方式の実施や対象とな
る職員の拡大などにより，引き続き庁内公募の拡充を図ります。

（平成８年度から実施：人事課）

【目 標】
庁内公募対象業務数を２４業務に拡大

【これまでの取り組み】
・庁内公募対象業務数

平成8年度：５業務 ⇒ 平成18年度：２０業務

・対象者の範囲拡大（平成17年度導入）：課長補佐級以下
平成17年度:１名 平成18年度:０名

・職員提案型の導入（平成17年度） ：平成17年度:３名 平成18年度:０名

勤務時間管理の厳格化

○ 県が行うべき仕事の厳選，重点化を図ったうえで，職員が勤務時間内
に業務を効率的に進め定時に退庁するよう管理を徹底します。

（平成１２年度から実施：人事課，全課所）

希望降任制度の導入

● 職員の家庭事情や自身の健康上の問題等により，現在の階級等におい
て職務に精励することが困難である等の事情を有し，職員自らが任用さ
れている階級等を下げることを願い出る制度を導入します。

（平成１５年度から実施：教育庁，平成１７年度から実施：警察本部，

平成１９年度から導入予定：人事課）

職員研修の充実

○ 職員には，これまで以上に専門性や政策形成能力が求められることか
ら，職員研修による能力開発を充実するとともに，顧客主義やコスト意
識など経営感覚を高める研修等を実施し，一層の意識改革を進めます。

（平成１５年度から実施：人事課，行財政改革・地方分権推進室）

【これまでの取り組み】
○職員研修（階層別・特別）
・階 層 別：行政課題研究，政策法務，目標による管理等

・特 別：政策研究講座，民法講座等

○「行政品質向上」研修
・趣 旨：職員の意識改革，組織風土の改革

・対象者等

H15年度：一般行政部門の全職員約5,600名

H16年度：課所長，次長，課長補佐等約850名

H17年度：課所長，次長等約560名

H18年度：課所長，次長等約480名
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● 職員及び所属等が，自ら企画・提案できる派遣研修制度の創設などに
より，職員のコスト意識や専門性の向上，組織の活性化につながるよう
な派遣研修のあり方を見直し，民間企業，大学院等へのより効果的な派
遣研修を実施します。

（平成１８年度から実施：人事課）

【目 標】
民間企業等への派遣者数４５人

【これまでの取り組み】
民間企業，他の行政機関等への派遣研修
・H17年度派遣者数 民間企業：３名，大学院：５名，自治大学校：５名

４８名 国：１９名，他県：５名，市町村：１１名

・H18年度派遣者数 民間企業：４名，大学院：４名，自治大学校：３名

４５名 国：１６名，他県：４名，市町村：１４名

スペシャリストの育成

○ 専門的知識・経験等を備えた人材を配置する必要のある行政分野の検
討を行い，スペシャリストの育成のためのジョブローテーションを実施
します。

● 主要プロジェクトやイベントなどに携わる職員については，通常の人
事異動のサイクルにとらわれることなく，計画から実施段階まで同じ業
務に配置することにも努めていきます。

（平成１７年度から実施：人事課）

○ 学校現場において，児童生徒のために学習指導や生徒指導等の教育分
野のうち特定の分野において創意にあふれ特色ある指導を実践し，顕著
な教育効果をあげている者で，人格・見識ともに優れた教員の模範とな
る個人に対して「ティーチャー オブ ティーチャーズ」の称号を与えて
表彰するとともに，当該優秀教員の適切な活用を図ることにより，教員
全体の意欲や資質の向上に努めます。

（平成１７年度から実施：教育庁）

女性職員の登用の促進

○ 男女共同参画社会形成の観点から，女性職員の幅広い分野への配置や
研修機会の拡大を進めます。

○ 女性職員の意欲と能力を引き出すため，能力主義，適材適所の基本方
針に基づき，管理職への登用を図ります。

○ 育児休業の利用促進や代替職員の確保，男性職員の育児参加休暇の取
得促進など女性職員が安心して働き続けられるような環境の整備に努め
ます。

（人事課）
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自治体ガバナンスの強化 【一部再掲】

● 入札・契約制度については，公共工事の品質の確保及び総合的なコス
トの縮減を図るため総合評価方式の拡大に努めるとともに，競争性・透
明性の更なる向上を図るため条件付き一般競争入札の拡大や談合等を防
止するための入札手続きの改善に努めます。

（平成１８年度から実施：監理課）

＊自治体ガバナンス

地方自治体自らの統治

【これまでの取り組み】
・土木部入札委員会の設置（平成７年度）、予定価格の事前公表（平成14年度）、
電子入札の導入（平成15年度）、入札・契約制度の改善（平成1８年度）など

・外部有識者で構成する茨城県入札監視委員会の設置（平成15年度）

● 県の事務の管理，運営，執行等に係る非違行為について職員等からの
通報を受け付ける窓口を設置し，職員の法令遵守意識を高め，適法かつ
公正な職務遂行を確保します。

（平成１８年度から実施：総務課）

● 職務の公正性をより一層確保する観点から、民間企業への再就職に関
する新たなルールづくりの検討を進めます。

（平成１８年度から検討：人事課）
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（３）多様な人材確保

任期付職員・研究員採用制度の活用

○ 地方行政の高度化・専門化に対応するため，公務内では得ることが難
しい専門的な知識経験や優れた識見を有する人材を任期付職員として確
保します。

（平成１５年度から実施：教育庁総務課，平成１６年度から実施：人事課）

○ 県の政策課題との関連性を注視しつつ，成果重視の観点から任期付研
究員採用制度を活用するなどして，試験研究機関における研究活動の活
性化を図ります。

（平成１５年度から実施：人事課）

【目 標】
任期付職員・研究員の採用数１０名程度

これまでの取り組み】
任期付職員の採用状況

（単位：人）

特定任期付職員 一般任期付職員 計

平成１５年度 ー １ １

平成１６年度 ２ ２ ４

平成１７年度 ４ １ ５

平成１８年度 ２ ー ２

（既退職者１名）

計 ８ ４ １２

・特定任期付：高度の専門知識又は優れた見識を有する者

・一般任期付：職員の養成に期間を要するため等内部で確保し難い者

※採用分野：ＩＴ関係，宅地販売，中性子利用推進，危機管理分野

任期付研究員の採用状況
（単位：人）

採用実績 研 究 機 関

平成１５年度 ３ 生物工学研究所，衛生研究所，林業技術センター

平成１６年度 ２ 工業技術センター，園芸研究所

平成１７年度 ５ 霞ヶ浦環境科学センター，工業技術センター，

農業研究所

平成１８年度 １ 衛生研究所（既退職者）

計 １１

○ 専門的な知識経験を有する人材を必要とする課所や試験研究機関に任
期付職員（研究員）を確保し，県の組織や研究活動の活性化を図ります。

○ いわゆる「団塊の世代」職員の大量退職時代を迎えることから，行政
に関する豊富な知識や経験を有する定年退職者等を，その能力に応じて
有効に活用します。



- 46 - ３ 県庁改革

高齢職員の活用

○ 定年退職者等のうち，引き続き公務内で働く意欲と能力のある職員に
ついては，再任用制度によりその能力を活用します。特に専門的知識・
経験等を有する高齢職員については，それらを活用できるような配置に
努めます。

● また，特に優れたリーダーシップや経営感覚を有する職員については，
県の出資団体等からの要請に基づき，その能力を有効に活用します。

（再任用制度については平成１４年度から実施：人事課）

【これまでの取り組み】
（単位：人）

再任用者数 再就職者数
平成１５年度 ４３ ３９
平成１６年度 ６０ ３２
平成１７年度 ４５ ２３
平成１８年度 ３１ ４０

計 １７９ １３４
※当該年度に新たに採用（再就職）した人数
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（４）課題に柔軟かつ的確に対応する体制整備

県の重要な政策等に対する推進体制の整備

● 県立病院の抜本的な経営改善に取り組むため，病院事業への「地方
公営企業法の全部適用」を導入します。

・「病院事業管理者」及び「病院局」を設置（平成１８年４月）

● 企業立地を更に強力に推進するため，工業団地等への企業誘致にポー
トセールスを加えた一元的な誘致体制に再構築し，知事をトップとする
企業誘致体制を強化します。

・知事直轄に「産業立地推進東京本部長（部長級，東京駐在）」及び産業立地担

当の政策監（課長級）等を設置（平成１８年４月）

● 県北地域の振興施策に全庁的かつ重点的に対応するため，県北地域振
興体制を強化します。

・企画部地域計画課に「県北振興室」を設置（平成１８年４月）

・企画部次長を中心にグリーンふるさと振興機構や関係市町村等と機動的に連携

を図りながら，県北振興施策を実施する体制を構築（平成１８年４月）

● つくばエクスプレスの開業を踏まえ，筑波研究学園都市とつくばエク
スプレス沿線地域の振興を一体的に推進するとともに，現地におけるま
ちづくり体制を強化し，販売部門と建設部門を一元化します。

・企画部新線・つくば調整課と新線沿線整備課を「つくば地域振興課」に再編統

合（平成１８年４月）

・県南都市建設事務所を「つくばまちづくりセンター」に改組

（平成１８年４月）

● 個人県民税の徴収や大口滞納整理など県税徴収率の向上を図るため，
特別徴収体制を強化します。

・総務部税務課に「徴収強化対策室」を設置（平成１８年４月）

○ 県の重要な政策や新たな行政ニーズに柔軟かつ的確に対応できる組織
体制を整備していくとともに，簡素で効率的な行政運営体制を確立する
ため，スクラップ・アンド・ビルドを基本に組織機構を再構築していき
ます。

○ 住民生活に身近な事務は基礎自治体である市町村が担い，市町村では
対応できない広域性・先導性・専門性を有する事務は県が担っていきま
す。
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● 陸・海・空の広域交通ネットワークを活用した交通施策や，既存のバ
スや鉄道等生活交通の確保対策に総合的に対応するため，交通施策推進
体制を強化します。

・企画部企画課に「交通対策室」を設置（平成１８年４月）

● 間伐の促進等により森林の整備・保全を進めるとともに，木材の利用
拡大等を一層促進するため，森づくり推進体制を強化します。

・農林水産部林政課に「森づくり推進室」を設置（平成１９年４月）

本庁と出先機関との役割分担

● 許認可・届出等対人サービスの提供や公共事業の執行等現地性の高い
事務については，出先機関への権限移譲を進め，事務処理が完結するよ
うにします。一方で，出先機関が行っている事務のうち，ＩＴの活用な
どにより本庁で処理した方が効率的な事務については，本庁に集約しま
す。

ＩＴ化や市町村合併の進展を踏まえた出先機関の見直し

● 県と市町村との役割分担や本庁と出先機関の役割分担を考える中で，
これまで地域の中核的な出先機関として位置づけてきた地方総合事務所
の役割について見直します。

● 県税事務所，保健所及び土木事務所について，効率的な業務執行や専
門性の確保・向上の観点から，設置数（統合）について検討します。

● 農業改革という政策目標の達成に向け，効率的・一体的に取り組む推
進体制を構築するため，地方総合事務所の農政部門，農業改良普及セン
ター及び土地改良事務所の再編を進めます。

（平成１９年度までに方向性を整理：人事課，税務課，厚生総務課，

農政企画課，農村計画課，監理課）

【これまでの取り組み】

平成７年度 平成１８年度 削 減 数

本庁組織 ８部２局７９課 ７部１局７０課 １部１局９課

出先機関 1 4 0 所 4 1 支 所 1 0 5所 4 0支所 35所１支所

行政客体や事業動向に対応した組織の見直し

● 保健医療行政と福祉行政を効果的かつ効率的に推進するとともに，医
療対策の充実を図るため，厚生総務課，厚生指導課及び医療整備課の３
課を厚生総務課，福祉指導課及び医療対策課に再編します。

（平成１８年４月）

● 小山ダムの竣工に伴い，久慈水系ダム建設事務所の業務が整備から管
理に移ることから，久慈水系ダム建設事務所を高萩土木事務所に再編統
合します。
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（平成１８年４月）

● 監察業務の手法を見直し，業務を効率的に行うことで行政監察体制と
出資団体指導体制を一元化します。

（平成１９年４月）

● 都市公園の管理体制の見直しにより，大洗都市公園事務所（偕楽園事
務所の支所）を廃止します。

（平成１９年４月）

市町村職員の県職員併任

● 産業廃棄物の不法投棄等に早期に対応するため市町村職員に県職員へ
の併任発令を行い，市町村も投棄現場等へ立入検査できるようにします。

（平成１７年度から実施：廃棄物対策課）
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県立高等学校の再編整備

○ 高等学校審議会の答申を踏まえ，学校の規模・配置の適正化，学科改
編，総合学科・単位制高等学校，中高一貫教育校など新しいタイプの高
等学校への改編等を考慮し，学校の統合を含めた再編整備を着実に進め
ます。

【県立高等学校再編整備の概要】

県立高等学校の学校数

年 度 前期実施計画 後期実施計画
平成14年度

項 目 完成時 完成時

全 県 立 高 等 学 校 数 １１１校 １０６校 ９９校

上 全日制課程の単位制高等学校 １校 ５校 ９校
記
の 総 合 学 科 の 高 等 学 校 １校 ６校 ７校
内

定時制課程の単位制高等学校 １校 ２校 ３校

※前期実施計画：平成15年度～18年度

後期実施計画：平成19年度～22年度

※全県立高等学校数は本校のみの校数(中等教育学校を含む。)であり，分校

は含まない。

【これまでの取り組み】
・大子第一高校と大子第二高校を統合し，大子清流高校を平成16年4月に開校

・江戸崎高校と江戸崎西高校を統合し，江戸崎総合高校を平成17年4月に開校

・松丘高校と高萩工業高校を統合し，高萩清松高校を平成18年4月に開校

・大宮高校と大宮工業高校を統合し，常陸大宮高校を平成18年4月に開校

・里美高校を平成18年4月に太田第二高校の分校化予定

付属機関・推進本部等の見直し

○ 審議会等の付属機関については，開催実績や法令に基づく必置規制の
緩和を踏まえ，類似する付属機関との統廃合を含め，引き続き見直しを
行います。

（平成１５年度から実施：人事課，所管課）

○ 複数の部局等に関わる行政課題に適切かつ迅速に対応するため，関係
部局を横断した推進本部等を積極的に活用し，業務の効率化を図るとと
もに，適宜庁議をもって代えるなどの見直しを進めます。

（平成１７年度から実施：政策審議室）

○ 県に事務局を置き，県職員が役員や職員を兼務している協議会や研究
会等の各種団体の役割やあり方について，県が事務を行う合理性などの
観点から見直しを行います。

（平成１７年度から実施：行財政改革・地方分権推進室，所管課）

【目 標】
２４の任意団体について廃止・統合などの見直しを実施
＊参考資料８１頁「見直しを行う任意団体」

【これまでの取り組み】
県に事務局を置く２２４団体を対象に点検を実施（H17年度）
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（５）成果を重視した行政経営の推進

ア 民間活力の導入

民間委託の推進

● 「外部委託の推進に関する基本指針」(平成15年10月策定)を見直し，
新たに「民間活力の導入に関する基本指針(仮称）」を策定し，「民間に
できることは民間に」の考えのもと，民間委託をより一層推進します。

（平成１８年度から実施：人事課）

【これまでの取り組み】
県職員の直接執行を外部委託とした主なもの
・土木事務所の道路パトロール業務，道路補修業務

・新県庁舎の総合案内業務，庁舎管理業務

・県立中央病院の外来受付業務

・県立友部病院，県立長生園（H16年度民間譲渡）の調理業務

・印刷業務（H15年度～）

・県立中央病院の医療器材滅菌・消毒業務（H16年度～）

・保育士試験業務（（一部）H16年度～，（全部）H17年度～）

・電話交換業務（H17年度～）

・パソコンの利用・障害に係る受付相談窓口業務（H17年度～）

・霞ヶ浦環境科学センター交流サロン運営業務（H18年度～）

● 総務事務の集約化及び外部委託については，本県の実情を踏まえ，他
県のように人員削減効果が期待できる見直しのあり方について検討しま
す。

（平成１８年度から検討：人事課）

指定管理者制度の活用拡大

● 県が直接管理運営している公の施設については，施設の目的・性格，
県民サービス向上や経費節減の観点から，可能な施設について，指定管
理者制度を導入していきます。

（平成１７年度から実施：人事課）

＊指定管理者制度：公の施設の管理について，民間事業者の有するノウハウを活用することが

有効であると考えられ，民間事業者を含む県が指定する者により，管理代

行ができることとされた制度。

【目 標】
・初回指定管理者を非公募とした施設について次回は可能な限り公募とする

・新規に指定管理者制度を導入する施設についても原則公募とする

○ より質の高い行政サービスを提供するため，計画の策定（ＰＬＡＮ）
・実施（ＤＯ）・評価（ＣＨＥＣＫ）・新たな計画策定（ＡＣＴＩＯＮ）
といったマネジメントサイクルを徹底して業務を進めます。

○ 業績・成果による評価などの民間経営の発想や手法を積極的に活用
し，県民にとっての成果を一層重視したサービスの提供やコスト縮減
を進めます。
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【これまでの取り組み】
指定管理者制度の導入状況
・平成１７年度：１施設

・平成１８年度：５９施設

＊参考資料８２頁「指定管理者制度へ移行する公の施設」

市場化テストの導入検討

● 市場化テスト本格導入に向けた法的枠組み整備など，国の進捗状況を
踏まえながら，市場化テストの導入について検討します。

（平成１７年度から検討：人事課）

＊市場化テスト（官民競争入札制度）：公共サービスの提供が官による独占事業となっている現

状を改革し，官と民とを対等な立場で競争させ，「民で

できるものは民へ」を具体化させる制度。

ＰＦＩ手法の活用

○ 公共施設等の建設にあたっては，民間の資金，経営能力，技術能力を
活用できるＰＦＩ(Private Finance Initiative)手法の活用に努めます。

（平成１２年度から実施：行財政改革・地方分権推進室）

【これまでの取り組み】
・常陸那珂港北公共埠頭ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ施設の管理運営に導入（H12年度）
・ＰＦＩ導入ガイドライン策定（H15年度）
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イ 民間経営手法の導入

政策評価制度の推進

○ 県政運営の透明性の確保，説明責任の向上に加え，事業の効果的な執
行を図るため，県が行っている事業の成果等を適切に把握・評価し，そ
の情報を積極的に県民に公開した上で，事業の見直しを進め次年度の予
算に反映します。

（平成１３年度から実施：政策審議室）

● 県総合計画などに掲げる総合的な施策の推進や県民ニーズに応えた施
策の実現などを図るため，主要な施策について総合的に評価を行う新た
な政策評価制度の導入に向けた検討を進めます。

（平成１９年度から実施：政策審議室）

【これまでの取り組み】
・平成１１年度から試行を開始し，平成１３年度からは本格実施に移行。
・平成１３～１８年度までに１,４０４事業を対象に実施（うち休廃止６８
事業，制度見直し等３１４事業）。

公共事業に係る各種評価の推進 【再掲】

○ 公共事業採択前の段階での必要性等の評価（公共事業等事前評価制
度），一定期間を経過した事業の休止，中止を含めた再評価（公共事業
再評価制度）を進め，公共事業の効率化や行政の透明性の確保，説明責
任の向上を図ります。また，完了した事業の効果等を評価する制度（公
共事業事後評価制度）の検討を進めます。

（平成１０年度から実施：政策審議室）

試験研究機関等の評価・公表制度の推進

○ 研究成果を地域産業の活性化や県民生活の向上に積極的に活用してい
くため，試験研究機関等の研究成果の技術移転に向けた活動実績等を適
正に評価する仕組みなどを検討します。

（平成１７年度から検討：企画課）

環境に配慮した行政の推進

○ 「（第三期)茨城県環境保全率先実行計画(H18年度～H24年度）」に基
づき，県が行う全ての事務事業を対象として，省エネルギー，省資源等
に取り組み，環境負荷を削減します｡
また，新たに，指定管理者が管理する公の施設や，県出資団体等にも

取り組みへの参加を求めます｡
（平成１８年度から実施：環境政策課，全課所）
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【目 標】

・省エネルギー：電気使用量：庁舎用１５％削減、事業用エネルギー消費原
単位を毎年１％削減

公用車燃料使用量：８％削減
燃料使用量：庁舎用１５％削減、事業用ネルギー消費原

単位を毎年１％削減

・省資源 ：用紙類：１５％削減、水道使用量：１５％削減

・ゼロエミッション:可燃廃棄物量：１５％削減、リサイクル率７０％以上

建設副産物：リサイクル率９５％以上

・グリーン購入：購入額ベースで８０％以上

[第３期茨城県環境保全率先実行計画（平成１８年３月策定）]

【主な取り組み】
・省資源の推進

用紙類使用量・水道使用量の削減，廃棄物の減量化，リサイクル推進
・省エネルギーの推進

電気使用量・燃料使用量（公用車用燃料を含む）の削減
・グリーン購入の推進（環境に配慮した製品の使用促進）
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（６）県民，ＮＰＯなど多様な主体との連携・協働の推進

ＮＰＯ等の活動環境の整備

○ 「大好き いばらき 県民運動」や「ご近所の底力再生事業」を一層推
進し，公益的な活動に県民が主体的に取り組むきっかけづくりをさらに
進めます。

（平成１６年度から実施：生活文化課）

○ ＮＰＯを対象にしたセミナー等を実施し，運営力や活動力の資質向上
を図ります。

（平成１７年度から実施：生活文化課）

○ ＮＰＯや地域コミュニティ団体への助成金制度等に関する情報提供や
活動の相談を行う「交流サルーンいばらき」の機能を充実するとともに，
ＮＰＯなどの運営や活動を援助する中間支援ＮＰＯ法人や市町村のサポ
ートセンター等と連携し，ＮＰＯと行政等を結ぶ仕組みづくりなどＮＰ
Ｏ等の活動環境の整備を進めます。

（平成１７年度から実施：生活文化課）

【目 標】
地域活動団体情報掲載団体数：１,８００団体
※「大好き いばらき 県民会議」ホームページに掲載

【これまでの取り組み】
ご近所の底力再生事業の助成応募団体数
・平成１６年度：３９３団体 ・平成１７年度：３５６団体

・平成１８年度：３２０団体

地域活動団体情報掲載団体数
・平成１６年度：１,５８０団体

・平成１７年度：１,６４７団体

・平成１８年度：１,６９４団体（H19.1末）

● ＮＰＯ等が地域の振興を図るために開催する研究会等にアドバイザー
を派遣し，企画立案について助言等を行うことにより，地域づくり活動
を促進します。

（平成１７年度から実施：地域計画課）

○ 行政とＮＰＯや地域コミュニティ団体など多様な主体との連携・協働
をより一層推進し，増大する県民のニーズに，行政だけでなく社会全体
で対応していくことのできる仕組みを整えていきます。
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ＮＰＯ等との連携・協働の推進

○ 環境，福祉，青少年の健全育成，まちづくりなど各種分野で，企画立
案への参画やイベントの共催・協力，事業委託など，ＮＰＯ等の専門性
などを生かした連携・協働を引き続き推進します。

（平成１３年度から実施：生活文化課）

【目 標】
連携協働事業実施件数を９０件に拡大

【これまでの取り組み】
連携協働事業実施件数（業務委託，事業協力等）
・平成１６年度：４６件 ・平成１７年度：６３件

・平成１８年度：６６件

○ 行政とＮＰＯとの連携・協働の実施に係る情報をホームページ等で積
極的に提供するとともに，フォーラムの開催などにより相互の理解を深
め，パートナーシップの形成を図ります。

（平成１７年度から実施：生活文化課）

● 平成１８年度に供用を開始する「県北生涯学習センター」について，
ボランティアや学習団体，ＮＰＯ等関係団体との連携・協力を積極的に
進めながら，県民参加型の施設運営を図ります。

（平成１８年度から実施：教育庁）

公共施設サポーター制度の拡充

○ 地域住民やボランティア等が，道路，公園，河川などの環境美化活動
などを行う「公共施設サポーター制度」を充実し，参加団体等の拡大を
図ります。

（平成１５年度から実施：道路維持課，公園街路課，河川課，林政課）

【目 標】
・道 路

道路里親参加団体数を６０団体程度に拡大

・県営公園
公園サポーター活動団体を１０団体程度に拡大

・河 川
河川愛護活動団体への参加人員数を５３,０００人程度に拡大

・県民の森
県民の森にボランティア制度を導入し，奥久慈憩いの森など３施設で実施

（参加人員数６５０人→９５０人程度）

※当初目標を達成（平成１８年１２月までに８６１人）したため目標上乗せ（平成１９年３月）

【これまでの取り組み】
・道 路

道路里親として47団体を認証。県管理道路82.3㎞(35路線)で環境美化活動

を実施（H18.12）

・県営公園
洞峰公園，偕楽園，県西総合公園，砂沼広域公園で９団体が活動(H18年度）

・河 川
51,156人が県管理の216河川中84河川で清掃活動を実施(H17年度)

・県民の森
８６１人が奥久慈憩いの森，茨城県民の森，茨城県水郷県民の森で下刈等

をボランティアにより実施(H18年12月)
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審議会委員の公募・女性委員の積極的登用

○ 医療や法律などの専門分野の委員で構成される審議会を除いて委員の
一部公募制を進めます。

（平成１５年度から実施：行財政改革・地方分権推進室，所管課）

【目 標】
審議会の約１５％（１４団体程度）で委員の一部を公募

【これまでの取り組み】
委員の一部公募制を導入した審議会（９０審議会のうち７審議会）
・平成１５年度：男女共同参画審議会，景観審議会

・平成１６年度：生涯学習審議会，県近代美術館協議会，

ミュージアムパーク県立自然博物館協議会

・平成１７年度：県陶芸美術館協議会，県図書館協議会

○ 政策方針決定への女性の参画を図るため，女性人材の育成を図るとと
もに，その人材情報の提供等を充実します。

（平成１２年度から実施：女性青少年課）

【目 標】
平成２２年度末までに審議会における女性委員の割合を３５％以上とする

【これまでの取り組み】
審議会における女性委員の割合
・平成１５年度末：２５.２％

・平成１６年度末：２５.９％

・平成１７年度末：２７.０％

大学との連携・協働の推進

● 県内の複数の大学と行政，民間事業者の連携を強化し，県民や企業の
ニーズに即した講座の開設や企業と大学との交流の場の設置など，大学
における知的資源を活用した施策を推進します。

（平成１８年度から実施：企画課）

○ 県内の高校を拠点校とした，大学教授等による継続した出前講座（プ
レ・カレッジ講座）等の実施や，大学による高校生公開講座等への参加
など，生徒が高度な学習や研究にふれることにより，学習意欲の高揚や
進路意識の明確化を図り，活力ある高校づくりを推進します。

（平成１５年度から実施：教育庁）
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市町村合併が現実のものとして大幅に進展し，基礎自治体としての
行財政基盤が充実・強化されることとなったことから，住民に最も身
近な市町村の役割が増大していくこととなります。
今後とも県民の視点に立って，過度に中央（国）に集中する権限・

財源を住民に身近な地方公共団体に移し，地域の多様なニーズに対応
したきめ細かな行政サービスがより効果的・効率的に提供されるよう
さらなる分権改革を進めていきます。

（１）市町村との連携・協力の関係強化

権限移譲の推進

○ 「まちづくり特例市」への支援を推進するとともに指定市拡大に向け
た取り組みを行います。
【参考】まちづくり特例市制度

<指定要件>：人口１０万人以上の市を対象（合併した新市の場合は５万人以上）に，

市からの申請に基づき，以下の４分野のうち１分野以上を選択（①は必須）

①個性豊かなまちづくり（開発行為許可，農地転用許可等７法令９８事務）

②住み良いくらしづくり（身障者手帳の交付等７法令４４事務）

③活力ある産業づくり（各種計量機器類の立入検査等８法令６４事務）

④快適な環境づくり（騒音規制地域の指定等８法令１２１事務）

<支援措置>：事務処理特例交付金の交付と県職員の派遣

<指定期間>：平成２１年度まで

○ 県と市町村間で行う各種会議の場を活用し，権限を移譲する側の県及
び受ける側の市町村の意思疎通をこれまで以上に図っていくとともに各
種の研修の場等を活用しながら「分権」に対する意識向上を図っていき
ます。

○ 移譲事務のマニュアル作成，移譲後の各種相談に応じるほか，必要に
応じて，県職員の派遣や市町村職員の実務研修受入を行うなど，円滑な
事務の移譲や移譲後の事務の適正な執行を図っていけるような環境を整
えていきます。
（平成１８年度から実施：人事課，市町村課，行財政改革・地方分権推進室，所管課）

４ 分 権 改 革

○ 市町村合併の進展を踏まえ，地域住民に身近な基礎自治体である市町
村は，今後とも権限や能力等のさらなる充実を図り，自らの権限と責任
において，地域の実情に応じた行政サービスを提供していくことが求め
られてきます。

○ このことから，住民に身近な事務はできるだけ基礎自治体で行えるよ
う権限移譲を進めるとともに，市町村の自主性の拡大や事務負担の軽減
の観点から，市町村に対する関与の廃止・縮減を進めていきます。

４ 分権改革
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【目 標】
５６法令等６７９事務の権限を市町村へ移譲
＊参考資料８４頁「市町村へ権限を移譲する事務」

【これまでの取り組み】
○市町村へ権限を移譲した事務数（各年度４月１日現在）
・平成１２年度：３２法令３４０事務（事務処理特例条例制定時）

・平成１６年度：４２法令４９２事務

・平成１７年度：４８法令５１８事務

・平成１８年度：５３法令６６９事務

○市町村への権限移譲の方式
<個別事務の移譲>
・「茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例」（平成１２年度制定）

※参考 地方自治法改正（平成１６年１１月施行）

第２５２条の１７の２（市町村長から都道府県知事に対し，権限移譲を

要請でき，要請を受けた都道府県知事は速やかに協議する）

<包括的な事務の移譲>
・一定の規模以上の市を対象に主要事務を包括的に移譲する「まちづくり
特例市制度」を平成１４年度から実施。
<指定実績>： 平成１４年度：日立市，土浦市

平成１５年度：つくば市，ひたちなか市

平成１７年度：取手市，ひたちなか市（環境分野追加）

平成１８年度：筑西市，石岡市，古河市，常総市，神栖市

対等な人事交流の推進

● 県と市町村との人事交流に係る方針に基づき，政策形成等に係る部門
に職員を相互に派遣するなど，対等な人事交流を推進します。

（平成１８年度から実施：人事課）

【目 標】
人事交流実施市町村数を１５市町村程度に拡大

【これまでの取り組み】
人事交流実施市町村数
・平成１５年度：８市（８人）

・平成１６年度：１０市２町（１２人）

・平成１７年度：１０市１町（１１人）

・平成１８年度：１１市２村（１４人）

市町村と県の合同研修の充実

○ 市町村と県それぞれの視点や考え方の相互理解を深めるとともに，双
方の職員の政策形成能力，法務能力等の向上を図るため，市町村との合
同研修を充実します。

４ 分権改革
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市町村に対する県の関与の廃止・縮減

○ 県条例等に基づく市町村への関与や市町村に義務づけた事務の総点検
を実施します。

○ 市町村事務に関する県の協議や承認，県への届出，報告などの県の関
与について，市町村の自主性の拡大の観点から見直しを行い，廃止・縮
減を進めます。

○ 申請書等を受理し県へ送付する経由事務や各種調査事務など市町村に
義務づけた事務事業について，市町村の事務負担の軽減を図る観点から
見直しを行い，廃止・縮減を進めます。

（平成１５年度から実施：行財政改革・地方分権推進室，全課所）

【目 標】
区画整理補助金の申請等の土木事務所経由等について県の関与を廃止・縮減
＊参考資料８６頁「市町村への県の関与の廃止・縮減」

市町村下水道整備支援事業補助金交付に係る事務などについて市町村の事務
負担を軽減
＊参考資料８７頁「市町村の事務負担の軽減」

【これまでの取り組み】
・市町村への県の関与の廃止・縮減

県立公園事業を執行する際の知事の承認など１６事務

・市町村の事務負担の軽減
建築確認申請に係る市町村農業委員会の地目確認事務など４３事務
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（２）市町村合併のさらなる推進

構想に基づく市町村合併のさらなる推進

● 合併新法及び国から示された指針に基づき，自主的な市町村の合併の
推進に関する構想を作成するとともに，当該構想に基づき，市町村合併
を推進していきます。

（平成１７年度から実施：市町村課）

〈構想で定めるべき事項〉

①自主的な市町村の合併の推進に関する基本的な事項

②市町村の現況及び将来の見通し

③構想対象市町村の組合せ

④自主的な合併を推進するために必要な措置

〈構想の効果（構想に位置づけられた市町村のみを対象）〉

①合併協議会が設置されていない場合

・知事による協議会の設置勧告が可能

②合併協議会が設置されている場合

・協議が紛糾した際に，当該事項に関し協議会委員の申請に基づき，知事が任命する市町

村合併調整委員によるあっせん又は調停が可能。

・協議が停滞した場合において，知事による協議推進勧告が可能。

● 合併推進のための環境整備を図るため，政府において決定した新市町
村合併支援プランの内容を踏まえつつ，新たな支援措置について検討し
ていきます。

（平成１７年度から検討：市町村課）

【これまでの取り組み】
・市町村数：８５（平成１１年３月３１日現在）

⇒ ４４（平成１８年３月３１日現在）
・人口１万人未満の市町村数：１５ ⇒ １（五霞町）

※平成１７年国勢調査速報値ベース，市町村減少数４１は全国第１１位。

・茨城県市町村合併推進審議会を設置（平成１７年１０月）
自主的な市町村の合併の推進に関する構想等を検討

旧法下での合併新市町のまちづくり支援

● 新市町主要プロジェクト支援事業の推進
合併新市町のまちづくりを支援するため，建設計画に位置付けられ

た主要事業を全庁的な連携により支援していきます。
（平成１７年度から実施：地域計画課）

〔H17年度支援市町及び主要プロジェクト名〕

常陸大宮市：多様な主体の連携による森林の再生・交流空間づくりプロジェクト

坂 東 市：地域ブランド力を生かしたまちづくりプロジェクト

○ 本県の市町村数は，いわゆる平成の大合併により，８５から４４に再
編されたところですが，旧合併特例法下での合併を望みながらも諸般の
事情により合併に至らなかった地域も存在します。

○ 市町村が，多様化する住民ニーズに的確に対応していくためには，そ
の行財政基盤を強化する必要があり，市町村合併はそのための有効な手
段であるため，関係市町村の意向を踏まえながら，新法下においても，
引き続き自主的な合併を推進していきます。
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● 地域づくり相談窓口の設置
企画部（地域計画課）に相談窓口を設置し，関係課との連携体制を

構築して地域づくりに関連する総合的な相談・助言を行います。
（平成１７年度から実施：地域計画課）

● 地域づくりマニュアルの作成
地域づくりの支援制度，地域づくり事例等を掲載したマニュアルを

作成・配布していきます。
（平成１７年度から実施：地域計画課）

● 合併市町村が必要とする幹線道路の整備促進
合併市町村の一体性の確立や均衡ある発展に必要な幹線道路の整備

を促進するため「合併市町村幹線道路緊急整備支援事業」により支援
を行います。

（平成１７年度から実施：道路建設課）

（３）地方分権改革の推進に向けた取り組み

分権時代にふさわしい地方行財政制度の実現

○ 真の分権型社会を構築していくため，国は外交・防衛など本来果たす
べき役割に専念し，その他の内政に関しては，広く地方が担うことを基
本とすべきです。
その際には，地方公共団体が権限と責任を大幅に拡大することにより，

住民に身近なところで政策や税金の使途の決定を行い，住民の意向を反
映した行政運営を可能とするような行財政制度を構築することが必要と
なってきます。
しかしながら、平成１２年４月の地方分権一括法の施行による第一期

地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により国と地方は対等・
協力の新しい関係になり，地方の主体性は一定程度高められたものの、
依然として地方の主体性を制約し，実質的に国が関与している事例がま
だまだ数多く残っています。
また、税財源をみますと，最終支出ベースで国と地方の比率が概ね２

：３となっているのに対し，国民が負担する租税収入の配分においては
国と地方の比率は概ね３：２となっており，最終支出と税源配分の間に
大きな乖離が生じています。
そのうえ，今日の本県の危機的な財政状況は，たび重なる経済対策な

どの国の施策や臨時財政対策債の創設といった地方財政制度の改正によ
る影響も大きく，この危機的な状況を克服し，財政の健全化を進めてい
くためには，県自らの改革努力だけでは限界があります。
このため，平成１８年１２月に成立した地方分権改革推進法に基づき，

これから始まる第二期地方分権改革においては，国と地方の役割分担を
明確にし、地方公共団体に対する国の関与の廃止・縮小と権限の移譲を
進めるとともに、国庫補助負担金を廃止し，それに見合う税源移譲を進
めるなど地方行財政の基盤の強化を図っていくことが必要です。

○ 地方分権改革の推進は，国と地方それぞれが分担すべき役割を明確に
し，地方の自主性・自立性を高めることにより，地方自らの判断と責任
による行政運営をめざし，個性豊かで活力のある地域社会の実現を図る
ことを基本に進める必要があります。

○ このため，これから始まる第二期地方分権改革においては、国に対し，
一層の権限移譲や過剰関与の撤廃等の提案・要望を全国知事会等と連携
しながら引き続き行っていきます。
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また，地方交付税につきましても，地方固有の共有財源であることを
明確にし、今後の地方財政対策においては，地方における安定的な行政
サービスの提供に必要な地方交付税など所要の一般財源総額の確保を図
っていくなど，真の地方分権の実現のため，これまで以上に全国知事会
などと連携し，国に対し積極的に提案・要望を行っていきます。

【目 標】
４ha超の農地転用許可等１６事務について国に権限移譲を要望
※総点検結果を踏まえ、目標値を１５事務に修正(平成１９年３月)

＊参考資料８９頁「国に対し権限移譲を求める事務」

【これまでの取り組み】
・職業紹介については，平成１５年６月一定範囲内で都道府県でも実施可能。

【目 標】
都道府県土地利用基本計画の策定等に関する大臣協議等２４事務について国
に関与の廃止・縮減を提案
＊参考資料９０頁「国に対し見直しを求める関与」

【これまでの取り組み】
・２ha超４ha以下の農地転用許可に係る国との協議などの事務について全国
知事会などを通じ廃止・縮減を要望

○ 直轄事業負担金については，直轄事業が全国的視野の下に国家的政策
として実施されながら，地方公共団体に対して個別に財政負担を課すも
のであり，極めて不合理であることから，早急に廃止することを引き続
き要望していきます。

（平成１５年度から実施：政策審議室,行財政改革・地方分権推進室,

財政課）

今後の県の果たすべき役割・機能の見直し

○ 市町村合併の進展や地域のニーズを十分考慮しながら，分権型社会に
おける県の果たすべき役割を明確化し，その役割に即した事務のあり方
などについて研究していきます。
また，『広域連携』や『道州制』など地方自治の今後のあり方につい

ても他県などとも連携しながら研究を進めていきます。
（平成１６年度から実施：政策審議室,行財政改革・地方分権推進室）

《参考》

地方自治法」第２条（抜粋）

第２条

３ 市町村は，基礎的な地方公共団体として，第５項において都道府県が処理するものとさ

れているものを除き，一般的に，前項の事務を処理するものとする。

ただし，第５項に規定する事務のうち，その規模又は性質において一般の市町村が処理

することが適当でないと認められるものについては，当該市町村の規模及び能力に応じて，

これを処理することができる。

５ 都道府県は，市町村を包括する広域の地方公共団体として，第２項の事務で，広域にわ

たるもの，市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市

町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
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『今後の地方自治制度のあり方に関する答申』（Ｈ１５年１１月１３日 第２７次地方制度調査会 抜粋）

２ 今後における広域自治体としての都道府県の役割

都道府県のあり方がこのように変容を求められる中で，都道府県が自立した広域自治体と

して，世界的な視野も持ちつつ積極果敢にその役割を果たしていくためには，高度なインフ

ラの整備，経済活動の活性化，雇用の確保，国土の保全，広域防災対策，環境の保全，情報

通信の高度化などの広域的な課題に対応する能力を高めていくことが求められる。

都道府県には国から移譲される権限の受け皿としての役割が引き続き期待されており，土

地利用，地域交通，産業振興，国土保全などを中心に，国から都道府県へ一層の事務権限の

移譲が進められるべきである。

さらに，都道府県には，行政サービスの広域的な提供を通じて，バランスのとれた公共サ

ービスの維持に貢献してきた側面があり，このような役割も引き続き必要である。

基礎自治体との関係では，市町村合併の推進等により，今後は基礎自治体が自立的に事務

を処理することになると考えられ，都道府県の役割は，規模・能力が拡大した市町村との連

絡調整が主となり，これまで事務の規模又は性質から一般の市町村では処理することが適当

でないものとして都道府県が担ってきた役割については，縮小していくと考えられる。

【これまでの取り組み】
・茨城・栃木・群馬・福島・新潟五県知事会議への参画（広域連携）
（広域観光，防災協定など）

・全国知事会道州制特別委員会へ参画（道州制に関する基本的考え方を研究）

４ 分権改革
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県政世論調査抜粋（行財政改革の取り組みについて）

毎年，県政に対する県民の関心，意見，要望等をとらえ，県行政推進の基礎資料とするため実施。

※県内全域に居住する満２０歳以上の男女合わせて１，５００名を無作為抽出し，個別面接聴取法により調査。

平成１７年８月実施。回収数１，０５５（７０．３％）。

○行財政改革の必要性・・・「行財政改革を行うべき」が７割 
（問）県では現在，全庁一丸となって行財政改革を推進していますが，県財政はまさに危機的な状況です。こ

のため，今後，より一層の行財政改革を推進する必要がありますが，あなたは，このことについてどう

思いますか。次の中から，あなたの考えに近いものを１つだけ選んでください。

15.8 20.5 33.3 8 22.5

将来のために徹底した行財政改革を行うべきであり、そのために県の行政サービスが相応に低下する
ことはやむを得ない
県の行政サービスの低下がわずかな程度であれば行財政改革を行うべき

行財政改革は、現在の県の行政サービスが低下しない範囲で行うべき

たとえ財政の赤字が生じていても、県の行政サービスの水準は向上させて欲しい

わからない・無回答

「行政サービスが低下しない範囲」（３３．３％）と「行政サービスのわずかな低下の範囲」（２０．５％）で

行財政改革を行うべきとする緩やかな推進派が５割を超えている。財政赤字でも「行政サービスの水準は向上さ

せて欲しい」（８．０％）とする行革慎重派の割合が最も低く，行政サービスが低下しても「徹底した行財政改革

を行うべき」（１５．８％）とする行革断行派の約半数にとどまっている。

○行財政改革の重点施策・・・「人件費の抑制」が６割強

（問）県では，これまでも組織や仕事のやり方を見直したり，職員の数を抑えるなどの行財政改革を進めてき

ましたが，今後，力を入れて進めて欲しいと思われるものは何ですか。次の中から，３つまで選んでく

ださい（複数回答）。

15.3

1.5

5.3

18.5

20.0

26.3

27.9

33.8

34.0

62.1
組織のスリム化や職員数の削減によ
り、人件費を抑える

外郭団体の整理・統合を進める

職員のサービス意識を向上させる

公共事業や施設整備などを抑える

民間企業などに業務を委託する

規制の廃止、緩和や手続きの簡素化を
進める

情報公開を進める

授業料や施設使用料、手数料などは利
用者の負担を大きくする

その他

わからない・無回答

「人件費を抑える」（６２．１％）が最も高い割合を占め，他を圧倒している。以下，「外郭団体の整理・統

合を進める」（３４．０％），「職員のサービス意識を向上させる」（３３．８％），「公共事業や施設整備などを

押さえる」（２７．９％）と続く。 



事 業 名 事業期間 概算事業費
Ｈ１９以降

事業費
Ｈ１９の事業内容

新線事業主体等支援事業費 Ｈ４～１９ １,３１１億円 ２．９億円 貸付金

空港整備推進事業 Ｈ１２～ ２５０億円 １６０億円
左の概算事業費は
直轄事業費ベース

サイエンスフロンティア２１構
想推進事業

Ｈ１５～２０ ２６億円 １６億円
中性子ﾋﾞｰﾑ実験装置
実施設計・製作

波崎ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ拠点整備事業 Ｈ８～１９ １０億円 １億円 工事

やさしさのまち「桜の郷」整備
事業

Ｈ８～３２ １５５億円 ２３億円 造成工事，諸調査

畜産センター整備事業 Ｈ６～ １８８億円 １２億円 建築工事

下妻警察署改修事業 Ｈ１８～２０ ７億円 ７億円 工事

つくば養護学校整備事業 Ｈ１２～１９ ４９億円 ５億円 運動場整備工事等

県庁立体駐車場整備 Ｈ１９～２９ ２２億円 ２２億円 購入費

奥久慈川遊びの郷整備事業 Ｈ８～ 未 定 未 定 構想・内部検討中

吾国山洗心館整備事業 Ｈ１０～ 未 定 未 定 〃

県立保健施設再編整備事業 未 定 未 定 未 定 〃

友部病院整備 未 定 未 定 未 定 〃

メディアパークシティ整備事業 Ｈ８～ 未 定 未 定 休止中

ひたちなか国際展示場整備事業 Ｈ８～ 未 定 未 定 〃

つくばグリーンパーク整備事業 Ｈ９～ 未 定 未 定 〃

大規模建設事業一覧
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年度 イベント名 事 業 概 要 開催事業費

主催：厚生労働省･茨城県･(財)長寿社会開発センター

時期：Ｈ１８年１１月１０日～１３日（４日間） 約10.1億円

参加者数：延べ約50万人 うち県負担約8.6億円

内容：総合開会式，スポーツ・文化交流大会，美術展，

シンポジウム等

主催：文化庁，茨城県，市町村ほか

時期：Ｈ２０年１１月１日～９日（９日間） 約14億円

内容：総合フェスティバル，シンポジウム， うち県負担約12億円

分野別フェスティバル

延べ参加人員：約１００万人

＜技能五輪＞

主催：茨城県、中央職業能力開発協会 約7億円

時期：Ｈ２１年１０月２３日～２６日(４日間) うち県負担約4.5億円

実施職種：電子機器組立，情報技術，旋盤，電気溶接，建具

など４３職種

来場者数：１３万人程度

＜アビリンピック＞

主催：茨城県，(独)高齢・障害者雇用支援機構

時期：Ｈ２１年１０月３０日～１１月１日（３日間）

実施職種：洋裁，電子機器組立，縫製など２３職種

来場者数：２万人程度

大規模イベント一覧

Ｈ２１

第47回技能五輪全国大
会
第31回全国障害者技能
競技大会(アビリン
ピック)

Ｈ１９
第20回全国健康福祉祭
（ねんりんピック）

Ｈ２０ 第23回国民文化祭
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出 資 団 体 等 の 概 要 (H19.1末現在）

No. 法 人 名 代表者
県出資

比率(％)
設 立 目 的

1
(財)いばらき文化振興財団
(生活文化課)

知 事 100.0

各種の文化振興事業を行うことにより個性豊かな県民文化の振
興を図り，もって国際性豊かな文化県づくりに寄与することを目
的に県全額出資により設立された。平成11年からは県民文化セン
ター及びアクアワールド茨城県大洗水族館の管理運営を行ってい
る。

2
(財)茨城県環境保全事業団
(廃棄物対策課)

副知事 100.0

産業廃棄物の最終処分場の不足，さらには不法投棄の増加等社
会問題を背景に，県において循環型社会の推進拠点である公共関
与による廃棄物処理施設の整備推進を図ることを目的に，平成5年
に設立された。

3
(社福)茨城県社会福祉事業
団
(障害福祉課)

知 事 100.0
茨城県が設置する社会福祉施設等の運営委託を受けるととも

に，自らも社会福祉施設，その他の施設を経営し，これらに必要
な付帯事業を行うことにより，県民福祉の向上に寄与する。

4
(財)茨城県中小企業振興公
社
(産業政策課)

副知事 100.0
本県産業の中核である中小企業の経営の近代化及び技術の高度

化を促進し，もって中小企業の振興を図り，本県産業の発展に寄
与するため，県全額出資により設立された。

5
(財)茨城県農林振興公社
(農政企画課)

知 事 100.0

農山村及び農林業の近代化を促進し農林業者の経済的･社会的地
位を高めることを目的に設立され，以来，農地の流動化や農地の
基盤整備，地域農業活性化の支援，緑化･造林事業などを実施して
いる。

6
茨城県土地開発公社
(都市計画課・つくば地域振
興課)

石川 哲夫 100.0
「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき，公共用地の取

得管理及び処分等を行うことにより，地域の秩序ある整備と県民
福祉の増進に寄与する目的で設立された。

7
(財)茨城県教育財団
(教育庁総務課)

人見 實徳 100.0

多様化する教育行政の一翼を担うべく，民間的創意の活用によ
り，より効果的，合理的に運営できるものについて，自主事業又
は受託事業として積極的に推進し，本県教育の振興に寄与するこ
とを目的に設立された。

8
(財)茨城県青少年協会
(女性青少年課)

圷 健男 99.8

青少年団体等から,活動拠点となる会館建設に向けて機運が高ま
り，昭和53年度から建設が始まる。完成後，青少年あるいは関係
者等の活動団体の促進を図ることを目的に設立され，以後，青少
年会館の管理運営を県から委託されている。

9
(財)茨城県科学技術振興財
団
(企画課)

江崎 玲於奈 98.0

本県における科学技術の基礎的・創造的な研究開発の推進及び
研究体制の強化を促進し，もって県内の科学技術の振興に寄与す
るとともに，県内産業の高度化を促進することを目的に，平成元
年に設立された。

10
(財)グリーンふるさと振興
機構
(地域計画課)

佐川 卓政 92.2
過疎地域を含む県北西部の18市町村が抱える各種課題に対処し

地域振興を図るため，県・関係市町村・団体等の出捐により，昭
和60年に設立された。

11
茨城県道路公社
(道路建設課)

知 事 78.9

県の区域及び周辺の地域において，料金を徴収することができ
る道路(有料道路)の新設，改善，維持等の管理を総合的かつ効率
的に行うこと等により，住民の福祉の増進と経済発展に寄与する
ことを目的に設立された。

12
(財)茨城県看護教育財団
(医療対策課)

小西 栄造 75.0

医学，医療技術の進歩や人口の高齢化，さらには在宅ケアに対
するニーズ等看護職員の需要が高まるなか，県，地域の市町村及
び保険医療機関及び団体の協力のもとに，主として県西地域の看
護士確保を目的に当財団が設立された。

13
(財)茨城県企業公社
(企業局総務課)

坂入 健 75.0
水道事業の一層の普及促進や浄水場の運転管理業務等を行い，

県行政や公営企業をサポートし，もって県土の均衡ある発展と県
民福祉の向上に寄与することを目的に設立された。

14
(財)いばらき腎バンク
(薬務課)

小山 哲夫 67.3
腎不全患者の早期回復と腎不全の予防を図るため，県，市町

村，企業，団体，個人に至る幅広い協力によって県民運動として
の腎不全対策を積極的に推進していくことを目的に設立された。

15
(財)茨城県国際交流協会
(国際課)

小泉 芳治 61.1
各分野における国際交流・協力を促進し，県民の国際認識，国

際理解の醸成・増進を図り，もって地域文化の創造，地域の活性
化に寄与することを目的に，平成2年に設立された。

16
(財)茨城県開発公社
(事業推進課)

石川 哲夫 55.6

県の長期計画に基づき，自然資源の有効利用を図り，工業基盤
等の開発整備による地域振興事業を推進するとともに，県民福祉
に係る施設等の設置及び運営を行い豊かな地域社会の実現に寄与
することを目的に設立された。

17
(株)ひたちなか都市開発
(ひたちなか整備課)

副知事 51.0
ひたちなか地区において進められている国際港湾公園都市づく

りの核となる推進母体として，当地区の開発を図るため設立され
た。

18
(財)茨城県体育協会
(保健体育課)

副知事 50.9
本県開催の第29回国民体育大会の準備協力体制の確立が強く要

望されているとき，責任体制を確立し，事業を積極的に推進し，
もって本県体育の飛躍的発展を図るため設立された。

19
茨城港湾(株)
(港湾課)

副知事 50.5

常陸那珂港，大洗港，日立港を一元的に管理することで効率性
を高め，低コストで質の高い港湾サービスを提供し，港湾施設の
適正な管理運営や利用者の需要に基づく各種サービスを行うとと
もに，港を利用する地元企業・県外企業との連絡調整を図ること
を目的に設立された。

20
(財)茨城県勤労者余暇活用
事業団 (労働政策課)

武藤 賢治 50.0
勤労者及び公的年金加入者並びに受給者の余暇活動と福祉の増

進を図るため，余暇活用施設「余暇活用センターやみぞ」を設置
運営することを目的に設立された。
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No. 法 人 名 代表者
県出資

比率(％)
設 立 目 的

21
(株)いばらき森林サービス
(林政課)

副知事 50.0

安定した就労条件により林業労働力を確保し，高性能林業機械
を装備した近代的な生産体制のもと，活力ある林業の展開と健全
な森林の育成を目的とする森林整備の推進母体として設立され
た。

22
(財)那珂川沿岸土地改良基
金協会
(農地整備課)

加藤 浩一 50.0

那珂川沿岸農業水利事業の円滑な推進のため，管内８市町村の
営農改善の施策活動を推進し，新しい食糧，農業･農村政策の方向
展開による地域農業の活性化に寄与するとともに，地元負担金軽
減対策を図ることを目的に設立された。

23
鹿島埠頭(株)
(港湾課)

副知事 50.0
鹿島臨海工業地帯の中核をなす鹿島港において，公共埠頭の効

率的な管理運営と曳船･通船等のｻｰﾋﾞｽ事業を一貫して行うため，
県，地元市町村，民間により設立された。

24
茨城県住宅供給公社
(住宅課)

福田 克彦 50.0
「地方住宅供給公社法」に基づき，住宅を必要とする勤労者に

対し，居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給
するため，設立された。

25
鹿島都市開発(株)
(事業推進課)

川村 重信 46.8
鹿島地域の都市づくりの一翼を担うため，鹿島セントラルホテ

ルの経営，住宅団地や工業団地の造成事業等に携わり，計画的な
都市開発及び近代的な生活環境整備を目的として設立された。

26
(財)茨城県栽培漁業協会
(水産振興課)

内畠 聖寿 44.1
人工的に水産動物の種苗を生産する「栽培漁業」を推進するこ

とにより，水産資源の増大を図り，沿岸漁業の振興と地域経済の
発展に寄与することを目的に設立された。

27
(株)ひたちなかテクノセン
ター
(産業政策課)

副知事 41.2

「頭脳立地法」に基づき，県が策定した「水戸･日立地域集積促
進計画」の中核的な運営主体として，県北地域の産業高度化を図
ることを目的に，国(地域振興整備公団)，県，地元市町村，民間
企業の出資により設立された。

28
(財)茨城県暴力追放推進セ
ンター
(組織犯罪対策課)

幡谷 祐一 37.3

「暴力団対策法」第31条により，各都道府県ごとに一箇所指定
された暴力団排除のための広報啓発活動をはじめ，暴力団からの
不当要求行為に対する相談，被害救済･救援活動，そして少年を暴
力団から守る活動等を行っている。

29
(財)茨城県消防協会
(消防防災課)

大塚 光 36.6
消防団員・職員の福利厚生，消防施設の改善，消防活動の強化

等を図るとともに，消防思想を普及徹底することにより，社会の
災厄を防止し，福祉の増進に寄与することを目的に設立された。

30
(財)茨城県勤労者育英基金
(労働政策課)

武藤 賢治 32.6
県下勤労者の子弟教育を容易にするため，労働金庫の教育ロー

ン利用者に対する利子補給を行い，もって勤労者の福祉の増進に
寄与することを目的に設立された。

31
茨城県漁業信用基金協会
(漁政課)

阿部 薫 30.8

中小漁業者等の経営に必要な資金調達を円滑化するため，金融
機関の中小漁業者に対する貸付について，その債務を保証するこ
とにより信用力を補完し，もって中小漁業者の振興を図ることを
目的に「中小漁業融資保証法」に基づき設立された。

32
鹿島臨海鉄道(株)
(企画課)

金田 好生 28.5
鹿島臨海工業地帯の生産品及び原料の輸送を主たる目的とし

て，日本国有鉄道，県，進出企業の共同出資により，昭和44年に
設立された。

33
(株)茨城県中央食肉公社
(畜産課)

副知事 28.3

農振法第9条に基づく広域営農団地関連施設計画の「総合食肉流
通施設整備促進事業」の基幹的な総合食肉流通施設を設置運営
し，食肉の流通合理化及び食肉取引の近代化に寄与することを目
的に設立された。

34
(財)茨城県建設技術管理セ
ンター
(検査指導課)

岡部 英男 25.0
建設事業に係る材料試験及び調査研究を行うとともに，建設副

産物の有効利用等に関する事業を行い，もって県内建設事業の振
興発展を図ることを目的に設立された。

35
(財)霞ヶ浦漁業振興基金協
会
(漁政課)

羽生 誠 24.1

国営高浜入り干拓事業による干拓予定水面のため漁場環境が荒
廃化していた霞ヶ浦の漁場環境改善と漁業生産力の増強による漁
業者及び漁協の体質強化と経済的地位の向上を図ることを目的に
設立された。

36
つくば国際貨物ターミナル
(株)
(中小企業課)

副知事 21.3
県及び民間企業等の出資により，内陸における通関拠点として

の特色を活かした業務や施設の管理運営を行い，もって本県の国
際物流業務の効率化を図ることを目的に設立された。

37
(財)茨城県防犯協会
(生活安全総務課)

人見 實徳 20.4

犯罪のない明るい社会の実現を目指し，県民の防犯思想の普
及，善良な風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全育成
に寄与し，また，各種防犯団体の円滑な発展を図ることを目的に
設立された。

38
(株)茨城放送
(広報広聴課)

土肥 公仁 19.9
昭和37年，地方の実情に即した政治・経済・社会などに関する

情報を機動的に発信するラジオ局として開局された。

39
(株)つくば研究支援セン
ター
(産業政策課)

土田 惣一 18.3
世界有数の研究開発ゾーンを形成する筑波研究学園都市に，産

学官の研究交流を軸とした研究開発支援のための拠点として，民
活法第2条第1項第1号リサーチコアとして設立された。
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No. 法 人 名 代表者
県出資

比率(％)
設 立 目 的

40
筑波都市整備(株)
(つくば地域振興課)

藤篠 邦裕 18.2
つくば市，龍ヶ崎市，牛久市，阿見町及びその周辺地域の生活

利便と居住環境の維持向上を目的として，官民共同出資により設
立され，計画的・先行的な施設の整備・運営を行っている。

41
茨城県農業信用基金協会
(農業経済課)

高橋 宏 18.1

「農業近代化資金助成法」制定に伴い農業近代化資金の貸付に
対する信用補完を図り，融資の円滑化を図ることを目的に設立さ
れ，政策資金，各種資金の保証を行い，信用補完機関としての役
割を果たしている。

42
日立埠頭(株)
(港湾課)

高岡 洋 17.3
日立港において港湾運送業及び関連事業を経営することを目的

に設立された。

43
(財)つくば都市振興財団
(つくば地域振興課)

鈴木 宏 16.7
つくば市の振興・発展を目指し，各種の芸術文化活動等を通

じ，国際都市つくばにおける住民の生活をサポートし，豊かで魅
力ある生活環境を提供することを目的に設立された。

44
(株)メディアパークつくば
(つくば地域振興課)

- 16.1
県が推進する「メディアパークシティ整備構想」の事業推進主

体として設立された。

45
茨城県信用保証協会
(産業政策課)

根本 榮一 15.8
中小企業者等のために信用保証の業務を行い，もってこれらの

者に対する金融の円滑化を図ることを目的に設立された。

46
(財)茨城県労働者信用基金
協会
(労働政策課)

武藤 賢治 15.1

県下労働者の相互扶助精神を基調として，組織労働者と比較し
信用力等に不利な状況にある未組織労働者が労働金庫を利用する
場合，当協会がその信用力を補完することにより，労働者の経済
的地位の向上と生活の安定を図ることを目的に県，市町村，労働
福祉事業団体等により設立された。

47
鹿島共同再資源化センター
(株)
(廃棄物対策課)

三木 伸一 15.1

平成10年12月，鹿島臨海工業地帯に立地する企業から排出され
る産業廃棄物及び関係市町(鹿嶋市，神栖町，波崎町)から排出さ
れる一般廃棄物(ＲＤＦ)を適正に処理し，その焼却熱を利用した
電気事業を行うことにより地域社会に貢献することを目的に設立
された。

48
(財)茨城県建設技術公社
(検査指導課)

木村 秀雄 13.5
県内建設行政の円滑かつ効率的な執行の推進と技術の向上を図

るため，技術研修，調査研究，事業受託等を行い，県内建設事業
の推進と，地域振興に寄与することを目的に設立された。

49
(株)いばらきＩＴ人材開発
センター
(産業技術課)

白戸 仲久 11.7

地域ソフトウエアセンター供給力開発事業推進臨時措置法に基
づく事業計画の承認を受け，地域ソフトウエア供給力開発を図る
ため，県，古河市及び情報処理推進機構等の出資により設立され
た。

50
(財)茨城カウンセリングセ
ンター
(労働政策課)

渋谷 勲 8.8

地域産業界の福祉に関する基礎的な調査研究及び啓発事業を行
い，その成果を広く地域に提供すること，及び勤労者を始め広く
県民の心の悩みに対応したカウンセリングを実施することによ
り，豊かでゆとりある職場作りに寄与することを目的に設立され
た。

51
日立港木材倉庫(株)
(港湾課)

打越 芳男 6.7

日立港における輸入木材の埠頭利用を目的に設立されたが，そ
の後は，外国貨物取扱いの保税蔵置場維持管理，輸出用梱包材の
殺虫消毒の実施，検疫業務等を行い公共埠頭運営の一翼を担って
いる。

52
(財)茨城住宅管理協会
(住宅課)

網野 正観 4.0

国・都市機構及び県により県内集合住宅団地におけるきめ細か
な管理をできる法人の設立が検討され当財団が設立された。設立
当初より県営住宅等の管理はもとより，周辺環境の維持改善を図
り居住者の便益の増進，県民の居住環境の向上に寄与している。

53
(社)茨城県危険物安全協会
連合会
(消防防災課)

幡谷 定俊 －

消防法に基づく危険物の貯蔵，取扱い並びに施設の維持管理に
必要な知識及び技能の普及に努め，危険物に起因する災害を防止
し，もって社会の福祉の増進に寄与することを目的に設立され
た。

54
(社)茨城原子力協議会
(原子力安全対策課)

黒木 剛司郎 －

原子力の平和利用と安全に関する知識の普及と啓発を行い，
もって原子力の平和利用の着実な進展に寄与し，地域の生活環境
の保全と地域産業の健全な発展に寄与することを目的に設立され
た。

55
(社)茨城県公害防止協会
(環境政策課)

澁谷 勲 －
昭和44年8月に県議会において「公害対策特別委員会」が設置さ

れ，官民一体となった公害防止組織設立の必要性が指摘されたた
め，昭和50年に設立された。

56
(社)茨城県観光物産協会
(観光物産課)

知 事 －

観光にかかる事業の健全な発展及び改善を図り，もって地域経
済の発展に寄与するとともに，国民の観光レクリエーション活動
の充実及び国際観光を通じての国際間の相互理解の増進等を図
る。

57
(社)茨城県穀物改良協会
(農産課)

平間 敬章 －
稲･大豆･落花生及びそばの品質改良を図るとともに，主要農作

物等の生産性を高めることにより，農業経営の安定及び向上に寄
与することを目的に設立された。

58
(社)園芸いばらき振興協会
(園芸流通課)

村田 省吾 －

園芸生産組織の整備強化，生産技術の向上，経営基盤の強化等
を図るとともに，園芸農家等から排出される農業用廃プラスチッ
クの適正処理，園芸作物の種苗の生産を行い，もって園芸農家の
健全な発展と農村環境の保全に寄与することを目的に設立され
た。

59
(社)茨城県ふるさとづくり
推進センター
(農村環境課)

川田 弘二 －

農村住民の合意形成に基づき創意工夫に根ざした農村の生産，
生活，文化等にわたる幅広い活動を助長することによって，活力
ある豊かな住みよい地域社会の実現を促進することを目的として
いる。
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廃止・緩和する規制(計６３条例等１４８事務)

※ 網掛けは平成１９年１月末までに廃止・緩和済みの事務(５０条例等１１７事務)

１ 許可,届出の廃止,基準の緩和等

No. 規制の内容 条例等名称 条項 緩和等の内容 予定・実施時期
面積が1,000㎡以上の工業用地に工場を設置
する場合には,製品,建築面積等を届出

第15条

1
上記届出事項が土地利用計画上著しく不適当
な場合に是正を勧告

第16条

届出をした日より90日を経過した後でなけれ
ば,工場の設置をしてはならない

第16条の2

2 変更の届出を不要とする軽易な増設の基準
茨城県工業開発条例施
行規則

第10条

3 卸売業者の委託手数料以外の報償収受の禁止 茨城県卸売市場条例 第17条 規定の廃止
平成17年度
(緩和措置のため施
行は21年度)

第３種漁港及びそれ以外の漁港で知事が指定
する漁港への入出港時の届出

第15条第1
項

届出を任意規定に緩和

漁港を根拠地とする船舟は,毎月入出港状況
報告書を提出

第15条第2
項

入出港状況報告書の廃
止

船舶けい離営業の許可
第10条第1
項

許可の廃止

港湾施設の使用許可期間 第12条

許可期間の延長
(｢待合所等｣の許可期
間１年以内を３年以内
に延長)

建築物の敷地規模を制限(原則165㎡以上) 第2条

建築確認前の境界杭設置,敷地の認定 第3条

7
敷地境界杭を未承認で移動,除去することの
禁止等

茨城県筑波研究学園都
市における建築物の敷
地の制限に関する条例
施行規則

第9条第3項

8 文教地区毎の建築制限,許可
茨城県筑波研究学園都
市文教地区条例

第3条 県条例について廃止
平成17年度
(H17.4廃止条例施
行)

都市計画区域以外で行う0.5ha以上1ha未満の
宅地開発に係る

工事の設計基準 第8条

工事着工前に設計確認 第9条

確認された設計に適合した工事の施行 第12条

9 工事施行時の災害防止等の措置 第13条

設計変更,工事廃止等の届出 第14条

設計確認の掲示 第15条

工事完了の届出 第16条

工事完了前の建築制限 第17条

条例違反時の停止命令等 第18条

10
市街化調整区域における開発許可等(建築許
可を含む)を緩和できる区域を指定

都市計画法の規定によ
る開発行為の許可等の
基準に関する条例

－

鹿嶋市(５区域),霞ヶ
浦町(16区域),茨城町
(25区域),水海道市(23
区域),谷和原村(７区
域),岩井市(22区域),
十王町(４区域),猿島
町(５区域),真壁町
(14)を指定

平成15年度から

11 県営住宅に入居する際の連帯保証人の付置 茨城県県営住宅条例 第11条

６５歳以上の高齢者
(単身,世帯)について
連帯保証人を免除可能
に緩和

平成14年度
(H14.6施行)

12
実施可能な収益事業を物品販売業,物品貸付
業,製造業,倉庫業,運送業等に限定

私立学校法第26条第2
項の規定に基き学校法
人及び同法第64条第4
項の法人の行う収益事
業の種類指定(公示)

第2条

私立学校が行える収益
可能な事業の種類限定
を緩和
(農業,林業,漁業,建設
業,運輸・通信等の12
産業に拡大)

平成15年度
(H15.4施行)

平成15年度
(H15.3廃止条例・規
則施行)

平成15年度
(H15.3施行)

茨城県港湾施設管理条
例

茨城県漁港管理条例

条例,規則の廃止

茨城県工業開発条例

県条例,規則について
は廃止

条例の廃止
(設計基準,届出等の廃
止)

茨城県宅地開発事業の
適正化に関する条例

平成16年度
(H16.4廃止条例・規
則施行)

平成17年度
(H17.4廃止条例施
行)

茨城県筑波研究学園都
市における建築物の敷
地の制限に関する条例

平成16年度
(H16.11施行)

4

5

6
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No. 規制の内容 条例等名称 条項 緩和等の内容 予定・実施時期
私立学校設置認可の申請期限
(小中高校は開設年度の前々年度の７月31日
(20ヶ月前)までに申請。幼稚園等は前々年度
の１月31日(14ヶ月前)までに申請)

第2条

収容定員変更計画承認の申請期限(変更の
前々年度の３月31日(12ヶ月前)までに申請)

第3条

14
行政財産の使用許可期間
(必要最短限にとどめるものとし,かつ１年以
内が原則。特別事由で５年を限度)

行政財産の使用許可に
関する取り扱い基準

第3条

許可期間の延長(１年
以内とすることが著し
く実情に合わないも
の,又は複数年として
も支障がないものは複
数年に延長)

平成16年度
(H16.4施行)

15
普通財産貸付けの制限
(県事業を補完する団体等以外に対しては,原
則として新規貸し付けは認めない)

普通財産の管理,処分
等方針

第4条

管理,処分上支障のな
いものは,事業用定期
借地権等を活用し貸付
ける

平成15年度
(H15.4施行)

ゴルフ場開発事業者の会員募集時における最
終総会員数の明示義務

第4

「県土利用の調整に関する基本要綱」協議
時,資金計画及び誓約書の提出義務

第5-1

「土地開発事業の適正化に関する指導要綱」
設計承認申請時の資金計画及び会員募集計画
書の提出義務

第5-2

「土地開発事業の適正化に関する指導要綱」
に基づく検査済証交付後の会員募集義務

第6-1

16 会員募集毎の会員募集届出 第6-2

会員募集計画書,又は募集届の変更届出 第6-3

会員募集終了届,会員募集経過届出 第6-4

会員募集計画書,会員募集届出書等の閲覧(公
開)義務

第7

会員募集時の会員への書面交付義務 第8-2

会員へ交付する書面書式の知事への届出 第8-3

「土地開発事業の適正化に関する指導要綱」
設計承認前の募集協定書の締結義務

第9

「造成敷地等の処分及び管理に関する計画」
で工業団地内に工区を指定

鹿島臨海工業地帯に係
る｢造成敷地等の処分
及び管理に関する計
画｣で指定する「工
区」の地域を見直す

「造成敷地等の処分及び管理に関する計画」
で指定する工区毎に,立地に適する業種を指
定

鹿島臨海工業地帯に係
る｢造成敷地等の処分
及び管理に関する計
画｣で工区毎に指定し
た立地に適する業種の
拡大

18
浄化槽保守点検業者が営業所毎に備える器具
の設置要件

茨城県浄化槽保守点検
業者の登録に関する条
例施行規則

第12条
設置要件のうち亜硝酸
性窒素測定器具の廃止

平成16年度
(H16.4施行)

国,地方公共団体が発注する以外の大規模建
設工事(工事金額が5千万円以上の土木工事,
工事金額が１億円以上の建築工事)請負者の
産業廃棄物処理方法の届出

第9条 要項による届出の廃止

産業廃棄物を処理する場合,同一の製造工程
又は加工工程で,同一の原料を使用し,かつ,
同質の産業廃棄物を反復継続して排出するも
のに係る調査及び試験は,おおむね3箇月に1
回実施

第10条第２
項

調査,試験を行う場合
を,期間でなく製造原
料を変えた場合等に緩
和

県外にある工場,事業場から排出する産業廃
棄物を県内で処分しようとする場合の,事前
協議,承認

第14条第１
項

廃棄物の性状,再利用
率が一定の基準を満た
す場合には事前協議を
不要に緩和

最終処分場の埋立処分が終了し,覆土が完了
したときは,30日以内に,最終処分場埋立完了
報告書を提出

第25条第２
項

要項で規制する小規模
な最終処分場の廃止時
点で報告を廃止

20
事前審査の内容(経理的基礎,地元住民との調
整,関係者同意等)

廃棄物処理施設の設置
等に係る事前審査要領

第４条

廃棄物の性状,再利用
率が一定の基準を満た
す等の場合には事前審
査を不要に緩和

平成18年度

平成18年度

平成18年度

要綱の廃止
(ゴルフ会員等募集に
関する報告,届出等の
廃止)

施設整備が短期間で実
施できる場合,また整
備済みの場合には申請
から認可までの期間を
短縮

19
茨城県廃棄物処理要項
(告示)

平成14年度
(H15.3要綱廃止)

平成15年度
(H15.3策定「鹿島経
済特区計画」で対
応)

法第18条の
2

ゴルフ会員募集に関す
る指導要綱

17

13

首都圏の近郊整備地帯
及び都市開発区域の整
備に関する法律

私立学校の設置等の認
可申請の手続きに関す
る要項
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No. 規制の内容 条例等名称 条項 緩和等の内容 予定・実施時期

21
積替保管施設の維持管理基準(囲い,表示,防
火,保管高さ等)

自動車解体業者に係る
積替保管施設に関する
維持管理基準(事務処
理要領)

-
要領による管理基準の
廃止

平成18年度

22
積替保管施設の構造基準
(囲い,表示,防火,排水,通路等)

自動車解体業者に係る
積替保管施設に関する
構造基準(事務処理要
領)

-
要領による構造基準の
廃止

平成18年度

23
資金貸与時の連帯保証人(２名)の要件(独立
の生計を営む者で１人は県内に住所を有する
者)

茨城県社会福祉士及び
介護福祉士修学資金貸
与条例施行規則

第6条第1項
連帯保証人１名は「原
則として」県内に住所
を有する者に緩和

平成15年度
(H15.10施行)

24

入院承認後の保証書に署名する保証人の要件
(特別な事情がある場合を除き,県内に住所を
有する成年者で独立の生計を営んでいる者２
名)

茨城県立医療大学付属
病院の診療に関する規
則

第7条第1項 保証人数の緩和
平成17年度
(H17.4施行)

25

入院承認後の保証書に署名する保証人の要件
(特別な事情がある場合を除き,県内に住所を
有する成年者で独立の生計を営んでいる者２
名)

茨城県立中央病院の診
療に関する規則

第7条 保証人数の緩和 平成18年度

26 薬剤師の住所変更届出 薬剤師法施行細則 第5条 届出の廃止
平成15年度
(H15.4施行)

27
理容所以外で業を行う場合の出張業務の届出
等

茨城県理容師法施行細
則

第7条 届出等の廃止
平成15年度
(H15.4施行)

28
美容所以外で業を行う場合の出張業務の届出
等

茨城県美容師法施行細
則

第7条 届出等の廃止
平成15年度
(H15.4施行)

旅館業を営む者が死亡,合併,破産による解
散,合併又は破産以外の事由で解散した場合
の届出

第4条第2項 届出の廃止

営業施設の構造設備基準 第5条第1項

ホテル営業の洋式食堂
設置,収容定員以上の
寝具保持,客室名の表
示,調理室の設置等の
義務を廃止

30 公衆浴場営業者が遵守すべき事項
茨城県公衆浴場法施行
条例

第6条

｢風俗営業等の規制及
び業務の適正化に関す
る法律｣が適用される
場合の営業時間規定
(日の出から午後12時
までの間で設定)を廃
止

平成15年度
(H15.10施行)

31
営業者が破産による解散,合併又は破産以外
の事由により解散した場合の届出

茨城県公衆浴場法施行
細則

第5条 届出の廃止
平成15年度
(H15.10施行)

32 興業場の構造設備等の基準
茨城県興行場法施行条
例

第2条
喫煙室の必置義務の緩
和

平成16年度
(H16.4施行)

33
営業者が破産による解散,合併又は破産以外
の事由により解散した場合の届出

茨城県興行場法施行細
則

第6条第2項 届出の廃止
平成15年度
(H15.3施行)

原種認定牛の指定申請 第2条第2項

原種認定牛の交配指定 第5条

原種分娩の場合の報告義務 第6条

原種認定牛,準認定候補牛を指定後,繁殖に供
する義務

第10条

転貸の協議,飼養管理場所の移動報告義務 第12条

原種認定牛の指定申請 第2条第2項

原種認定牛の交配指定 第5条

原種分娩の場合の報告義務 第6条

原種認定牛,準認定候補牛を指定後,繁殖に供
する義務

第10条

転貸の協議,飼養管理場所の移動報告義務 第12条

受検可能な豚の条件指定 第4条

能力検定の申請 第5条

借り手を市町村,畜産を行う農協,種畜改良増
殖目的の社団法人に限定

第３条

種畜の貸付期間の制限(２～４年,必要時には
延長可)

第４条

貸付申請(５月31日まで),譲渡申請 第６条

共済加入の義務 第９条

種畜死亡等の報告書提出 第11条

飼育場所,管理者の変更承認申請 第13条

29
茨城県旅館業法施行細
則

34

35

茨城県黒毛和種原種認
定牛造成要項(告示)

茨城県乳用牛原種認定
牛造成要項(告示)

37

要項の廃止

(原種認定牛の指定に
関する申請,報告等の
廃止)

平成18年度

茨城県種畜貸付規程 規程の廃止 平成20年度

茨城県豚産肉能力検定
実施要領(告示)

要領の廃止

平成15年度
(H15.4施行)

平成18年度

要項の廃止

(原種認定牛の指定に
関する申請,報告等の
廃止)

平成15年度
(H15.11廃止)

36
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No. 規制の内容 条例等名称 条項 緩和等の内容 予定・実施時期
県が試験林指定地を無償使用 第4条

火災等発生時の報告義務 第8条

権利移転のための許可
第10条第1
項

県策定の施業計画に基づく保育,植樹等の実
施義務

第7条

施業実施時,指示に従う義務 第8条第1項

施業終了後の報告 第8条第2項

緊急に必要な措置を講じた場合(火災延焼防
止等)の報告

第8条第3項

展示施設の維持義務 第9条

土地,立竹木,施設等の譲渡等の承認 第10条

目的達成時等の指定解除
第11条第2
項

漁業許可の制限・条件 第14条
えび板びき網漁業許可
船舶の塗装義務づけを
廃止

小型まき網漁業の許可定数の制限 第25条
小型まき網漁業許可時
の定数制限(最高40艘)
を廃止

はえなわ漁業等での漁具の標識 第57条

はえなわ漁業,固定さ
し網漁業及び流し網漁
業で,幹なわ又は網の
中間に300mごとに浮標
を設置する義務づけを
廃止

非漁民等の使用できる漁具,漁法の制限 第47条
遊漁者によるまき餌つ
り,トローリングの制
限の一部を緩和

平成20年度

41
同一漁港を３日以上利用し,その間２回以上
入出港する船舟は,最後の出港時に長期利用
入出港状況を届出

茨城県漁港管理規則 第9条第3項
長期利用入出港状況届
書の廃止

平成16年度
(H16.11施行)

42 占用許可後の誓約書提出 茨城県道路占用規則 第7条 誓約書の提出を廃止
平成18年度
（H18.4施行）

43
都市計画法の都市計画区域の再編,線引きの
見直し

都市計画法 第5条
都市計画区域の再編と
線引きの見直し

平成18年度～

44
一般地域で大規模行為の届出をした場合,そ
の変更について知事の確認を受けたもの以外
は変更を届出

茨城県景観形成条例施
行規則

第７条第３
項

知事の確認行為を廃止
し,変更の届出が必要
な行為を規則に列挙

平成17年度
(H17.4施行)

45
(財)茨城県建築住宅センターが行うことがで
きる建築確認,検査業務の区域

建築基準法 第77条の22
業務を行える区域を県
全域に拡大(平成17年
４月１日から)

平成14年度から

46
茨城県建築計画概要書閲覧規程により閲覧す
る概要書の写しの交付

建築計画概要書に関す
る情報公開事務処理要
領

茨城県情報公開条例開
示請求手続に拠らず写
しの請求が可能

平成15年度
(H15.12施行)

茨城県開発審査会付議基準のうち

既存集落内で自己用住宅の建築を申請できる
場合の要件
２．集落出身者であり,かつ,線引前からある
いは相当期間所有している者から土地を直接
取得する。

包括承認基準１
「既存集落内の自己用
住宅の取り扱いについ
て」

第３

集落出身者であること
のみを条件とし,下線
部分の土地取得要件を
緩和。また,出身要件
のうち,同一小学校区
を隣接大字に拡大し,
その者の居住実績につ
いても緩和

平成15年度
(H16.2施行)

世帯分離のための自己用住宅の申請で,対象
となる住宅の範囲等の制限

包括承認基準６
「世帯分離のための自
己用住宅の取扱いにつ
いて」

第１

世帯分離の対象に,線
引日以前からの自己用
住宅の外,線引後に許
可を受けた自己用住宅
を加える。また,申請
敷地を当該自己用住宅
敷地内から隣接敷地ま
で拡大(集落性は問わ
ない)

平成15年度
(H16.2施行)

一身専属的な許可を受けて建築した住宅を譲
渡,増改築できる場合の対象範囲の制限

包括承認基準７
「一身専属的許可を受
けて建築した住宅の譲
渡及び増改築等の取扱
いについて」

第２
生計維持者の破産等に
よる競売物件も対象に
加える。

平成15年度
(H16.2施行)

39

茨城県海面漁業調整規
則

茨城県試験林設置規程
(告示)

平成14年度
(H15.2施行)

茨城県林業展示施設設
置要項(告示)

47

規程の廃止
(試験林設置に関する
報告等の廃止)

平成15年度
(H15.10廃止)

平成15年度
(H15.10廃止)

要項の廃止

(県施業計画に基づく
実施,報告等の廃止)

40

38
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No. 規制の内容 条例等名称 条項 緩和等の内容 予定・実施時期

臨時特定既存宅地における建築行為等の許可
申請期間(平成１６年５月７日まで)

包括承認基準９
「臨時特定既存宅地に
おける建築行為等の許
可の取扱いについて」

許可申請期間を廃止
し,期限の条件を「平
成１８年５月１７日ま
でに工事着手」のみに
緩和

平成15年度
(H16.2施行)

小規模既存集落内の連たん戸数 第１
連たん戸数２５戸を６
戸に緩和

平成17年度
(H17.4施行)

小規模既存集落内に自己用住宅の建築を申請
できる者,申請に係る土地の制限

第２

申請者要件を,血族２
親等,姻族１親等まで
に１親等分拡張。土地
要件は,第三者から取
得する場合も対象に拡
大

平成15年度
(H16.2施行)

既存建築物の敷地拡張

包括承認基準12
「既存建築物の建替等
に係る自己用住宅の取
扱いについて」

線引日以前からの自己
用住宅又は線引日以降
に許可を受けた自己用
住宅で,敷地が狭小な
場合には５００㎡まで
の敷地拡張ができるよ
う緩和

平成15年度
(H16.2施行)

市街化調整区域における自動車解体施設の立
地制限

包括承認基準13
「自動車解体業の施設
の取扱いについて」

(新基準)

許可の対象に使用済み
自動車の再資源化等に
関する法律に規定する
解体業の施設を追加

平成16年度
(H16.6施行)

大規模流通施設の立地に係り,知事が指定す
る区域の制限

提案基準４
「指定路線区域におけ
る大規模な流通業務施
設の取扱いについて」

指定する区域の対象と
して,従来の4車線道
路,高速道路のイン
ターチェンジ周辺に加
え,地域高規格道路の
交差点周辺を追加

平成16年度
(H16.6施行)

集落性の制限,小規模作業所等の範囲
提案基準11
「小規模作業場等の取
扱いについて」

第１

居住している住居の同
一敷地内または隣接地
である場合に限り,①
集落性(５０戸連たん)
を不要②小規模作業所
等の範囲に事務所(１
００㎡)以下を追加

平成15年度
(H16.2施行)

提案基準15の適用範囲

提案基準15
「医療・福祉施設にお
ける福利厚生施設の取
扱いについて」

第１

医療・福祉施設におけ
る職員の福利厚生施設
としての託児所を許可
対象に追加

平成17年度
(H17.4施行)

既存建築物の用途変更等の制限
提案基準16
「既存建築物の用途変
更の取扱いについて」

(新基準)

経営状況や倒産等やむ
を得ない事情により,
従来の事業を廃止し既
存施設を活用して新た
な事業を行なう場合,
用途を限って既存建築
物の用途変更と事業者
の変更を許可対象とす
る

平成17年度
(H17.4施行)

既存工場施設,流通業務施設,研究開発施設の
敷地拡張の制限

提案基準17
「既存工場施設等の敷
地拡張の取扱いについ
て」

(新基準)

生産,流通業務,研究開
発施設について,従前
の３倍まで敷地拡張を
許可対象とする

平成17年度
(H17.4施行)

包括承認基準10
「小規模既存集落内の
自己用住宅の取扱いに
ついて」

47
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No. 規制の内容 条例等名称 条項 緩和等の内容 予定・実施時期

許可が不要な増改築の範囲の制限 １(1)

許可のいらない増改築
の範囲を基準日(線引
時,線引日以降の許可
時)の50％増し又は建
ぺい率50％,容積率
100％までに緩和

平成15年度
(H16.2施行)

用途変更の取り扱い ３(1)

用途が変わらない場合
の線引時の建築物,既
存宅地の確認で認めた
建築物,建築基準法第
34条10号ロで許可した
もののうち,包括承認
基準５(既設団地),８
(既存宅地非自己用暫
定措置),９(臨時特定
既存宅地),１１(位置
指定道路住宅)に該当
する建築物について人
の変更は用途変更とし
ない扱いに緩和

平成15年度
(H16.2施行)

保護者,保証人の改印時の届出
第18条第2
項

届出の廃止

保護者又は保証人と連署による欠席の届出 第19条

保護者及び保証人と連署による退学の願出 第24条

保護者及び保証人と連署による転学又は転籍
の許可申請

第26条

保護者,保証人の改印時の届出
第16条第２
項

届出の廃止
平成16年度
(H16.4施行)

保護者又は保証人と連署による休学願い
第19条第1
項

保護者及び保証人と連署による休学取消願い
第20条第1
項

保護者及び保証人と連署による休学期間延長
願い

第21条第1
項

保護者及び保証人と連署による復学願い 第22条

保護者及び保証人と連署による退学願い
第23条第1
項

保護者及び保証人と連署による転学願い
第25条第2
項

映写機操作者,映画フィルムの貸出しを受け
て上映する者は,操作認定証を所有

第2条

認定証の交付を受けた者の順守義務 第4条

講習会の実施時間,科目の指定 第6条

筆記試験,実技試験の指定 第7条

許可地域での許可基準（広告物毎の表示面
積，設置制限等）の設定

第3条

許可地域のうち商業地
域以外の地域に広告幕
を表示するときの許可
基準について、サイズ
による制限（縦10ｍ以
内かつ横１ｍ以内）を
撤廃。

禁止地域における自家広告物の許可基準の設
定

第5条

第1種禁止地域に自家
広告物を表示する場合
の許可要件のうち，自
家広告物の合計表示総
面積の範囲を，従来の
15㎡以下から最大90㎡
以下に緩和。

許可期間の設定 第8条
広告幕の許可期間を従
来の1ヶ月から3ヶ月に
延長。

49

茨城県県立盲学校,聾
学校及び養護学校学則

50

茨城県県立高等学校学
則

48
市街化調整区域内の都
市計画法の取扱基準

平成16年度
(H16.4施行)

平成15年度
(H16.1施行)

保護者と保証人との連
署を「保護者(やむを
得ない場合は,保証
人)」に緩和

平成16年度
(H16.4施行)

１６ミリ映写機の操作
等に関する規程(告示)

51

52

保護者と保証人との連
署を「保護者(やむを
得ない場合は,保証
人)」に緩和

茨城県屋外広告物条例
施行規則

平成18年度
(H18.10施行)

規程の廃止
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２ 報告書の提出回数の削減,閲覧時間の延長

No. 規制の内容 条例等名称 条項 緩和等の内容 予定・実施時期

53
浄化槽保守点検業者は6ヶ月毎に点検実績報
告書を提出

茨城県浄化槽保守点検
業者の登録に関する条
例施行規則

第16条 年１回の報告に緩和
平成16年度
(H16.4施行)

型式認定外の浄化槽設置に係る構造等の事前
審査

第3 事前審査の廃止
平成16年度
(H16.4施行)

浄化槽工事業者は6月毎に工事実績報告書を
提出

第8-2 随時の報告に緩和

浄化槽清掃業者は6月毎に清掃実績報告書を
提出

第8-4 随時の報告に緩和

55
産業廃棄物処理施設に係る技術管理者変更報
告,処理責任者設置報告

茨城県廃棄物の処理及
び清掃に関する法律施
行細則

第21条 報告書の提出を廃止 平成18年度

56
福祉事務所長への民生委員協議会開催状況報
告書の提出

茨城県民生委員法施行
規則

第7条 報告書の提出を廃止
平成15年度
(H16.3施行)

57
養護,特別養護及び軽費老人ホームの長は,毎
月,老人福祉施設利用状況調べを提出

茨城県老人福祉法施行
細則

第13条 報告書の提出を廃止
平成15年度
(H15.4施行)

建築物における衛生的環境の確保に関する法
律登録事業者の年度実績報告書の提出

第7 報告書の提出を廃止

再登録申請期限
(有効期間満了の１月前まで)

第9 申請期限の廃止

59
種畜の飼養者等の成績報告書,事業報告書の
提出

茨城県家畜改良増殖法
施行細則

第5条 報告書の提出を廃止 平成18年度

60 基準点測量成果閲覧の事前申込
基準点測量成果の写し
の保管等に関する規程
(告示)

第9条
随時の閲覧を可とする
申込書の押印を廃止

平成15年度
(H16.2施行)

61

県建設工事入札参加資格者名簿及び県建設コ
ンサルタント業務等委託業務入札参加資格者
名簿の閲覧時間(９時から11時,13時から16
時)

茨城県建設工事入札参
加資格者名簿及び茨城
県建設コンサルタント
業務等委託業務入札参
加資格者名簿閲覧規程
(告示)

第2条
午前中の閲覧時間を正
午まで延長

平成14年度
(H15.5施行)

62
県知事許可建設業者経営事項審査結果通知書
の閲覧時間(９時から11時,13時から16時)

茨城県知事許可建設業
者経営事項審査結果通
知書閲覧規程(告示)

第2条
午前中の閲覧時間を正
午まで延長

平成14年度
(H15.1施行)

63

県公共工事の発注の見通しに関する事項並び
に入札及び契約の過程並びに契約の内容に関
する事項に係る文書の閲覧時間(９時から11
時,13時から16時)

茨城県公共工事の発注
の見通しに関する事項
並びに入札及び契約の
過程並びに契約の内容
に関する事項に係る文
書の閲覧に関する規程
(告示)

第4条
午前中の閲覧時間を正
午まで延長

平成14年度
(H14.12施行)

64
建設業者許可申請書の閲覧時間(9時から11
時,13時から16時)

建設業者許可申請書等
閲覧規程

第2条
午前中の閲覧時間を正
午まで延長

平成14年度
(H15.1施行)

58
建築物における衛生的
環境の確保に関する事
業の登録要項

茨城県浄化槽指導要綱
(告示)

54

平成14年度
(H14.4施行)

平成16年度
(H16.4施行)
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簡素化する行政手続（計５５規則等７８事務）
※ 網掛けは平成１９年１月末までに簡素化済みの事務（５１規則等７３事務）

No. 行政手続の内容 規則等名称 条項 簡素化等の内容 予定・実施時期

1
入院承認後の保証書，誓
約書

茨城県立医療大学付属病
院の診療に関する規則

第6条第2
項

申込様式の整理・統合、記入事項の簡
素化により、手続きの簡素化を行う

平成17年度
(H17.4施行)

2
入院承認後の保証書，誓
約書

茨城県立中央病院の診療
に関する規則

第6条第2
項

保証書と誓約書を一回の手続で済むよ
うにする

平成18年度

3
クリーニング所開設届，
クリーニング所の完成検
査申請

茨城県クリーニング業法
施行細則

第1条
クリーニング所の開設届と完成検査申
請を一回の手続きで済むようにする

平成14年度
(H14.12施行)

理容所開設届 第2条

理容所の完成検査申請 第3条

美容所開設届 第2条

美容所の完成検査申請 第3条

6
温泉の掘削許可申請時の
添付書類

温泉事務取扱要綱（事務
処理要領)

第2条第1
項

市町村長の意見書の削減
平成14年度
(H14.4施行)

7
温泉の掘削許可申請時の
添付書類

温泉関係ハンドブック
（事務処理要領）

－ 資金証明書の削減
平成14年度
(H14.4施行)

モノフルオール酢酸の塩
類を含有する製剤の使用
者の指定申請添付書類

第9条
森林区域，施設の概要図は，添付から
申請書への直接記載とする

ジメチルエチルメルカプ
トエチルチオホスフェイ
トを含有する製剤の使用
者の指定申請添付書類

第10条
貯蔵設備の概要図は，添付から申請書
への直接記載とする

モノフルオール酢酸アミ
ドを含有する製剤の使用
者の指定申請添付書類

第11条
貯蔵設備の概要図は，添付から申請書
への直接記載とする

隣化アルミニウムとその
分解製剤を含有する製剤
の使用者の指定申請添付
書類

第12条
資格を証する書面は申請書への直接記
載または提示に，倉庫の概要図は申請
書への直接記載とする

特定毒物の実地指導員の
指定申請添付書類

第16条
資格又は身分を証する書類は，添付か
ら申請書への直接記載または提示とす
る

9
興行場営業許可申請時の
添付書類

茨城県興行場法施行細則 第2条
周辺見取図，定員数配置図，建築確認
通知書の写し，所有者の使用承諾書の
削減

平成15年度
(H15.3施行)

10
旅館営業許可申請時の添
付書類

茨城県旅館業法施行細則 第2条
建築確認通知書の写し，所有者の使用
承諾書の削減

平成15年度
(H15.4施行)

11
公衆浴場営業許可申請時
の添付書類

茨城県公衆浴場法施行細
則

第2条第2
項

汚水排除の方法を示した図面，建築確
認通知書の写し，所有者の承諾書の写
しの削減

平成15年度
(H15.3施行)

12
建築物の清掃，空気測定
等の事業者登録申請時の
添付書類

建築物における衛生的環
境の確保に関する事業の
登録要項（事務処理要
領）

第3条
公益法人以外の法人の場合定款・寄付
行為・規則等の写し，料金表，従業員
名簿の削減

平成14年度
(H14.4施行)

13
調理師受験申請時の添付
書類

茨城県調理師法施行細則 第1条

卒業証明書又は卒業証書の写しに記載
された氏名が現在のものと異なってい
る場合に提出する戸籍抄本は，戸籍の
謄本，若しくは抄本，若しくは住民票
の写し，又は外国人登録証明書の写し
とする。

平成18年度
(H18.4施行)

14
製菓衛生師受験申請時の
添付書類

茨城県製菓衛生師法施行
細則

第2条

養成施設証明書等に記載された氏名が
現在のものと異なっている場合に提出
する戸籍抄本は，戸籍の謄本，若しく
は抄本，若しくは住民票の写し，又は
外国人登録証明書の写しとする。

平成18年度
(H18.4施行)

15
工業技術センターの研修
生入所申請時の添付書類

茨城県工業技術センター
研修生要項（告示）

第4条第1
項

戸籍抄本，最終学校卒業証明書の廃
止，健康診断書は６月以上の研修者の
み提出，入所願の本籍等を削除，記名
押印のみから署名との選択とする。

平成17年度
(H18.3施行)

漁業の継続許可申請時の
添付書類

第8条第4
項

申請理由書の削減

試験研究等のための特別
採捕許可申請時の添付書
類

第48条
傭船による採捕時の漁船所有者の印鑑
証明書の削減

漁業の継続許可申請時の
添付書類

第8条第5
項

申請理由書の削減

試験研究等のための特別
採捕許可申請時の添付書
類

第50条
傭船による採捕時の漁船所有者の印鑑
証明書の削減

茨城県理容師法施行細則

茨城県美容師法施行細則

17

4

5

16

8

平成15年度
(H15.4施行)

平成15年度
(H15.4施行)

美容所の開設届と完成検査申請を一回
の手続きで済むようにする

平成16年度
(H16.4施行)

理容所の開設届と完成検査申請を一回
の手続きで済むようにする

毒物及び劇物取締法施行
細則

茨城県海面漁業調整規則

茨城県霞ケ浦北浦海区漁
業調整規則

平成14年度
(H15.2施行)

平成14年度
(H15.2施行)
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No. 行政手続の内容 規則等名称 条項 簡素化等の内容 予定・実施時期

採捕の継続許可申請時の
添付書類

第7条 申請理由書の削減

試験研究等のための特別
採捕許可申請時の添付書
類

第34条
傭船による採捕時の漁船所有者の印鑑
証明書の削減

19
中高層建築物の建築確認
申請時の添付書類

茨城県中高層建築物によ
るテレビ受信障害の未然
防止に関する指導要綱
（告示）

第5条
受信障害に関し近隣住民と紛争を起こ
さない旨の誓約書の削減

平成16年度
(H16.4施行)

20
建築確認申請時の添付書
類

茨城県建築基準法等施行
細則

第3条
昇降路構造詳細図，地階換気設備図等
の削減

平成16年度
(H16.4施行)

21
学校（専修，各種学校）
設置認可申請書等への記
名押印

私立学校等に係る学校教
育法の施行に関する細則

第2条
２４様式で記名押印のみから署名との
選択とする

平成16年度
(H16.7施行)

22
学校設置計画承認申請書
等への記名押印

私立学校の設置等の認可
申請の手続きに関する要
項

－
２様式で記名押印のみから署名との選
択とする

平成16年度
(H16.4施行)

23
県福利厚生棟利用承認申
請書への押印

茨城県福利厚生棟管理規
程（訓令）

－ 押印の廃止
平成15年度
(H15.4施行)

24
公有財産借用申請書等へ
の記名押印

茨城県公有財産事務取扱
規則

第21条第1
項

７様式で記名押印のみから署名との選
択とする

平成15年度
(H15.4施行)

25
庁舎等使用許可申請書へ
の記名押印

茨城県庁舎等管理規則
第5条第1
項

記名押印のみから署名との選択とする
平成16年度
(H16.7施行)

26
鹿島セントラルモールの
特別使用許可申請書(物品
販売等申請)への押印

鹿島セントラルモールの
設置及び管理に関する条
例施行規則

第3条第1
項

４様式で押印の廃止
平成16年度
(H16.7施行)

27
つくば国際会議場の施設
等利用承認申請書等への
記名押印

つくば国際会議場の設置
及び管理に関する条例施
行規則

第3条第1
項

４様式で押印の廃止
平成16年度
(H16.7施行)

28
民生委員候補者推薦書へ
の記名押印

茨城県民生委員法施行規
則

第3条 押印の廃止
平成15年度
(H16.3施行)

29
県立医療大学付属病院の
入院申込書等への記名押
印

茨城県立医療大学付属病
院の診療に関する規則

第５条 記名押印のみから署名との選択とする
平成17年度
(H17.4施行)

30
県立中央病院の入院申込
書等への記名押印

茨城県立中央病院の診療
に関する規則

第5条第1
項

６様式で記名押印のみから署名との選
択とする

平成16年度
(H16.7施行)

31
県立友部病院の入院誓約
書等への記名押印

茨城県立友部病院の診療
に関する規則

第5条第1
項

７様式で記名押印のみから署名との選
択とする

平成16年度
(H16.7施行)

32
育成医療券，療育券の再
交付申請書等への記名押
印

児童福祉法施行細則
第6条
第11条

３様式で記名押印のみから署名との選
択とする

平成18年度

33
養育医療継続承認申請書
への記名押印

茨城県母子保健法施行細
則

第8条第1
項

記名押印のみから署名との選択とする 平成18年度

34
身体障害者相談員活動状
況報告書等への記名押印

茨城県身体障害者福祉法
施行細則

第17条第2
項

２様式で記名押印のみから署名との選
択とする

平成16年度
(H16.7施行)

35
視覚障害者福祉センター
の使用料減免申請書への
記名押印

茨城県立視覚障害者福祉
センター管理規則

第6条第2
項

記名押印のみから署名との選択とする
平成16年度
(H16.7施行)

36
入院費負担能力申告書等
への記名押印

精神保健及び精神障害者
福祉に関する法律第３１
条の規定に基づく費用徴
収規則

第4条
２様式で記名押印のみから署名との選
択とする

平成16年度
(H16.7施行)

37
知的障害者相談員が提出
する月別報告書等への記
名押印

茨城県知的障害者相談員
設置要綱

－
３様式で記名押印のみから署名との選
択とする

平成16年度
(H16.4施行)

38
温泉の掘削工事終了（中
止）届等への押印

茨城県温泉法施行細則 第1条 ２様式で押印の廃止 平成18年度

39
薬局の管理者兼務許可申
請書等への押印

薬事法施行細則
第2条第1
項

９様式で記名押印のみから署名との選
択とする

平成17年度
(H17.4施行)

40
毒物及び劇物取扱者試験
合格証書書換え交付申請
書等への記名押印

毒物及び劇物取締法施行
細則

第7条第2
項

２様式で記名押印のみから署名との選
択とする

平成16年度
(H16.7施行)

18
茨城県内水面漁業調整規
則

平成14年度
(H15.3施行)
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No. 行政手続の内容 規則等名称 条項 簡素化等の内容 予定・実施時期

41
クリーニング所の開設届
等への記名押印

茨城県クリーニング業法
施行細則

第1条第1
項

９様式で記名押印のみから署名との選
択とする

平成16年度
(H16.7施行)

42
理容所の開設届等への記
名押印

茨城県理容師法施行細則 第2条
６様式で記名押印のみから署名との選
択とする

平成16年度
(H16.7施行)

43
美容所の開設届等への記
名押印

茨城県美容師法施行細則 第2条
６様式で記名押印のみから署名との選
択とする

平成16年度
(H16.7施行)

44
興業場営業許可申請書へ
の記名押印

茨城県興行場法施行細則 第2条
７様式で記名押印のみから署名との選
択とする

平成16年度
(H16.7施行)

45
旅館業経営許可申請書等
への記名押印

茨城県旅館業法施行細則
第2条第1
項

６様式で記名押印のみから署名との選
択とする

平成16年度
(H16.7施行)

46
公衆浴場の経営許可申請
書等への記名押印

茨城県公衆浴場法施行細
則

第2条第1
項

６様式で記名押印のみから署名との選
択とする

平成16年度
(H16.7施行)

47 食鳥検査申請書への押印
茨城県食鳥処理の事業の
規制及び食鳥検査に関す
る法律施行細則

第7条 押印の廃止
平成15年度
(H16.3施行)

48
犬の返還願い等への記名
押印

茨城県狂犬病予防法施行
細則

第1条
２様式で記名押印のみから署名との選
択とする

平成16年度
(H16.7施行)

49
特定動物飼養許可申請書
等への記名押印

茨城県動物の愛護及び管
理に関する条例施行規則

第7条第1
項

１０様式で押印の廃止
平成16年度
(H16.4施行)

50
小規模水道敷設工事確認
申請書等への記名押印

茨城県給水施設条例施行
規則

第4条
１２様式で記名押印のみから署名との
選択とする

平成16年度
(H16.4施行)

51
遊泳用プール開設届，廃
止届出等への押印

茨城県遊泳用プール衛生
指導要綱

第8条
第9条

４様式で記名押印のみから署名との選
択とする

平成16年度
(H16.4施行)

52
免許申請書等への記名押
印

茨城県通訳案内業法施行
細則

第2条第1
項

３様式で記名押印のみから署名との選
択とする

平成18年度

53
工業技術センターの使用
料減免申請書等への記名
押印

茨城県工業技術センター
の使用料及び手数料徴収
条例施行規則

第9条第2
項

２様式で記名押印のみから署名との選
択とする

平成18年度
(H18.4施行)

54
工業技術センターの研修
生入所願等への記名押印

茨城県工業技術センター
研修生要項（告示）

第4条第1
項

３様式で記名押印のみから署名との選
択とする

平成17年度
(H18.3施行)

55
火薬類出納状況報告書等
への記名押印

茨城県火薬類取締法施行
細則

第10条
１０様式で記名押印のみから署名との
選択とする

平成16年度
(H16.7施行)

56
県測量業者登録簿等閲覧
受付簿への押印

茨城県測量業者登録簿等
閲覧規則

第5条 押印の廃止
平成14年度
(H14.4施行)

57
県不動産鑑定業者登録簿
等閲覧受付簿への押印

茨城県不動産鑑定業者登
録簿等閲覧規則

第5条 押印の廃止
平成14年度
(H14.4施行)

58
屋外広告物講習会受講申
込書への記名押印

茨城県屋外広告物条例施
行規則

第18条 押印の廃止
平成16年度
(H16.7施行)

59
都市公園の行為許可申請
書等への記名押印

茨城県都市公園管理規則
第2条第1
項

６様式で記名押印のみから署名との選
択とする

平成16年度
(H16.7施行)

60
事前調査検討報告書等へ
の押印

茨城県中高層建築物によ
るテレビ受信障害の未然
防止に関する指導要綱
（告示）

第5条 ２様式で押印の廃止
平成16年度
(H16.4施行)

61
県建築計画概要書等閲覧
申込書への押印

茨城県建築計画概要書等
閲覧規程（告示）

第4条 押印の廃止
平成16年度
(H16.4施行)

62
開発登録簿の謄本交付申
請書等への押印

茨城県開発登録簿閲覧規
則

第4条 ２様式で押印の廃止
平成16年度
(H16.4施行)

工業技術センターの研修
生入所願

第4条第1
項

申請書様式を見直し，本籍等を削除

研修期間延長承認申請書 第5条
申請書様式を見直し，本籍，現住所，
生年月日を削除

漁船登録票返納の届
第12条第1
項

届出記載事項（船質,総トン数，機関種
類，馬力数，漁業種類）簡素化

漁船の登録謄本交付申請
書

第12条第2
項

申請書記載事項（船質，総トン数，機
関種類，馬力数，漁業種類の記載）の
簡素化

65
文書閲覧時の受付簿への
記入事項

茨城県公共工事の発注の
見通しに関する事項並び
に入札及び契約の過程並
びに契約の内容に関する
事項に係る文書の閲覧に
関する規程（告示）

第5条 職業，勤務先住所欄を削除
平成14年度
(H14.12施行)

66
文書閲覧時の受付簿への
記入事項

茨城県建設コンサルタン
ト業務等委託業務入札参
加資格者名簿閲覧規程
（告示）

第3条
申込書に変更し，職業，勤務先住所欄
を削除

平成14年度
(H15.1施行)

67
文書閲覧時の受付簿への
記入事項

建設業者許可申請書等閲
覧規程

第3条 職業，勤務先住所欄を削除
平成14年度
(H15.1施行)

63

茨城県漁船法施行細則
平成14年度
(H14.4施行)

64

平成17年度
(H18.3施行)

茨城県工業技術センター
研修生要項（告示）
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見 直 し を 行 う 任 意 団 体
※網掛けは平成19年1月末までに見直し済みの団体

No. 団 体 名 主な業務内容 見直し方向 予定・実施時期

1
茨城県広報研究会
（各地方総合事務所内に支部を設置）
(広報広聴課)

広報行政に関する研修会の開催等
支部廃止（本部に統
合）

平成19年度

2
（財）茨城県学生寮協会
(総務課)

本県出身学生用学生寮の管理運営 団体廃止 平成18年度

3

茨城県県庁友の会支部（各地方総合事務所内に
１支部，常陸太田県税事務所内に２支部を設
置）
(職員課)

県庁退職者の福利厚生事業，会報
等での県事業ＰＲなど県政への協
力等

事務局独立 平成18年度

4
地方税務協会(県庁内に本部，８県税事務所内に
支部を設置）
(税務課)

地方税務事務の研究，市町村との
研修等

事務処理見直し（支
部ごとの会計事務を
本部一括で実施）

平成18年度

5
大洗鹿島線を育てる沿線市町村会議
(企画課)

鉄道利用の促進・啓発，沿線環境
の整備等

事務局移管
（沿線市町）

平成19年度

6
鹿島工業整備特別地域整備推進協議会
(地域計画課)

鹿島工業整備特別地域の振興に関
する調査，研修等

団体廃止 平成17年度

7
城北地域・森と川の交流促進協議会
(地域計画課)

城北地域の自然資源を活かした交
流事業の実施等

団体廃止 平成17年度

8
（財）茨城県総合健診協会支部（１２保健所内
に支部を設置）
(保健予防課)

疾病予防，健康の保持・増進に関
する知識の普及啓発，調査研究等
への協力

団体廃止 平成17年度

9
茨城県潮来保健所管内保健衛生協議会
(潮来保健所)

公衆衛生功労者の表彰，研修会の
開催等

団体廃止 平成17年度

10
茨城県つくば保健所管内公衆衛生協議会
(つくば保健所)

講演会，研修会の開催等 団体廃止 平成17年度

11
茨城県病院職員保育事業会
(医療整備課)

県立病院看護職員の乳児及び幼児
の保育

団体廃止 平成17年度

12
全国小売商業対策推進連絡協議会
(中小企業課)

地域小売商業の活性化を図るため
必要な調査，情報の収集・交換，
関係省庁に対する要望・陳情等

団体廃止 平成17年度

13
茨城県中小企業集団連合会（県庁内に本部，各
地方総合事務所等内に５支部設置）
(労働政策課)

勤労者の福祉活動の実施，人事・
労務管理研修の実施等

団体廃止 平成17年度

14
茨城県施設園芸研究会
(園芸流通課)

施設園芸栽培技術の研究，研修な
どによる技術交換等

事務局移管
（(社)園芸いばらき
振興協会）

平成19年度

15
茨城うまいもんどころ味クラブ
(東京農産販売推進センター)

京浜地域の流通関係者と青果物生
産者との意見交換，流通関係者の
産地視察などによる販売促進

事務局移管
（会員企業）

平成19年度

16
茨城県人会北海道連合会
(北海道事務所)

17
茨城県人会札幌地区
(北海道事務所)

18
常陸海浜公園整備促進協議会
(公園街路課)

講習会等の開催，関係機関に対す
る提案・要望活動等

団体統合
（県公園緑地推進協
会）

平成19年度

19
茨城県住宅対策推進協議会
(住宅課)

公営住宅等の建設，維持管理等に
関する関係機関との連絡調整，住
宅建設促進等に関する調査，研修
等

団体廃止 平成17年度

20
伊奈・谷和原丘陵部まちづくり推進連絡協議会
(県南都市建設事務所)

「まちづくり」や「土地活用」に
関する連絡・調整,各種調査・研
究

事務局移管
(関係市）

平成18年度

21
久慈郡身体障害者福祉会連絡協議会
(県北地方総合事務所福祉課)

協議会運営の助言指導等 団体廃止 平成16年度

22
県南地方農林振興協議会
(県南地方総合事務所農政課)

農業経済安定方策の確立・推進，
農林振興施策推進

事務局移管
（構成市町村）

平成16年度

23
農業委員会県南連絡協議会
(県南地方総合事務所農政課)

農業委員会，関係機関との連絡調
整

事務局移管
（構成市町村）

平成16年度

24
茨城県教育友の会支部（各教育事務所内に１支
部設置）
(福利厚生課)

退職教職員の福利厚生事業，会報
等での県事業ＰＲなど県政への協
力等

事務局独立 平成18年度

茨城県出身者の組織化，県出身者
の活動支援（モニターや県催事へ
の協力）

団体再編・統合
（北海道茨城県人
会）

平成17年度
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（H18.4現在）

■平成１７年度導入施設

No. 公 の 施 設 の 名 称 指 定 管 理 者
公募・非公
募 の 別

移 行 前 の
形 態

所 管 課

1 水郷県民の森 (財)茨城県農林振興公社 公 募新 設林 政 課

■平成１８年度導入施設

No. 公 の 施 設 の 名 称 指 定 管 理 者
公募・非公
募 の 別

移 行 前 の
形 態

所 管 課

1 青少年会館 (財)茨城県青少年協会 公 募管理委託女 性 青 少 年 課

2 カシマサッカースタジアム (株)鹿島アントラーズ・エフ・シー 公 募管理委託

3 鹿島セントラルモール 鹿島都市開発(株) 非 公 募管理委託

4 つくば国際会議場 つくばコングレスセンター（企業ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 公 募 管理委託新線･つくば調整課

5 県民文化センター (財)いばらき文化振興財団 公 募管理委託生 活 文 化 課

6 鳥獣センター (財)茨城県農林振興公社 公 募管理委託環 境 政 策 課

7 総合福祉会館 (社福)茨城県社会福祉事業団 公 募管理委託厚 生 総 務 課

8 健康プラザ (財)茨城県総合健診協会 非 公 募管理委託保 健 予 防 課

9 母子の家 (社)茨城県母子寡婦福祉連合会 非 公 募管理委託

10 児童センターこどもの城 (社福)茨城県社会福祉事業団 公 募管理委託

11 点字図書館 管理委託

12 視覚障害者福祉センター 管理委託

13
聴覚障害者福祉センターやすら
ぎ

(社)茨城県聴覚障害者協会 公 募管理委託

14 あすなろの郷 (社福)茨城県社会福祉事業団 非 公 募管理委託

15 つくば創業プラザ ㈱つくば研究支援センター 非 公 募直 営産 業 政 策 課

16 大洗マリンタワー 大洗町 非 公 募管理委託

17 国民宿舎「鵜の岬」 (財)茨城県開発公社 非 公 募管理委託

18 カントリープラザ「鵜の岬」 〃 非 公 募管理委託

19 奥久慈憩いの森 茨城県造園業協同組合 公 募管理委託

20 県民の森 管理委託

21 植物園 管理委託

22 森のカルチャーセンター 管理委託

23 きのこ博士館 管理委託

24 那珂湊漁港（駐車場） (株)暁恒産 公 募管理委託

25 那珂湊漁港（水門） 那珂湊漁業協同組合 非 公 募管理委託

26 波崎漁港（浄化施設） 波崎水産加工業協同組合 非 公 募管理委託

27 波崎漁港海岸休憩施設 神栖市 非 公 募管理委託

28
鹿島港の運動施設その他の鹿島
港の北海浜地区の港湾環境整備
施設

鹿嶋市 非 公 募管理委託

29 鹿島港の魚釣園 鹿島埠頭㈱ 公 募直 営

港 湾 課

林 政 課

(社福)茨城県視覚障害者協会 公 募

水 産 振 興 課

事 業 推 進 課

障 害 福 祉 課

子 ど も 家 庭 課

観 光 物 産 課

公 募(財)茨城県農林振興公社

指定管理者制度へ移行する公の施設
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No. 公 の 施 設 の 名 称 指 定 管 理 者
公募・非公
募 の 別

移 行 前 の
形 態

所 管 課

30
大洗港の中央地区の港湾環境整
備施設（港中央公園に限る。）

茨城港湾㈱ 公 募直 営

31 大洗港の魚釣園 〃 公 募直 営

32 大洗マリーナ 〃 公 募直 営

33
大洗港のマリーナ地区の港湾環
境整備施設

大洗町 非 公 募直 営

34 砂沼広域公園 (財)茨城県開発公社 公 募管理委託

35 港公園 神栖市 非 公 募管理委託

36 県西総合公園 筑西広域市町村圏事務組合 非 公 募管理委託

37 笠間芸術の森公園 笠間市 非 公 募管理委託

38 大子広域公園 大子町 非 公 募管理委託

39 鹿島灘海浜公園 鉾田市 非 公 募管理委託

40 北浦川緑地 取手市 非 公 募管理委託

41
県営住宅及び共同施設（164団
地）

(財)茨城住宅管理協会 公 募管理委託住 宅 課

42 県立歴史館 (財)茨城県教育財団 非 公 募管理委託文 化 課

43 水戸生涯学習センター (財)茨城県教育財団 公 募管理委託

44 県北生涯学習センター ＮＰＯ法人インパクト 公 募新 設

45 鹿行生涯学習センター

46 女性プラザ

47 県南生涯学習センター (財)茨城県教育財団 公 募管理委託

48 県西生涯学習センター (財)茨城県教育財団 公 募管理委託

49 西山研修所 (財)茨城県教育財団 公 募管理委託

50 中央青年の家 (財)茨城県教育財団 公 募管理委託

51 白浜少年自然の家 (財)茨城県教育財団 公 募管理委託

52 さしま少年自然の家 (財)茨城県教育財団 公 募管理委託

53 里美野外活動センター (財)茨城県体育協会 非 公 募管理委託

54 吾国山洗心館 (財)茨城県教育財団 非 公 募管理委託

55 ライフル射撃場 茨城県ライフル射撃協会 非 公 募管理委託

56 堀原運動公園 (財)茨城県体育協会 公 募管理委託

57 東町運動公園 ＮＰＯ日本スポーツ振興協会 公 募管理委託

58 笠松運動公園 (財)茨城県体育協会 公 募管理委託

59 こども病院 (社福)恩賜財団済生会 公 募管理委託病 院 局

保 健 体 育 課

(財)茨城県教育財団 公 募管理委託

公 園 街 路 課

生 涯 学 習 課

港 湾 課
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市町村へ権限を移譲する事務

No. 法令等の名称 事務の内容 移 譲 先 予定時期 備 考

１ 茨城県青少年のための環境整 自動販売機に係る立入 石岡市，取手市， １８年度 まちづくり
備条例 調査等 高萩市，守谷市， 特例市事務
第２６条第１項等 古河市 (高萩，守谷，

神栖市，つくば １９年度 神 栖 ， つ く

みらい市 ば み ら い を

除く)

２ 家庭用品品質表示法 販売事業者への立入検 筑西市 １８年度 まちづくり
第１９条第１項等 査等 特例市事務

石岡市，古河市 １９年度

３ 消費生活用製品安全法 販売事業者への立入検 筑西市 １８年度 まちづくり
第８４条第１項等 査等 特例市事務

石岡市，古河市 １９年度

４ 児童福祉法 認可外保育施設に対す 筑西市 １８年度 まちづくり
第５９条第１項等 る立入調査等 特例市事務

石岡市，古河市 １９年度

５ 母子保健法第１９条第１項 未熟児訪問指導等 取手市，筑西市， １８年度 まちづくり
石岡市，古河市 特例市事務

６ 身体障害者福祉法 身障者障害手帳の交付 取手市，筑西市 １８年度 まちづくり
第１５条第１項 等 特例市事務

石岡市，古河市 １９年度

７ 水道法 簡易専用水道の給 筑西市 １８年度 まちづくり
第３７条 水停止命令 特例市事務

古河市 １９年度

８ 県安全な飲料水の確保に関す 小簡易専用水道の給水 筑西市 １８年度 まちづくり
る条例 停止命令 特例市事務
第２３条 古河市 １９年度

９ 計量法 計量器類に係る立入検 取手市，筑西市 １８年度 まちづくり
第１４８条第１項等 査等 特例市事務

古河市 １９年度

１０ 商工会議所法 商工会議所が賦課する 筑西市，古河市 １８年度 まちづくり
第１２条第１項等 負担金の許可 特例市事務

１１ 商工会法 商工会の設立の認可等 取手市，筑西市 １８年度 まちづくり
第２３条第１項等 特例市事務

古河市 １９年度

１２ 中小小売商業振興法 商店街整備計画の認定 取手市，筑西市 １８年度 まちづくり
第４条第１項等 等 特例市事務

古河市 １９年度

１３ 電気用品安全法 販売事業者に対する立 取手市，筑西市 １８年度 まちづくり
第４６条第１項等 入検査等 特例市事務

古河市 １９年度

１４ 火薬類取締法 火薬類の譲渡又譲受の 取手市，筑西市 １８年度 まちづくり
第１７条第１項等 許可等 特例市事務

古河市 １９年度

１５ 農地法 農地転用の許可（２ha 筑西市，石岡市， １８年度 まちづくり
第４条第１項等 以下）等 常総市，神栖市 特例市事務

古河市 ２０年度

１６ 都市計画法 開発行為の許可等 筑西市，石岡市 １８年度 まちづくり
第２９条第１項等 特例市事務

常総市，古河市 １９年度
神栖市

１７ 都市計画法 都市計画施設内の建築 取手市，筑西市， １８年度 まちづくり
第５３条第１項 許可 石岡市 特例市事務

常総市，神栖市 １９年度
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No. 法令等の名称 事務の内容 移 譲 先 予定時期 備 考

１８ 都市計画法 都市計画事業地内の建 取手市，筑西市， １８年度 まちづくり
第６５条第１項 築許可 石岡市 特例市事務

常総市，神栖市 １９年度

１９ 租税特別措置法 優良宅地の認定 筑西市，石岡市 １８年度 まちづくり
第２８条等 特例市事務

常総市，古河市， １９年度
神栖市

２０ 土地区画整理法 区画整理事業個人・組 取手市，筑西市， １８年度 まちづくり
第４条第１項等 合施行認可等 石岡市，古河市 特例市事務

常総市 １９年度

２１ 茨城県生活環境の保全等に関 ばい煙排出者に対する ひたちなか市 １８年度 まちづくり
する条例 改善命令等 特例市事務
第１９条第１項等 筑西市 １９年度

有害物質使用事業者に 水戸市，つくば １９年度
対する指導・助言等 市

２２ 大気汚染防止法 ばい煙排出者に対する ひたちなか市 １８年度 まちづくり
第１４条第１項等 改善命令等 特例市事務

筑西市 １９年度

２３ 水質汚濁防止法 排出水を排出するもの ひたちなか市 １８年度 まちづくり
第１３条第１項等 に対する改善命令等 特例市事務

筑西市 １９年度

２４ 騒音規制法 地域の指定，規制基準 筑西市 １９年度 まちづくり
第３条第１項等 設定等 特例市事務

２５ 悪臭防止法 地域の指定，規制基準 筑西市 １９年度 まちづくり
第３条等 設定等 特例市事務

２６ 振動規制法 地域の指定，規制基準 筑西市 １９年度 まちづくり
第３条第１項等 設定等 特例市事務

２７ 特定工場における公害防止組 公害防止統括者の選任 ひたちなか市 １８年度 まちづくり
織の整備に関する法律 の届出の受理等 特例市事務
第３条第３項等 筑西市 １９年度

２８ 茨城県石綿の飛散防止のため 特定解体等工事に係る ひたちなか市 １８年度
の緊急措置に関する条例 立入検査等
第１２条第１項等

２９ 児童福祉法 公立保育所に対する改 各市町村 １８年度
第４６条第３項等 善命令等

３０ 茨城県屋外広告物条例 広告主に対する勧告等 各市町村 １８年度
第１８条等

３１ 湖沼水質保全特別措置法 特定事業場からの排出 筑西市 １９年度
水に対する改善命令等

３２ 茨城県霞ヶ浦の富栄養化の防 指定施設の設置の届出 筑西市 １９年度
止に関する条例 の受理等 つくば市

３３ 農林物資の規格化及び品質表 品質表示に係る立入検 未 定 １９年度
示の適正化に関する法律 査等
第２０条第１項等

３４ 液化石油ガスの保安の確保及 液化石油ガス設備工事 未 定 １９年度
び取引の適正化に関する法律 の届出の受理等
第３８条の３等

３５ 浄化槽法 浄化槽の管理に係る改 未 定 ２０年度
第１２条第１項等 善命令等



市町村への県の関与の廃止・縮減
※ 網掛けは平成１９年１月末までに廃止・縮減した事務（１６事務）

No. 県の関与等事項名 条例等名称 条項 廃止・縮減の内容 実施・予定時期

1
市町村施行土地区画整理事業の
資金計画の変更等に係る県との協
議

土地区画整理事業(公共
施行)の事業計画変更に
係る事務手続きについて
(通知)

協議の廃止
平成１４年度
（Ｈ15.１廃止済）

2
市町村が県立公園事業を執行する
際の知事の承認

茨城県立自然公園条例 第７条第２項
「承認」を「同意を要する
協議」に改正

平成14年度
（Ｈ15．3改正条例
施行）

3
市町村が流域下水道を使用する際
の使用計画の提出及び知事の承
認

第３ 提出及び承認の廃止
平成１４年度
（Ｈ１４．４廃止済）

4
公共下水道を流域下水道に接続
する際の接続工事についての知事
の承認

第８
「承認」を「同意を要する
協議」に改正

平成１４年度
（Ｈ15.１廃止済）

5
流域下水道へ流入する水質の測
定及び知事への報告

第１１
測定及び報告回数を毎
月から四半期ごとに縮
減

平成１４年度
（Ｈ１４．４廃止済）

6
老人福祉センターの利用状況の知
事への報告

茨城県老人福祉法施行
細則

第１３条 報告の廃止
平成15年度
（Ｈ15．４廃止済）

7
引き取り者の判明しない死体を大
学の長に交付したときの知事への
報告

茨城県墓地，埋葬等に
関する法律第９条の規定
による埋葬等の取扱要領

第５ 報告の廃止
平成１７年度
（Ｈ１８．３廃止済）

8
市町村立土地開発公社の役員異
動報告書の知事への提出

第８（３）

9
市町村立土地開発公社の事業計
画等の年度開始前の知事への提
出

第８（４）

10
市町村立土地開発公社の事業報
告書の決算終了後２ヶ月以内の知
事への提出

第８（５）

11
市町村立土地開発公社の業務運
営状況等に関する検収

第９

12
市町村立土地開発公社の状況等
に関する定期検査

第４

13
市町村の都市計画決定に係る県
知事の同意

市町村が定める都市計
画の県知事同意に係る
手続きフロー

同意時期の弾力化（年
４回程度→市町村協議
に合わせ随時）（県の計
画と一体的に行うものを
除く）

平成16年度
（平成16年６月弾
力化済み）

14 簡易・小簡易専用水道の布設届け 茨城県安全な飲料水の 第３条 簡易・小簡易専用水道 平成１８年度

14
下水道事業に関するアンケート調
査等

下水道事業の実態に係
る調査

調査項目の縮減
平成１８年度（実
施）

15
農地等の贈与に係る不動産取得
税の徴収猶予の申請等のとりまと
め

農業委員会によるとりま
とめ廃止

平成１８年度（実
施）

16
区画整理補助金の申請・実績報告
事務の土木事務所経由（国補事
業）

国庫補助金交付申請要
領

土木事務所経由の廃止
平成１8年度（実
施）

17
区画整理補助金の申請・実績報告
事務等の土木事務所経由（県単事
業）

茨城県組合等土地区画
整理事業費補助金交付
要項１６条

土木事務所経由の廃止 平成１９年度

茨城県流域下水道管理
要綱

平成15年度
（Ｈ16．３廃止済）

要綱の廃止（提出等の
廃止）

土地開発公社指導監督
要綱
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市町村の事務負担の軽減
※ 網掛けは平成１９年１月末までに廃止・縮減した事務（４３事務）

No. 県の関与等事項名 条例等名称 条項 廃止・縮減の内容 実施・予定時期

1
建築確認申請受付前の市町村農
業委員会の地目確認事務

確認事務の廃止

2
農業委員会の地目確認整理簿の
備え付け義務

備え付け義務の廃止

3
地域ケアシステムの推進事業の現
況報告

地域ケアシステム推進事
業の現況等の記入要領

第１
報告回数の縮減
（四半期→年１回）

平成15年度
（Ｈ16．３縮減済）

4
身体障害者デイサービス事業及び
精神薄弱者デイサービス事業の利
用状況報告

身体障害者デイサービス
事業及び精神薄弱者デ
イサービス事業の利用促
進について（通知）

報告の廃止
平成15年度
（Ｈ15．４廃止済）

5
市町村による土地取引表の作成・
報告（土地取引事例アンケート調
査）

土地取引事例アンケート
調査実施要項

第２条 調査自体の廃止
平成15年度
（Ｈ15．４廃止済）

6
遊休土地実態調査における市町
村の現地調査

茨城県遊休土地認定事
務処理要領

第３条 現地調査の廃止
平成15年度
（Ｈ15．４廃止済）

7 消防施設整備費補助金交付申請
茨城県消防施設整備費
補助金交付要項

第５条
国への要望書との重複
書類は不要である旨を
明確化

平成15年度
（Ｈ15．４から明確
化済）

8
母子・寡婦福祉資金貸付事務の処
理状況報告

茨城県母子・寡婦福祉資
金貸付事務処理特例交
付金交付要項

第５条 処理状況報告の廃止
平成15年度
（Ｈ15．４廃止済）

9
特定計量器定期検査に係る検査
結果報告

特定計量器定期検査要
項

２（１） 検査結果報告書の廃止
平成15年度
（Ｈ15．４廃止済）

10
商店街共同施設整備事業補助金
交付申請

商店街共同施設整備事
業補助金交付要項

７
採択申請書と重複する
添付書類の省略

平成15年度
（Ｈ15．４廃止済）

11
普通交付税算定に係る軽自動車
税基礎数値のヒアリング

普通交付税の額の算定
に用いる基礎数値等に
ついて（照会）

ヒアリングの廃止
平成１４年度
（Ｈ１４.５廃止済）

12
市町村職員勤務条件調査に係るヒ
アリング

勤務条件等に関する調
査等について（依頼）

ヒアリングの廃止
平成15年度
（Ｈ15．４廃止済）

13
ゴルフ場会員募集届の市町村長
経由

第６－２

14
ゴルフ場会員募集変更届の市町
村長経由

第６－３

15
ゴルフ場会員募集終了届，経過届
の市町村長経由

第６－４

16 茨城県消費生活講座受講生募集
茨城県消費生活講座実
施要領

第５ 市町村経由の廃止
平成15年度
（Ｈ15．４廃止済）

17
茨城県立自然公園条例に基づく特
別地域における工作物新築等許
可申請の市町村経由

18
茨城県立自然公園条例に基づく普
通地域における工作物新築等届
出の市町村経由

19
自然公園法に基づく国定公園の特
別地域における工作物新築等許
可申請の市町村経由

20
自然公園法に基づく国定公園の普
通地域における工作物新築等届
出の市町村経由

21
浄化槽工事実績報告書の市町村
経由

第８－２

22
浄化槽清掃実績報告書の市町村
経由

第４－２

23
漁業士認定申請についての市町
村経由

茨城県漁業士育成事業
実施要領

５ 市町村経由の廃止
平成15年度
（Ｈ15．３廃止済）

24
農業改良資金貸付申請書の市町
村経由

第５条 市町村経由の廃止
平成１４年度
（Ｈ１４.１０廃止済）

25
農業改良資金支払い猶予申請書
の市町村経由

第１４条 市町村経由の廃止
平成１４年度
（Ｈ１４.１０廃止済）

自然公園特別（普通）地
域内における各種行為
の許可申請（届出）書等
の市町村長経由につい
て（依頼）

茨城県浄化槽指導要綱

茨城県農業改良資金貸
付規程

市町村経由の廃止
平成15年度
（Ｈ16．４廃止）

市町村経由の廃止

市町村経由の廃止

平成15年度
（Ｈ16．３廃止済）

平成15年度
（Ｈ15．３廃止済）

平成15年度
（Ｈ15．３廃止済）

建築基準法による建築確
認と農地法による農地転
用許可基準事務の連絡
調整について（通達）

ゴルフ会員募集に関する
指導要綱
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No. 県の関与等事項名 条例等名称 条項 廃止・縮減の内容 実施・予定時期

26
土地改良事業補助金申請書の市
町村経由

茨城県土地改良事業補
助金交付要項

第１３条 市町村経由の廃止
平成１４年度
（Ｈ15.８廃止済）

27
県単土地改良事業に係る事業計
画書等の市町村経由

茨城県県単土地改良事
業実施要領

第３ 市町村経由の廃止
平成15年度
（H15.5廃止済）

28
農地・農業用施設災害復旧事業等
交付申請等の市町村経由

茨城県災害復旧事業等
補助金交付規程

第１４条 市町村経由の廃止
平成16年度
（H16.7廃止済）

29 胆道閉鎖症検査カードの報告
胆道閉鎖症マススクリー
ニング検査事業実施要
項

５（１）ウ 報告回数の縮減
平成15年度
（Ｈ15．１０縮減済）

30
県内公共図書館に対する概要調
査

「図書館概要」の作成に
ついて

調査項目の縮減（他
の調査との重複項目
の削除）

平成15年度
（Ｈ15．７縮減済）

31
脳卒中情報システムに係る訪問
結果票の提出

茨城県脳卒中情報シス
テム事業実施要領

５（２）
報告の廃止（事業の
廃止）

平成15年度
（Ｈ15．１１廃止済）

32
普通交付税算定に係る法人税割
（２回目）基礎数値ヒアリング

普通交付税の額の算定
に用いる基礎数値等に
ついて（照会）

ヒアリングの廃止
平成15年度
（Ｈ15．６廃止済）

33
工業開発条例に基づく工場設置
の届出の市町村経由

茨城県工業開発条例
[茨城県知事の権限に属
する事務の処理の特例
に関する条例]

開発 第15
条、第21条
[権限 第2条]

市町村経由の廃止
（条例の廃止）

平成15年度
（Ｈ16．３廃止済）

34 中学校等生徒の進路希望調査
中学校等生徒の進路希
望調査実施要領

ヒアリングの廃止
平成16年度
（H16.１２廃止済）

35
宅地開発事業の適性化に関する
条例に基づく設計確認申請の市町
村経由

宅地第９条
[権限 第2条]

36
宅地開発事業の適性化に関する
条例に基づく設計変更確認申請の
市町村経由

宅地第１１条
[権限 第2条]

37
宅地開発事業の適性化に関する
条例に基づく軽微な設計変更等届
出の市町村経由

宅地第１４条
[権限 第2条]

38
宅地開発事業の適性化に関する
条例に基づく工事完了届出の市町

宅地第１６条
[権限 第2条]

39
宅地開発事業の適性化に関する
条例に基づく完了公告前の建築に
支障がないことの認定の市町村経

宅地第１７条
第１項
[権限 第2条]

40
宅地開発事業の適性化に関する
条例に基づく地位承継の承認申請
の市町村経由

宅地第１７条
第１項
[権限 第2条]

41 市町村教育事務状況調査
市町村教育事務状況調
査実施要項

調査の廃止 平成16年度で廃止

42 働く婦人の家運営方法等報告書
働く婦人の家運営状況
報告について

書類の簡素化に向け国
へ働きかけ

平成18年度

43
国庫補助事業に係る要望調書の
作成

補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律

調査期間の設定見直し 平成18年度（実施）

44
市町村下水道整備支援事業補助
金

市町村下水道整備支援
事業費補助金交付要綱

添付書類の簡素化等 平成18年度（実施）

45
農地法の許可のあったことの証明
等

県農地法関係事務処理
要領（既墾地）

市町村の意向調査を踏
まえ対応

平成18年度

46
農地転用許可書等の文書の農業
委員会経由

県農地法関係事務処理
要領（既墾地）

事務処理の簡素化と住
民サービスの両面から
検討

平成18年度

47
市街地再開発事業補助金申請の
様式の統一化

市街地再開発事業費補助
交付要項、県市街地再開発
支援事業費補助金交付要
項

県様式を国様式に統一 平成１９年度

茨城県宅地開発事業の
適性化に関する条例

[茨城県知事の権限に属
する事務の処理の特例
に関する条例]

平成16年度
（H1７.３廃止済）

市町村経由の廃止
（条例の廃止）
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国に対し権限移譲を求める事務

No. 事 務 の 名 称 等 根 拠 法 令 等

１ 商工会議所設立認可等権限 商工会議所法第２７条

２ 前払式割賦販売事業者等に対する営業許可， 割賦販売法第２０条等

是正措置命令

３ 産業廃棄物処理施設等の基準等の設定権限 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第

１５条，第１５条の２

４ ４ha超の農地転用の許可権限 農地法第４条，第５条

５ 保安林の指定・解除権限 森林法第２５条，第２６条

６ 保安施設地区の指定・解除権限 森林法第４１条，第４３条

７ 砂防指定地の指定・解除権限 砂防法第２条

８ 地すべり防止区域の指定・廃止権限 地すべり防止法第３条，第５１条

９ 国定公園の公園計画の決定権限 自然公園法第７条

１０ 都道府県土地改良連合会の設立許可等権限 土地改良法第１１１条の１３

１１ 種畜等検査権限 家畜改良増殖法第４条

１２ 水道事業に係る認可権限 水道法第６条

１３ 民生委員の委嘱権限 民生委員法第５条

１４ 社会福祉士，介護福祉士など国家資格養成施 社会福祉士及び介護福祉士法第７条，

設の指定の際の意見提出権能の付与 第３９条等

１５ 栄養士，調理師，製菓衛生師に係る養成施設 栄養士法第２条

の指定権限 調理師法第３条

製菓衛生師法第５条

１６ 高圧ガス設備の開放検査期間の変更許可に係 高圧ガス保安法製造細目告示第１６条

る権限(｢鹿島経済特区｣の対象区域に係るもの)

※平成１９年４月から全国展開
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国に見直しを求める関与

No. 事 務 の 名 称 等 根 拠 法 令 等

１ 都道府県土地利用基本計画の策定等に関する国 国土利用計画法第９条等

土交通大臣との同意を要する協議

２ ２ha超４ha以下の農地転用許可に係る農林水産 農地法附則第２項

大臣との協議

３ 都市計画の区域区分等の決定・変更等に係る農 都市計画法第２３条

林水産大臣との協議

４ 区域区分の定められていない都市計画区域にお 農林水産省農村振興局長通知

ける用途地域の指定等についての地方農政局と

の調整 （協議）

５ 近郊整備地帯における用途地域等の都市計画決 都市計画法第１８条

定に係る国土交通大臣との同意を要する協議 都市計画法施行令第１２条

６ 農業振興地域整備基本方針の作成等に関する農 農業振興地域の整備に関する法律

林水産大臣との同意を要する協議 第４条等

７ 地域森林計画の策定等に係る農林水産大臣と同 森林法第６条

意を要する協議

８ 都道府県立自然公園の特別地域の指定等に係る 自然公園法第６６条

国の関係地方行政機関の長との協議

９ 都道府県自然環境保全地域の特別地区の指定等 自然環境保全法第４９条

に係る環境大臣との協議

１０ 都道府県道の認定に当たっての国土交通大臣と 道路法第７４条

の協議

１１ 大臣認可を受けた埋立地等における許可事務に 公有水面埋立法第２３条，２７条，

ついての国への報告，協議 ２９条

１２ 公営住宅の用途廃止についての国土交通大臣の 公営住宅法第４４条

承認

１３ 漁業調整規則の制定等に係る農林水産大臣の認 漁業法第６５条

可

１４ 都道府県による公衆浴場入浴料金統制の義務付 物価統制令第４条

け 公衆浴場入浴料金の統制額の指定

に関する厚生労働省令第２条
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No. 事 務 の 名 称 等 根 拠 法 令 等

１５ 社会福祉主事，と畜検査員に係る任用資格を含 社会福祉法第１８条

めた必置規制 と畜場法第１９条

１６ 職業能力開発等に関する審議会，都道府県生活 職業能力開発促進法第１９条

衛生適正化審議会，感染症審査協議会，地方社 生活衛生関係営業の運営の適正化

会福祉審議会に関する必置規制 及び振興に関する法律第５８条等

１７ 児童自立支援施設の調理員に関する必置規制 児童福祉法施行令第３６条

児童福祉施設最低基準第８０条

１８ 児童福祉施設最低基準等 児童福祉施設最低基準第３２条，

第３３条

幼稚園設置基準第３条，５条等

１９ 中小企業雇用管理改善計画等の認定 中小企業における労働力の確保及

び良好な雇用の機会の創出のため

の雇用管理の改善の促進に関する

法律第４条

２０ 介護労働者の雇用管理改善計画等の認定 介護労働者の雇用管理の改善に関

する法律第８条

２１ 工業用水道事業補助金の交付を受けた工業用水 工業用水道事業法第１７条

道の料金設定・改定に係る経済産業大臣の承認 工業用水道事業費補助金交付規則

第６条

２２ 公私の団体その他関係者に対し，必要な資料の 行政機関が行う政策の評価に関す

提出に関し，協力を求めること。 る法律第１５条第４

２３ 基幹農道の新規採択にあたっての国土交通省と 建設省道路局長、農林水産省農地

の協議調整 局長覚書（Ｓ45.3.16）

２４ 対ＥＵ、対米、対中国輸出水産食品に係る監視 厚生省生活衛生局長通知（Ｈ7.7.

指導、衛生証明書発行の事務等 5）厚生労働省医薬食品局食品安

全部長通知（Ｈ18.1.16）ほか
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水戸市

日立市

土浦市

古河市 石岡市

下館市

結城市

龍ケ崎市

下妻市

水海道市

常陸太田市

笠間市

取手市

岩井市

牛久市

茨城町

小川町

美野里町

内原町

常北町

桂村

御前山村

大洗町

友部町

岩間町

七会村

岩瀬町

東海村
那珂町

大宮町

山方町

美和村

緒川村

金砂郷町

水府村

里美村

十王町

旭村

鉾田町

大洋村

神栖町

波崎町

麻生町

北浦町

玉造町

江戸崎町

美浦村阿見町

新利根町

河内町

桜川村

東町

霞ヶ浦町

玉里村

八郷町

千代田町
新治村

伊奈町

谷和原村

関城町
明野町

真壁町

大和村協和町

八千代町

千代川村

石下町

総和町

五霞町

三和町

猿島町境町

守谷市

藤代町

利根町

北茨城市

瓜連町

大子町

高萩市

常陸大宮市

日立市

常陸太田市

那珂市

水戸市

城里町

笠間市

行方市

下妻市

筑西市

石岡市
小美玉市

鉾田市

桜川市

稲敷市

取手市

坂東市

古河市

つくば

みらい市

土浦市
常

総

市

かすみ

がうら市

神栖市

新しい いばらきの市町村
市町村数は８３から４４へ ( 平成１８年４月から)

つくば市

潮来市
鹿嶋市

ひたちなか市

新市名
平成１７年度に

合併する市町村名
合併期日

神栖
か み す

市 神栖町，波崎町 H17. 8. 1

行方
なめがた

市 麻生町，北浦町，玉造町 H17. 9. 2

古河
こ が

市 古河市，総和町，三和町 H17. 9.12

桜 川
さくらがわ

市 岩瀬町，真壁町，大和村 H17.10. 1

石岡
いしおか

市 石岡市，八郷町 H17.10. 1

鉾田
ほ こ た

市 旭村，鉾田町，大洋村 H17.10.11

常
じょう

総
そう

市 水海道市，石下町 H18. 1. 1

下妻
しもつま

市 下妻市，千代川村 H18. 1. 1

土浦
つちうら

市 土浦市，新治村 H18. 2.20

笠間
か さ ま

市 笠間市，友部町，岩間町 H18. 3.19

つくばみらい市 伊奈町，谷和原村 H18. 3.27

小美
お み

玉
たま

市 小川町，美野里町，玉里村 H18. 3.27

新市町名
平成１６年度に

合併した市町村名
合併期日

常陸
ひ た ち

大宮
おおみや

市
大宮町，山方町，美和

村，緒川村，御前山村
H16.10.16

日立
ひ た ち

市 日立市，十王町 H16.11. 1

常陸太田
ひ た ち お お た

市
常陸太田市，金砂郷町，

水府村，里美村
H16.12. 1

那珂
な か

市 那珂町，瓜連町 H17. 1.21

水戸
み と

市 水戸市，内原町 H17. 2. 1

城里
しろさと

町 常北町，桂村，七会村 H17. 2. 1

坂東
ばんどう

市 岩井市，猿島町 H17. 3.22

稲敷
いなしき

市
江戸崎町，新利根町，

桜川村，東町
H17. 3.22

筑西
ちくせい

市
下館市，関城町，

明野町，協和町
H17. 3.28

かすみがうら市 千代田町，霞ヶ浦町 H17. 3.28

取手
と り で

市 取手市，藤代町 H17. 3.28

新市名
平成に

合併した市町村名
合併期日

水戸
み と

市 水戸市，常澄村 H 4. 3. 3

ひたちなか市 勝田市，那珂湊市 H 6.11. 1

鹿嶋
か し ま

市 鹿島町，大野村 H 7. 9. 1

潮来
い た こ

市 潮来町，牛堀町 H13. 4. 1

つくば市 つくば市，茎崎町 H14.11. 1
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茨 城 県 行 財 政 改 革 推 進 懇 談 会 委 員 名 簿

(五十音順，敬称略)

氏 名 役 職 等 専 門 部 会

荒 田 英 知 ＰＨＰ総合研究所地域政策研究部研究部長 行政システム改革部会

粟 野 哲 雄 (社)日本青年会議所茨城ブロック協議会前会長 財政システム改革部会

石 井 武 日本労働組合総連合会茨城県連合会会長 行政システム改革部会

臼 井 多賀子 (社)ガールスカウト日本連盟茨城県支部トレーナー 行政システム改革部会

樫 村 千 秋 日立市長 財政システム改革部会

兼 平 紀 子 愛友酒造(株)代表取締役 財政システム改革部会

久保田 博 之 全国農業協同組合連合会茨城県本部長 行政システム改革部会

関 正 樹 関彰商事(株)副社長 財政システム改革部会

高 端 正 幸 聖学院大学政治経済学部専任講師 財政システム改革部会

田 中 重 博 茨城大学人文学部長

友 末 忠 徳 (株)茨城新聞社社長 財政システム改革部会

根 津 久美子 茨城県地域活動連絡協議会会長 行政システム改革部会

◎幡 谷 祐 一 茨城県信用組合理事長

森 秀 男 (株)山森会長 行政システム改革部会

○兪 和 茨城大学人文学部教授 財政システム改革部会

◎：会長，○：副会長

専 門 部 会 専 門 委 員 名 簿
(五十音順，敬称略)

氏 名 役 職 等 専 門 部 会

磯 﨑 寛 也 (株)アイ・ティ・エイチ代表取締役 行政システム改革部会

☆井 上 繁 常磐大学コミュニティ振興学部教授 行政システム改革部会

井 上 拓 也 茨城大学人文学部助教授 行政システム改革部会

川 又 諭 (株)日立ライフ代表取締役社長 行政システム改革部会

辻 琢 也 一橋大学大学院法学研究科教授 行政システム改革部会

池 田 雄 一 税理士 財政システム改革部会

鬼 澤 慎 人 茨城県経営品質協議会代表理事 財政システム改革部会

☆兼 村 高 文 明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科専任教授 財政システム改革部会

佐々木 伯 朗 東北大学大学院経済学研究科助教授 財政システム改革部会

☆：専門部会長
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－ 第４次 茨城県行財政改革大綱 策定経過 －

庁 内 推 進 体 制
行財政改革推進懇談会・専門部会 県議会・その他

（行革推進本部・幹事会等）

平成１７年５月９日
行財政改革推進本部会議
（策定方針等決定）

５月18日
行財政改革推進懇談会
（策定方針等説明）

６月２日 行政システム改革部会① ６月15日
（３次大綱の課題、今後の進め方） 県議会常任委員会報告
６月３日 財政システム改革部会① （策定方針等説明）
（３次大綱の課題、今後の進め方）

７月１日 財政システム改革部会②
（改革のメニュー検討）
７月５日 行政システム改革部会②
（改革のメニュー検討）

８月１日 行政システム改革部会③
（改革のメニュー検討）

８月１日 財政システム改革部会③
（改革のメニュー検討）

９月１日 財政システム改革部会④
（改革の方向検討）

９月６日 行政システム改革部会④
（改革の方向検討）

10月20日
行財政改革推進に係る緊 10月26日
急会議 行政・財政システム改革合同部会

（中間案検討）
10月28日
行財政改革推進本部幹事会
11月17日
行財政改革推進本部 11月29日
（中間とりまとめ決定） 行財政改革推進懇談会 12月９日

（中間とりまとめ報告） 県議会常任委員会報告
（中間とりまとめ）

12月９日～１月９日
中間とりまとめ県民意
見募集

平成１８年１月27日
行政・財政システム改革合同部会
（最終案検討）

２月24日 行財政改革推進懇談会
（最終とりまとめ(案)知事提出）

３月１日
行財政改革推進本部会議
（最終決定） ３月９日

県議会常任委員会報告
（最終とりまとめ）

【参考】
・行財政改革推進本部：知事を本部長に各部局長等で構成
・行財政改革推進本部幹事会：副知事をキャップに各部局次長等で構成
・行財政改革推進に係る緊急会議：知事をトップに庁議メンバーで緊急開催
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